
第２回上越市子ども・子育て支援総合計画策定委員会 

次 第 

 

と き 令和元年 7月 4日（木） 

    午後 1時 30分から 

ところ 上越市役所 401会議室 

 

１ 開 会 

 

 

２ 健康福祉部長あいさつ 

 

 

３ 委員長あいさつ 

 

 

４ 議 題 

⑴ 子ども・子育て支援事業計画及び子どもの権利基本計画の搭載事業における 

平成 30年度の進捗状況及び令和元年度の取組内容について・・・・・・・・資料１ 

 

 

 

⑵ 上越市子ども・子育て支援総合計画の骨子（案）について・・・・・・・資料２ 

 

 

 

⑶ 子どもの貧困対策について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料３ 

 

 

 

⑷ その他 

 

 

 

５ 閉 会 

 

 

【配布資料】 

〇資料１－１  上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表 

〇資料１－２  上越市第 2期子どもの権利基本計画事業進捗管理表 

〇資料２    上越市子ども・子育て支援総合計画（上越市版エンゼルプラン）骨子（案） 

〇資料３    子どもの貧困対策について 



　上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表 資料３

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

目標の評価方法
（何をもって、どのように

評価するか）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

実績
【実績値】

達成状況
（目標に
対する到

達度）

評価・分析等
（来年度に向けた

アプローチ）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

１　生みやすく、育てやすいまちづくり  

１　母子保健の充実  

1 妊婦一般健康診
査

妊娠一般健康診査費用14
回分を公費負担にすること
により、積極的な受診を勧
奨し、安心して妊娠・出産
を迎えられるよう支援す
る。

妊婦一般健康診査
費用を公費負担する
ことにより、積極的な
受診を勧奨し、安心
して妊娠・出産を迎
えられるように支援
する。

○

すべての妊婦が妊娠中に必
要な健診を受診し、安心して
妊娠期を過ごし出産を迎える
ことができる。

【妊娠15週までの届出率】
100％

妊娠届出状況 ・妊婦一般健康診査費用14
回分を公費負担することで、
積極的な受診を勧奨し、安心
して妊娠・出産を迎えられる
よう支援する。
・検査項目の拡充を継続し、
妊婦の健康管理の充実を図
る。

・妊婦一般健康診査費用14
回分を公費負担することに
よって、積極的な受診を勧奨
し、安心して妊娠・出産を迎
えられるよう支援した。
H28年度から検査項目を拡
充したが、継続実施できてお
り、妊婦の健康管理の充実
を図った。

【妊娠15週までの届出率】
　99.1％

○

・医療機関との連
携や他事業を通じ
ての周知を継続
し、速やかな妊娠
届出を促していく。

→

・妊婦一般健康診査費用14
回分を公費負担することで、
積極的な受診を勧奨し、安
心して妊娠・出産を迎えられ
るよう支援する。
・検査項目の拡充を継続し、
妊婦の健康管理の充実を図
る。

【妊娠15週までの届出率】
　100％

139,003

・上越市
健康増進
計画

・上越市
男女共同
参画基本
計画

健康づくり
推進課

2 妊産婦新生児訪
問指導事業、
こんにちは赤ちゃ
ん事業

生後4か月までの乳児の
いる全ての家庭等を訪問
し、子育て支援や発育発
達・栄養に関する情報提
供や養育環境等の把握、
必要な保健指導を行う。

母子保健法の規定
に基づき、保健指導
を受けることが必要
な妊産婦等の家庭を
訪問し、妊娠・出産・
育児等に必要な指
導を行うことにより、
正常な妊娠・出産ま
たは育児の確保に
努め、もって母子の
健康の保持及び増
進を図る。

○ ○

乳児のいる家庭を訪問し、子
育て支援や発育発達・栄養に
関する情報提供を行うことに
より、安心して育児を行うと共
に母子の健康の保持増進を
図ることができる。

【出生児の訪問率】
全数訪問を目指す。未訪問者
に対して健康診査やその後の
訪問等により支援する。

・妊産婦・新生児訪問
指導実施状況
・こんにちは赤ちゃん訪
問実施状況

・生後4か月までの乳児のい
る家庭等を訪問し、子育て支
援に関する情報提供や発育
発達・栄養など必要な保健指
導を行う。

・生後4か月までの乳児のい
る家庭等を訪問し、養育環境
等を把握するとともに、子育
て支援に関する情報提供や
発育発達・栄養など必要な
保健指導を行った。

【出生児の訪問率】
　99.2％

○

・長期間の里帰り
や入院等で訪問で
きない家庭以外
は、助産師・保健
師による訪問を実
施し、必要な保健
指導を行うことが
できた。
・4か月までに訪問
できなかった家庭
には、3か月児健
診や電話等で支
援を行った。

→

・生後4か月までの乳児のい
る家庭等を訪問し、子育て支
援に関する情報提供や発育
発達・栄養など必要な保健
指導を行う。

【出生児の訪問率】
全数訪問を目指す。未訪問
者に対して健康診査やその
後の訪問等により支援する。

7,084

・上越市
健康増進
計画

・上越市
男女共同
参画基本
計画

健康づくり
推進課

3 乳幼児健診事業 適切な時期に乳幼児健診
を実施することにより、乳
幼児の健やかな成長発達
を目指し、疾病、異常の早
期発見や育児支援を行
う。

上越市健康増進計
画の生涯を通じた健
康づくりの推進につ
いての取組に基づ
き、保護者が子ども
の成長発達に関する
学習ができる場を提
供し、自ら子どもの
育ちを確認できるよ
う、適切な時期に健
康診査を実施し、疾
病・異常の早期発見
に努めるとともに、発
育発達に応じて支援
する。

乳幼児健診の受診により、疾
病・異常の早期発見に努める
と共に、保護者自身が子ども
の発育発達を確認することが
できる。

【乳幼児健診の受診率】
98％以上を維持する。

乳幼児健診受診率（3
か月、6か月、9か月、1
歳6か月、3歳）

・適切な時期に乳幼児健診を
実施することにより、乳幼児
の健やかな成長発達をめざ
し、疾病や異常の早期発見や
育児支援を行う。
・受診率の維持、向上のため
の受診勧奨に努める。

・適切な時期に乳幼児健診
を実施することにより、乳幼
児の健やかな成長発達を目
指し、疾病や異常の早期発
見や育児支援を行った。

【乳幼児健診の受診率】
　98.1％

○

・未受診者に対す
る受診勧奨を行う
ことにより、目標を
達成した。引き続
き、未受診者に対
して受診勧奨を
行っていく。 →

・適切な時期に乳幼児健診
を実施することにより、乳幼
児の健やかな成長発達をめ
ざし、疾病や異常の早期発
見や育児支援を行う。
・受診率の維持、向上のため
の受診勧奨に努める。特に
未受診者に対する受診勧奨
を強化する。

【乳幼児健診の受診率】
　98％以上を維持する。

42,377

・上越市
健康増進
計画

・上越市
歯科保健
計画

健康づくり
推進課

4 予防接種事業 予防接種の実施により、
感染のおそれのある疾病
を予防し、公衆衛生の向
上及び増進を図るととも
に、乳幼児、児童・生徒の
感染症の予防を図る。

予防接種を実施し、
感染の恐れがある
疾病の発生の蔓延
を防ぎ、公衆衛生の
向上を図る。

感染のおそれのある疾病を予
防し、公衆衛生の向上及び増
進を図るとともに、乳幼児、児
童・生徒の感染症の予防を図
る。

【接種率】
90％

公費対象の被接種者
数実績

乳幼児の予防接種について、
接種率向上のため、引き続き
広報やホームページ掲載、個
別通知、電子母子手帳アプリ
によるプッシュ通知、乳幼児
健診時の指導等による接種
勧奨に努める。

【接種率】
90％

【接種率】
　93.88％

※ヒブ、小児用肺炎球菌、四
種混合、BCG、麻しん風し
ん、水痘、Ｂ型肝炎の平均 ○

・目標接種率の
90％を上回ること
ができた。

→

乳幼児の予防接種につい
て、接種率向上のため、引き
続き広報やホームページ掲
載、個別通知、電子母子手
帳アプリによるプッシュ通
知、乳幼児健診時の指導等
による接種勧奨に努める。

【接種率】
　90％

284,942
健康づくり
推進課

5 フッ化物塗布事
業

幼児期における歯質の向
上とう蝕予防を徹底し、幼
児の健康な成長を図るた
め、フッ化物塗布を実施す
る。

歯や口腔の健康状
態を保ち、幼児の健
康の保持増進を図
る。

幼児期における歯質の向上
と、う蝕予防の徹底により、幼
児の健康の保持増進を図るこ
とができる。

【フッ化物塗布の実施率】
80％

歯科健診受診者に対す
るフッ化物塗布実施率
（1歳6か月児、2歳児、3
歳児）

・幼児の健康な成長を図るた
め、フッ化物塗布（1歳6か月
児、2歳児、3歳児）を実施す
る。

・幼児期における歯質の向
上と、う蝕予防を徹底し、幼
児の健康な成長を図るた
め、フッ化物塗布を実施し
た。

【フッ化物塗布の実施率】
　75.4％

△

・歯科医院での
フッ化物塗布の実
施者が増えてきて
おり、目標を達成
できなかった。引き
続き幼児期におけ
る歯質の向上とう
蝕予防を徹底して
いく。

→

・幼児の健康な成長を図るた
め、フッ化物塗布（1歳6か月
児、2歳児、3歳児）を実施す
る。

【フッ化物塗布の実施率】
　80％

3,387

・上越市
健康増進
計画

・上越市
歯科保健
計画

健康づくり
推進課

基本
目標

主要
施策

事業区分 № 取　　組 担当課事業概要 目　　的

地域子
ども・

子育て
支援事

業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

資料１－１

子ども・子育て支援事業計画　- 1 -



（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

目標の評価方法
（何をもって、どのように

評価するか）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

実績
【実績値】

達成状況
（目標に
対する到

達度）

評価・分析等
（来年度に向けた

アプローチ）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

基本
目標

主要
施策

事業区分 № 取　　組 担当課事業概要 目　　的

地域子
ども・

子育て
支援事

業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

6 フッ化物洗口事
業（保育園）

幼児期における歯質の向
上とう蝕予防を徹底し、幼
児の健康な成長を図るた
め、保育園においてフッ化
物洗口を実施する。

幼児期における歯質
の向上とう蝕予防を
徹底し、保育園での
フッ化物洗口の実施
率の向上を図る。

幼児期における歯質の向上
と、う蝕予防を徹底し、保育園
でのフッ化物洗口の実施率が
向上されている状態。

【フッ化物洗口の実施率】
（フッ化物洗口を実施している
園児の割合）
　95％

フッ化物洗口の実施率 ・歯科衛生士によるむし歯予
防教室やおたより等を通し
て、フッ化物洗口に対する保
護者の理解を深めていく。
・未実施の園に対し、フッ化物
洗口に関する理解が得られる
よう、引き続き園長会議等で
実施を働きかける。
・30年度に新たにフッ化物洗
口を実施予定の１園に対し、
運営費補助や技術的支援を
行う。

【フッ化物洗口の実施率】
98.2％　（1,944/1,980人）
　　公立100％　(41/41園)
　　私立70.0％　(14/20園)

・今年度新規実施園（1園）に
対して技術的支援を行った。
・8月の私立保育園・認定こ
ども園の園長会議において、
フッ化物洗口実施への働き
かけを行った。
・保護者に対して、むし歯予
防教室やおたより等でフッ化
物洗口の安全性、必要性に
ついて周知した。

○

・むし歯予防教室
やおたより等で
フッ化物洗口に対
する保護者の理解
を深めていく。

→

・歯科衛生士によるむし歯予
防教室やおたより等を通し
て、フッ化物洗口に対する保
護者の理解を深めていく。
・未実施の園に対し、フッ化
物洗口に関する理解が得ら
れるよう、引き続き園長会議
等で実施を働きかける。
・31年度に新たにフッ化物洗
口を実施予定の１園に対し、
運営費補助や技術的支援を
行う。

【フッ化物洗口の実施率】
（フッ化物洗口を実施してい
る園児の割合）
　98％

5,251
10

645
保育課

6 フッ化物洗口事
業（幼稚園）

幼児期における歯質の向
上とう蝕予防を徹底し、幼
児の健康な成長を図るた
め、幼稚園においてフッ化
物洗口を実施する。

幼児期における歯質
の向上とう蝕予防を
徹底し、幼児の健康
な成長を図る。

希望する幼児全員。
【フッ化物洗口の実施率】
95％

フッ化物洗口を希望す
る幼児の割合が前年度
を上回る。

・歯科衛生士による親子ブ
ラッシング教室や、養護教諭
による歯科保健指導等を通し
て、フッ化物洗口に対する保
護者の理解を深めていく。

・親子ブラッシング教室や、
養護教諭による歯科保健指
導、おたより等でフッ化物洗
口の安全性、必要性につい
て周知した。

【フッ化物洗口の実施率】
　97.3％（36/37人）

○

・むし歯予防教室
やおたより等で
フッ化物洗口に対
する保護者の理解
を深めていく。
・園歯科医より保
護者に対して講演
会を実施し、より一
層、保護者の理解
を深めていく。

→

・歯科衛生士による親子ブ
ラッシング教室や、養護教諭
による歯科保健指導等を通
して、フッ化物洗口に対する
保護者の理解を深めていく。

【フッ化物洗口の実施率】
　95％

63
学校教育
課

7 ブラッシング指導
会

幼児期において歯の健康
に興味関心を持たせ、う蝕
予防を図るため、歯科衛
生士より親子に対するブ
ラッシング指導会を実施す
る。

歯科衛生士によるブ
ラッシング指導を通
して、幼児や保護者
に歯の健康に興味
関心を持たせ、う蝕
予防を図る。

幼稚園に在園している5歳児
幼児とその保護者全員が歯科
衛生士によるブラッシング指
導を受けている。

ブラッシング教室への
参加状況

・歯科衛生士による5歳児の
親子を対象にしたブラッシン
グ教室を実施し、歯みがきの
大切さについて、保護者・幼
児の意識の向上を図る。

・歯科衛生士による5歳児の
すべての親子を対象にした
ブラッシング教室を実施し
た。（市立高田幼稚園5歳児
16人とその親）

○

・引き続き、歯科衛
生士によるブラッ
シング指導を継続
する。 →

・歯科衛生士による5歳児の
すべての親子を対象にした
ブラッシング教室を実施し、
歯みがきの大切さについて、
保護者・幼児の意識の向上
を図る。

2
学校教育
課

追 8 むし歯予防教室 保育園児とその保護者を
対象に、歯科衛生士を講
師として、虫歯予防の知識
啓発及びブラッシング指導
等を、各園年1回実施す
る。

むし歯の予防及び早
期治療の必要性・大
切さを保護者や園児
が認識し、実行して
いくための意識の向
上を目指す。

むし歯予防への関心を維持す
るために、教室の継続実施が
できている状態。

【むし歯予防教室の実施率】
100％を維持する。

むし歯予防教室の実施
率

・歯科衛生士による4歳児の
親子を対象にしたむし歯予防
教室をすべての対象園（61
園）で実施する。

・全ての園において、歯科衛
生士による4歳児（概ね）の
親子を対象に、むし歯予防
教室を実施した。

公立100％（41/41園）
私立100％（20/20園）

○

・引き続き、歯科衛
生士によるむし歯
予防教室を継続す
る。 →

・歯科衛生士による4歳児の
親子を対象にしたむし歯予
防教室をすべての対象園
（60園）で実施する。

【むし歯予防教室の実施率】
100％を維持する。

280
150

保育課

9 休日・夜間診療
所

休日や夜間における急な
発熱やケガなど比較的軽
い症状に対する応急医療
を行う。

病院等の診療時間
外における一次救急
医療機関として市民
の受診機会を確保
し、地域における救
急医療体制の充実
を図る。

年間を通じて病院等の診療時
間外における第一次救急医療
体制の確保が図られている状
態。

【開設日数】
365日

・休日・夜間診療所運
営委員会での検証
・年間の開設状況

・年間を通じて休日・夜間診
療所を平日夜間及び休日等
に開設し、救急医療体制の構
築に向けて軽症患者に対す
る初期救急医療を提供する。

・年間を通じて休日・夜間診
療所を開設し、病院等の診
療時間外における第一次救
急医療体制を確保した。
・休日・夜間診療所運営委員
会を開設し、診療所の運営
に関する協議を行った。（2
回）

【開設日数】
　365日

○

・休日・夜間診療
所を開設し、病院
やかかりつけ医等
が診療時間外のと
きも安心して医療
を受けることがで
きる体制を確保し
た。
・来年度も引き続
き、年間を通じた
夜間・休日におけ
る救急医療体制を
確保する。

→

・年間を通じて休日・夜間診
療所を平日夜間及び休日等
に開設し、救急医療体制の
構築に向けて軽症患者に対
する初期救急医療を提供す
る。

【開設日数】
　366日

105,872
地域医療
推進室

追 10 電子母子手帳 妊娠中または子育て中の
方へ、予防接種や各種健
診の日程など、妊娠・出
産・育児に必要な情報を、
スマートフォンなどのモバ
イル端末へ提供する「電子
母子手帳」のサービスを開
始する。

妊娠・出産・育児に
関する情報をモバイ
ル提供することを可
能にし、母子の健康
保持ならびに子育て
に関する支援環境の
充実を図る。

妊娠届出時をはじめ各種母子
保健事業において周知し、妊
娠届出者全員がサービスを利
用している状態。

【妊娠届出時における周知】
100％

妊娠届出時における事
業周知状況

・妊娠届出をはじめとする各
種母子保健事業においてア
プリの周知を行うとともに、市
ホームページや広報上越で
の周知を継続する。

・母子健康手帳交付時の資
料にアプリの説明やQRコー
ドを入れて、全員に配布し周
知を行った。あわせて、各種
母子保健事業や子育て info
等において周知を行うととも
に、平成30年度版母子健康
手帳及び父子手帳にQRコー
ドを印刷し、アプリの利用を
促した。

【妊娠届出時における周知】
　100％
【ダウンロード数】
　4,749件

○

・関係課との内容
更新に関する検討
を行い、内容の充
実を図る。

→

・妊娠届出をはじめとする各
種母子保健事業においてア
プリの周知を行うとともに、
市ホームページや広報上越
での周知を継続する。

【妊娠届出時における周知】
　100％ 1,485

・上越市
健康増進
計画

・上越市
男女共同
参画基本
計画

健康づくり
推進課
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評価・分析等
（来年度に向けた

アプローチ）

目標達成に向けた
実施内容
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事業費
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関連計画
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事業区分 № 取　　組 担当課事業概要 目　　的

地域子
ども・

子育て
支援事

業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

２　子育てに対する経済的支援の充実

1 不妊不育治療費
助成事業

不妊・不育に悩んでいる夫
婦に対し、不妊不育治療
にかかる費用の一部を助
成する。

安心して妊娠・出産
を迎えるため、不妊
不育治療を行ってい
る市民に不妊不育
治療費の一部を助
成し、経済的負担の
軽減を図る。

市民への事業の周知及び医
療機関へのパンフレットの配
布等により、必要な人がもれ
なく制度の利用につながって
いる状態。

・不妊治療費助成事業
助成状況
・市民及び産婦人科医
療機関への周知状況

・平成30年度から不妊治療だ
けでなく、不育治療に関して
の助成を実施する。
・市内産婦人科医療機関へ
の説明を行うとともに、市ホー
ムページ等で市民への周知
を行っていく。

・市ホームページでの市民へ
の周知のほか、市内産婦人
科医療機関へポスターとパ
ンフレットの配布及び制度説
明を行った。
・また、電話等による市民か
らの問合せに対して、制度説
明を行った。

【助成件数】
　395件

○

・医療機関の説明
及び市民への周
知を図ったことで、
申請件数が増加し
た。

→

・平成30年度から拡充した不
育治療に関しての助成を継
続する。
・市内産婦人科医療機関へ
の説明を行うとともに、市
ホームページ等で市民への
周知を行っていく。

16,749
上越市健
康増進計
画

健康づくり
推進課

2 妊産婦・子ども医
療費助成事業

・妊産婦医療費助成
市民税所得割非課税世帯
の妊産婦に対し、自己負
担金から一部負担金等を
控除した額を助成する。
・子ども医療費助成
入院・通院ともに0歳～中
学校卒業までの子どもの
医療費に対し、自己負担
金から一部負担金等を控
除した額を助成する。

疾病の早期発見と早
期治療を促すととも
に、子育て支援とし
て保護者の経済的
な負担を軽減する。

対象となるすべての人が、受
給資格を有している状態。

【申請漏れ件数】
0件

住民票異動リストとの
突合により確認

健康づくり推進課と連
携し、母子健康手帳交
付者のうち、8月以降の
出産予定日の方すべて
の方に受給者証を交付
した状態をもって達成と
する。

・市民課等と連携し、対象者
に手続きの案内を行う。
・住民票の異動状況を随時確
認し、未申請者に対し、案内
を行う。
・平成30年9月診療分から、
未就学児の受診にかかる自
己負担金を無料化する。
・新制度の周知を６月医療機
関宛、８月受給者宛、９月１日
号広報上越で行う。

・出生及び転入による受給資
格者について、市民課等と
連携し、対象者に手続きの
案内を行った。
・住民票の異動状況を随時
確認し、未申請者に対して案
内を行い、申請漏れを防い
だ。
・平成30年9月診療分から未
就学児の医療費に係る自己
負担金の無料化を行った。
・医療機関への周知を6月、
受給者への周知を9/1号の
広報上越により行った。

○

・市民課等と連携
し、制度対象にな
るタイミングを捉
え、制度の周知と
申請案内を行っ
た。

→ ・市民課等と連携し、対象者
に手続きの案内を行う。
・住民票の異動状況を随時
確認し、未申請者に対し、案
内を行う。
・妊産婦医療費助成につい
て、健康づくり推進課と連携
し、母子健康手帳交付者の
うち、8月以降の分娩予定日
の対象者に対し、案内を行
う。
・5月以降については、窓口
で拡充の内容を説明し、案
内を行う。
・上記の案内により申請漏れ
のない状態とする。

728,491

上越市子
どもの権
利基本計
画

こども課

3 児童手当給付事
業

中学校3年生までの子ども
を対象に手当を給付する。

児童を養育する家庭
等における生活の安
定を図るとともに、次
代の社会を担う児童
の健やかな成長を支
援する。

対象となるすべての人が、受
給資格を有している状態。

【申請漏れ件数】
0件

住民票異動リストとの
突合により確認

・市民課等と連携し、対象者
に手続きの案内を行う。
・住民票の異動状況を随時確
認し、未申請者に対し、随時
案内を行う。
・未申請者に対し、通知を行
い、制度の周知を図る。

・出生及び転入による受給資
格者について、市民課と連
携し、対象者に手続きの案
内を行った。
・住民票の異動状況を随時
確認し、未申請者に対して案
内を行い、申請漏れを防い
だ。
・住民票の異動により、離婚
を前提とした別居や子どもの
別居監護による受給者の変
更や受給資格の消滅が発生
すると思われる対象者へ随
時通知し、周知漏れを防い
だ。

○

・市民課等と連携
し、制度対象にな
るタイミングを捉
え、制度の周知と
申請案内を行っ
た。

→

・市民課等と連携し、対象者
に手続きの案内を行う。
・住民票の異動状況を随時
確認し、未申請者に対し、随
時案内を行う。
・未申請者に対して随時通
知し、制度の周知を図り申請
漏れを防ぐ。 2,738,556

上越市子
どもの権
利基本計
画

こども課

4 児童扶養手当給
付事業

ひとり親家庭等の父また
は母等に対して手当を給
付する。

ひとり親家庭等の生
活の安定と、子育て
にかかる経済的負
担の軽減を図る。

対象となるすべての人が、受
給資格を有している状態。

【制度の周知回数】
2回

広報紙による制度の周
知回数

・申請漏れが起こらないよう、
市民課等と連携し、対象者に
手続きの案内を行う。
・法改正に伴い、平成30年8
月分からの手当額について、
本人所得にかかる手当額算
定の制度拡充を行う。
・制度の周知は、8月と12月に
行う。

・離婚や死別等に伴い受給
資格が発生すると思われる
戸籍の届出を行った方につ
いて、市民課等と連携し、対
象者に手続きの案内を行っ
た。
・広報上越8月1日号、12月
15日号で制度の周知を行っ
た。

○

・市民課等と連携
し、ひとり親になる
タイミングを捉え、
制度の周知と申請
案内を行った。 →

・申請漏れが起こらないよ
う、市民課等と連携し、対象
者に手続きの案内を行う。
・制度の周知は、8月と12月
に行う。 779,273 こども課

5 保育料の軽減 国基準保育料に対する保
護者負担割合について、
国が示す徴収基準額より
低い額で保育料を設定し、
その差額は市が独自に負
担する。

子育て家庭の経済
的負担を軽減し、保
護者が安心して子供
を預けられる環境を
整える。

子育て家庭の経済的負担が
軽減され、保護者が安心して
保育園に子どもを預けられる
状態。

【保育料の軽減率】
25％

保育料の軽減率 ・平成30年度から市独自の軽
減をさらに拡充する。

【市独自の軽減】
第1子の年齢に関わらず、年
収約470万円未満の世帯の
第2子の保育料を、ひとり親
世帯は無料に、その他世帯
は半額に軽減。ひとり親世帯
の第1子は非課税世帯並みに
軽減。

・平成30年度から市独自の
軽減の拡充を行った。

【市独自の軽減】
第1子の年齢に関わらず、年
収約470万円未満の世帯の
第2子の保育料を、ひとり親
世帯は無料に、その他世帯
は半額に軽減。ひとり親世帯
の第1子は非課税世帯並み
に軽減。

【保育料の軽減率】
　38.53％（H30予算ベース）

○

市独自の軽減及
び国の制度改正
による軽減を適切
に運用した。

→

・市独自の軽減を継続して行
う。

【保育料の軽減率】
38.53％

　
2,131,889
　
2,468,131
　　257,411

保育課
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H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

6 私立幼稚園就園
奨励費補助金

私立幼稚園の入園料・保
育料を対象に、保護者の
所得状況に応じた補助を
行い、保護者の経済的負
担の軽減を図る。

幼児教育を受ける権
利を平等に享受でき
るよう、保護者の所
得に応じた保育料補
助を行い、幼児教育
の振興を図る。

幼児期の教育を希望する保護
者が、経済的な理由により教
育を受けられないことがない
よう、必要な補助を行う。

支援が必要な保護者を
把握し、当該保護者全
員に必要な補助を行
う。

・満3歳児が3歳の誕生日を迎
えた時点で補助金受給対象
となることから、年度当初から
園に対し3歳児の申請漏れが
無いよう周知するとともに、補
助金交付対象者になりえる人
が未申請とならないよう周知
を徹底する。

・幼稚園と連携を取りなが
ら、支援が必要な保護者の
把握に努め、当該保護者全
員に必要な補助を行った。

○

・幼稚園に対して
追加申請者の有
無を随時確認し、
園の状況把握に
努めた。 →

・満3歳児が3歳の誕生日を
迎えた時点で補助金受給対
象となることから、年度当初
から園に対し3歳児の申請漏
れが無いよう周知するととも
に、補助金交付対象者にな
り得る人が未申請とならない
よう周知を徹底する。

19,298

上越市総
合教育プ
ラン

教育総務
課

7 就学援助費
（特別支援教育
就学奨励金）

障害のある児童生徒が特
別支援学級で学ぶ際に、
保護者が負担する教育関
係経費を、家庭の経済状
況に応じて支援する。

障害のある児童生
徒の自立や社会参
加に向けた主体的な
取組を支援するとい
う視点で、個々の教
育的ニーズを把握
し、その持てる力を
高め、生活や学習上
の困難を改善又は
克服するため、適切
な指導及び必要な
支援を行う特別支援
学級に就学する児童
生徒の就学に必要
な経費の一部を援助
する。

特別支援学級で学ぶ児童生
徒の保護者の経済的負担が
軽減され、必要な支援を受け
られる状態。

【制度の周知回数】
年3回

学期ごとの制度案内チ
ラシの配布回数。

・特別支援学級に在籍する児
童生徒に必要な支援を行うた
め、対象者の申請漏れがな
いよう、年3回制度案内を配
布する。

・4月、9月、1月に対象児童
生徒の保護者に対し、学校
で制度案内を配付し、随時
申請を受け付けた。

【制度の周知回数】
　年3回

○

・制度周知により、
特別支援学級に
在籍する児童生徒
に対し、就学奨励
費の支給による経
済的支援を行うこ
とができた。

→

・特別支援学級に在籍する
児童生徒に必要な支援を行
うため、対象者の申請漏れ
がないよう、年3回制度案内
を配布する。

6,728
4,758

上越市総
合教育プ
ラン

学校教育
課

8 就学援助費
（要保護及び準要
保護児童生徒援
助費）

経済的に困窮する世帯の
教育費の一部負担軽減を
図るため学用品費や給食
費などの支援を行う。

学校教育法第19条
「経済的理由によつ
て、就学困難と認め
られる学齢児童又は
学齢生徒の保護者
に対しては、市町村
は、必要な援助を与
えなければならな
い。」の規定に基づ
き、経済的に困窮す
る世帯の教育費の
一部負担軽減を図る
ため、学用品費や給
食費などの支援を行
う。

市内小中学校に通う児童生徒
のうち、経済的に困窮する世
帯の経済的負担が軽減され、
必要な援助が受けられる状
態。

【制度の周知回数】
年3回

学期ごとの制度案内チ
ラシの配布回数。

・年3回、市内小中学校の全
児童生徒に制度案内を配布
する。

・4月、9月、1月に対象児童
生徒の保護者に対し、学校
で制度案内を配付し、随時
申請を受け付けた。

【制度の周知回数】
　年3回 ○

・制度の周知を徹
底して、援助が必
要な児童生徒に援
助費を支給するこ
とができた。

→

・年3回、市内小中学校の全
児童生徒に制度案内を配布
する。

85,539
80,998

上越市総
合教育プ
ラン

学校教育
課

9 通学援助費 遠距離通学する児童・生
徒の通学費を援助し、保
護者の負担軽減を図る。

遠距離通学する児
童・生徒の通学費を
援助し、保護者の負
担軽減を図る。

遠距離通学する児童・生徒の
通学費を援助し、保護者の負
担軽減が図られている。

【制度の周知回数】
2回

制度案内チラシの配布
回数。

・学校と連携し、制度の周知
を徹底する。
・また、対象者の把握に努
め、対象者からの申請漏れ
がないようにする。

・10月、1月に対象児童生徒
の保護者に対して案内を配
付し、制度の周知を行った。
・また、学校と連携して対象
者の把握に努め、対象者の
申請漏れがないようにした。

【周知回数】
　年2回

○

・学校と連携し、制
度の周知を徹底す
ることで、対象者
から確実に申請を
受けられるよう努
めた。

→

・年2回の制度周知を徹底す
る。
・また、学校と連携して対象
者の把握に努め、対象者か
らの申請漏れがないように
する。

20,926
31,246

上越市総
合教育プ
ラン

学校教育
課

10 子育てジョイカー
ド事業

18歳未満の子どもが3人
以上いる世帯に「子育て
ジョイカード」を交付し、
カードを提示した人に対
し、協賛店舗等が商品の
割引や特典などのサービ
スを提供する。

子育てしやすい環境
をつくるため、多子
世帯に対し、企業の
協力を得て商品の割
引等各種サービスを
提供し、子育て世帯
の経済的負担の軽
減を図る。

○

新規協賛店舗数を増やし、多
子世帯の経済的負担の軽減
が図られている状態。

【新規協賛店舗数】
25店舗以上（Ｈ26年度比）

新規協賛店舗数 ・ジョイカード未協賛企業に対
し、募集チラシを送付するほ
か、直接店舗を訪問し、個別
に勧誘を促す。
・広報上越に協賛店の募集記
事を掲載する。

・広報上越に協賛店の募集
記事を掲載した。

【新規協賛店舗数】
　3店舗
（参考）
　H27：11店舗、H28：14店舗
　H29：4店舗
　（4か年合計：32店舗）
【協賛店舗数】
　401店舗（H31.3.29現在）

○

・新規協賛店舗数
を廃業店舗数が上
回ったことにより、
昨年度よりも協賛
店舗数が減少し
た。
・協賛店舗数を維
持していけるよう、
個別に協賛を促し
ていく。

→ ・協賛店舗数を維持していく
ため、ジョイカード未協賛企
業に対し、募集チラシを送付
するほか、直接店舗を訪問
し、個別に協賛を促す。
・広報上越に協賛店の募集
記事を掲載する。

【新規協賛店舗数】
3店舗以上

499 こども課

11 ひとり親家庭等医
療費助成事業

ひとり親家庭等の父又は
母等及び児童の医療費に
ついて、自己負担金から
一部負担金を控除した額
を助成する。

疾病の早期発見・早
期治療を促すととも
に、ひとり親世帯の
経済的な負担を軽減
する。

対象となるすべての人が、受
給資格を有している状態。

【制度の周知回数】
2回

広報紙による制度の周
知回数

・申請漏れが起こらないよう、
市民課等と連携し、対象者に
手続きの案内を行う。
・ホームページや広報上越
（年2回）での制度の周知・案
内を行い、未申請者に対し申
請を促す。
・平成30年9月診療分からの
子ども医療費助成の拡充に
ついて、周知を随時行ってい
く。

・申請漏れが起こらないよ
う、市民課等と連携し、対象
者に手続きの案内を行った。
・広報上越8月1日号、12月
15日号で制度の周知を行っ
た。

○

・市民課を始めとし
た関係課と連携に
より、十分な周知
を行うことができ
た。 →

・申請漏れが起こらないよ
う、市民課等と連携し、対象
者に手続きの案内を行う。
・ホームページや広報上越
（年2回）での制度の周知・案
内を行い、未申請者に対し
申請を促す。

90,091 こども課
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地域子
ども・

子育て
支援事

業
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合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

12 母子家庭等の自
立支援の推進

・自立支援教育訓練給付
金、高等職業訓練促進給
付金を支給し、就職に有
利な資格等の取得を支援
する。
・また、母子自立支援員を
配置し、母子・父子家庭の
個々の状況に応じた相談・
指導等の支援を行う。

ひとり親家庭の経済
的自立を促すこと
で、生活の安定を図
る。

ひとり親家庭等の保護者が就
労し、経済的に自立している
状態。

【制度の周知回数】
3回

制度の案内チラシの配
付回数

・引き続きハローワークとも連
携しながら、就労支援PRを
行っていく。新規申請者及び
現況届出時に「無職」や所得
の低いのひとり親に対し、就
労支援を働きかけていく。

・児童扶養手当定期支払通
知等に就職支援案内を同封
し、対象者全員に支援制度
の案内を行った。（4月、7月
現況届書類送付、10月現況
届結果通知、毎月の新規認
定通知に同封）
・児童扶養手当申請者のうち
無職の人に対し、制度を説
明し、案内チラシを配布し
た。
・自立支援プログラム作成
　2件
・自立支援教育訓練給付金
　3件
・高等職業訓練促進給付金
　5人

○

・自立支援プログ
ラムの作成件数は
伸びなかった。ま
た、ハローワーク
の就労自立促進
事業における児童
扶養手当受給者
の就職件数が目
標の70件に対し59
件の実績となって
おり、就労を希望
するひとり親はハ
ローワークの就労
支援を受けたもの
と考えられる。

→

・引き続きハローワークとも
連携しながら、就労支援PR
を行っていく。新規申請者及
び現況届出時に「無職」や所
得の低いのひとり親に対し、
就労支援を働きかけていく。

【制度の周知回数】
3回（4月、7月、10月） 9,082 こども課

13 障害児福祉手当 精神または身体に著しい
重度の障害があり、日常
生活において常時介護を
必要とする児童（20歳未
満）に対し、手当を支給す
る。

重度障害児に対し
て、その障害のため
必要となる精神的、
物質的な特別の負
担の軽減の一助とし
て手当を支給するこ
とにより、特別障害
児の福祉の向上を
図る。

関係機関と連携を図りなが
ら、窓口等での制度周知を漏
れ落ちがないよう徹底されて
いる。

身体障害者手帳及び
療育手帳交付時、その
他関連性のある手続き
対応時に制度周知を実
施したか、漏れ落ちが
ないかどうか、職員間
で確認する。

・引き続き、身体障害者手帳
及び療育手帳交付、その他
関連性のある手続きなどの窓
口対応の際、制度の周知徹
底を図る。

・身体障害者手帳及び療育
手帳交付、また関連性のあ
る手続き対応の際、制度周
知を実施した。

【受給者数】
　101名(Ｈ30.11月定例)
　100名(Ｈ31.2月定例)

○

・身体障害者手帳
及び療育手帳交
付、また関連性の
ある手続き対応の
際、制度周知を実
施したことにより、
スムーズな申請手
続きが図られた。

→

・引き続き、身体障害者手帳
及び療育手帳交付、その他
関連性のある手続きなどの
窓口対応の際、制度の周知
徹底を図る。 130,145

上越市障
害者福祉
計画

福祉課

14 特別児童扶養手
当

精神または身体に障害の
ある児童（20歳未満）を在
宅で監護・養育する人に対
し、手当を支給する。

精神又は身体に障
害を有する児童につ
いて手当を支給する
ことにより、これらの
児童の福祉の増進
を図る。

関係機関と連携を図りなが
ら、窓口等での制度周知を漏
れ落ちがないよう徹底されて
いる。

身体障害者手帳及び
療育手帳交付時、その
他関連性のある手続き
対応時に制度周知を実
施したか、漏れ落ちが
ないかどうか、職員間
で確認する。

・関係機関と連携を図りなが
ら、対象となる方が申請漏れ
とならないよう窓口等での制
度周知の徹底に努める。

・新規で身体障害者手帳及
び療育手帳交付時に制度周
知を実施したことによりス
ムーズな申請手続きができ
た。

【受給者数】
　365名(H30.11月定例)
　※H30.12.31受給権者数
　　 372名

○

・関係機関と連携
を図りながら、該
当になりそうな児
童の保護者に対し
て保健師や医療
機関の相談員を通
じて制度周知を徹
底すことができた。

→

・関係機関と連携を図りなが
ら、対象となる方が申請漏れ
とならないよう窓口等での制
度周知の徹底に努める。

なし
上越市障
害者福祉
計画

福祉課

追 15 未熟児養育医療
給付事業

生まれたときの体重が
2,000ｇ以下であるか、また
は2,000ｇを超えていても医
師の診断により生活薄弱
であって、一定の症状を有
している乳児に対し、入院
養育が必要と認めた場合
に必要な医療の給付を行
う。

正常の新生児に比
べて疾病に罹りやす
く死亡率が高い未熟
児に対し、必要な医
療を給付すること
で、保護者の経済的
な負担を軽減する。

対象となるすべての人が、医
療の給付を受けている状態。

【申請漏れ件数】
0件

市内の指定養育医療
機関に対する対象者の
照会

・指定養育医療機関と連携
し、対象者に手続きの案内を
行う。
・平成30年9月診療分からの
こども医療費の拡充につい
て、周知を6月医療機関、8月
受給者、9月1日号広報上越
に行う。

・指定養育医療機関と連携
し、対象者へ制度の案内を
行った。
・問合せに応じ随時案内を
行った。

【新規申請数】
　27件

○

・指定養育医療機
関と連携し、制度
対象になるタイミン
グで指定養育医療
機関から情報提供
等を受け、申請案
内を行った。

→

・指定養育医療機関と連携
し、対象者に手続きの案内を
行い申請漏れを防ぐ。

6,637

上越市子
どもの権
利基本計
画

こども課

追 16 入学支度金支給
事業

新潟県教育委員会が指定
する地域に居住する児童・
生徒の教育の振興を図る
ため入学支度金を支給す
る。

新潟県教育委員会
が指定する地域に居
住する児童・生徒の
保護者に入学支度
金を支給し、保護者
の経費負担の軽減と
教育機会の均衡を
図る。

新潟県教育委員会が指定す
る地域に居住する児童・生徒
の保護者に入学支度金を支
給し、保護者の経費負担の軽
減と教育機会の均衡を図る。

申請のあった対象者へ
入学支度金を支給した
件数。

・入学支度金の対象者把握
のため、入学予定対象者を確
認する。

・対象地域での入学予定者
がいなかったため、入学支度
金の支給は無かった。

○

・入学支度金の対
象者の把握に努
める。

→

・入学支度金の対象者把握
のため、入学予定対象者を
確認する。

12
18

学校教育
課

３　多様な保育サービス等の提供

1 保育園の再配置
等の推進

施設の老朽化、児童数の
減少・偏在、保育ニーズの
多様化等保育を取り巻く
課題に対応するため、適
正な規模の保育園を配置
することにより、安心して
子育てができ、持続可能
な保育環境を確保する。

地域の状況に見合っ
た適正な規模の保
育園を適正に配置す
ることで、安心して子
育てできる良好な保
育環境を整備する。

保育園の再配置等に係る計
画（第2期）に基づく整備が完
了している状態。

全公立保育園のうち、
解決すべき課題が解消
された保育園数及び再
配置の方針が決定した
保育園数

・個別事業計画に基づき、統
合・移転整備事業を実施す
る。

③中央・古城
　建築工事（9月まで）、工事
監理（10月まで）
④名立区
　　造成工事Ⅱ（6月～1月）、
建築工事（3月～H31.12月ま
で）、工事監理（3月～H32.1
月まで）

・個別事業計画に基づき、統
合・移転整備事業を実施し
た。

③中央・古城
　建築工事（10月まで）、工事
監理（10月まで）
④名立区
　造成工事Ⅱ（7月～3月）、
建築工事（3月～H32.1月ま
で）、工事監理（3月～H32.1
月まで）

○

・個別事業計画に
基づき、統合・移
転整備事業を実施
できた。
・今後も、計画に
沿った事業の進捗
に努める。 →

・個別事業計画に基づき、統
合・移転整備事業を実施す
る。

④名立区
　駐車場・道路整備工事（12
月まで）、建築工事（1月ま
で）、工事監理（1月まで）

372,865

上越市保
育園の再
配置等に
係る計画
（第2期）

保育課
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2 保育園の環境改
善

多様化する保育ニーズに
対応するため、園舎の改
修等を図り、安全・安心な
保育環境を整備する。

園児等が安全・安心
に保育を受けられる
環境を整備する。

公立・私立保育園の安全な保
育環境が維持されている状
態。

・緊急時の修繕の対応
・計画修繕の実施

・公立保育園については、修
繕計画に基づき、計画的に発
注できるよう準備を進めるとと
もに、緊急時においても時機
を逸することなく必要な修繕
を行う。
・私立保育園についても、必
要性に応じた補助を行う。
　
・整備費への補助金交付
　　　1園
・改築費等への補助金交付
　　　2園

・公立保育園について、安全
な保育環境を整備・維持する
ため、計画的に実施する修
繕とともに、不調・故障等に
伴う緊急時の修繕を行った。
【公立・修繕実施件数】
　○個所付け修繕　78件
　○緊急修繕　　　543件

・私立保育園に補助金を交
付した（国の交付金活用）
　○改築、増築　2園
　○防犯対策　5園

○

・引き続き、計画に
沿って園の修繕等
を行う。

→

・公立保育園については、修
繕計画に基づき、計画的に
発注できるよう準備を進める
とともに、緊急時においても
時機を逸することなく必要な
修繕を行う。
・私立保育園についても、必
要性に応じた補助を行う。
　
・整備費への補助金交付
　　　1園
・改築費等への補助金交付
　　　1園

　
2,131,889
　
76,866

保育課

3 通常保育事業（3
歳未満児）

保護者の就労や疾病など
の理由により、家庭におい
て保育することができない
就学前児童を保育園の通
常の利用時間内において
保育する。

家庭の保護者にか
わって保育を行い、
通園する児童の心
身の健全な発達を図
るとともに、保護者
が安心して子どもを
預けられる環境を整
備する。

保育が必要な子どもに対し
て、年間を通じて保育が提供
されている状態。

【待機児童数】
0人

待機児童数 ・保育が必要な子どもに対し
て、保育が提供されるよう必
要な保育士を配置する。
・年度途中の入園希望に対応
するため、年間を通じハロー
ワークで保育士資格者を募
集する。

・保育が必要な子どもに対し
て、必要となる保育士を配置
した。
公立保育園41園、地域保育
園1園（園児数　3,165人）
正規職員数　294人（園長含
む）
非常勤職員数　467人（うち
有資格者334人）
・年度途中の入園希望者に
対応するため、ハローワーク
で有資格保育士及び無資格
保育補助者等を募集した。
面接応募者　32人
採用者　30人
・新潟県において、潜在保育
士の掘り起しを目的に「新潟
県保育サポートセンター」が
設立されたことから、当セン
ターと連携し、保育士募集に
向けた周知等を行い、保育
士確保に努めた。

【待機児童数】
　0人

○

・引き続き、保育が
必要な子どもに対
して、保育が提供
されるよう必要な
保育士を配置す
る。
・年度途中の入園
希望に対応するた
め、年間を通じハ
ローワークで保育
士資格者を募集す
る。

→

・保育が必要な子どもに対し
て、保育が提供されるよう必
要な保育士を配置する。
・年度途中の入園希望に対
応するため、年間を通じハ
ローワークで保育士資格者
を募集する。

【待機児童数】
　0人

2,131,889 保育課

4 通常保育事業（3
歳以上児）

保護者の就労や疾病など
の理由により、家庭におい
て保育することができない
就学前児童を保育園の通
常の利用時間内において
保育する。

家庭の保護者にか
わって保育を行い、
通園する児童の心
身の健全な発達を図
るとともに、保護者
が安心して子どもを
預けられる環境を整
備する。

保育が必要な子どもに対し
て、年間を通じて保育が提供
されている状態。

【待機児童数】
0人

待機児童数 ・保育が必要な子どもに対し
て、保育が提供されるよう必
要な保育士を配置する。
・年度途中の入園希望に対応
するため、年間を通じハロー
ワークで保育士資格者を募
集する。

・保育が必要な子どもに対し
て、必要となる保育士を配置
した。
公立保育園41園、地域保育
園1園（園児数　3,165人）
正規職員数　294人（園長含
む）
非常勤職員数　467人（うち
有資格者334人）
・年度途中の入園希望者に
対応するため、ハローワーク
で有資格保育士及び無資格
保育補助者等を募集した。
面接応募者　32人
採用者　30人
・新潟県において、潜在保育
士の掘り起しを目的に「新潟
県保育サポートセンター」が
設立されたことから、当セン
ターと連携し、保育士募集に
向けた周知等を行い、保育
士確保に努めた。

【待機児童数】
　0人

○

・引き続き、保育が
必要な子どもに対
して、保育が提供
されるよう必要な
保育士を配置す
る。
・年度途中の入園
希望に対応するた
め、年間を通じハ
ローワークで保育
士資格者を募集す
る。

→

・保育が必要な子どもに対し
て、保育が提供されるよう必
要な保育士を配置する。
・年度途中の入園希望に対
応するため、年間を通じハ
ローワークで保育士資格者
を募集する。

【待機児童数】
　0人

2,131,889 保育課
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（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

目標の評価方法
（何をもって、どのように

評価するか）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

実績
【実績値】

達成状況
（目標に
対する到

達度）

評価・分析等
（来年度に向けた

アプローチ）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

基本
目標

主要
施策

事業区分 № 取　　組 担当課事業概要 目　　的

地域子
ども・

子育て
支援事

業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

5 延長保育事業 通常の利用時間以外の時
間において、引き続き保育
を必要とする児童を保育
園で保育する。

就労形態の多様化、
長時間勤務などに伴
う保育時間の延長に
対する保育ニーズに
対応する。

○

延長保育が必要な子どもに対
して、保育が提供されている
状態。

【利用申込みに対する受入状
況】
100％

利用申込数に対する受
入れ状況

・保育が必要な子どもに対し
て、保育が提供されるよう必
要な保育士を配置する。
・年度途中の入園希望に対応
するため、年間を通じハロー
ワークで保育士資格者を募
集する。

・保育が必要な子どもに対し
て、必要となる保育士を配置
した。
公立保育園41園、地域保育
園1園（園児数　3,165人）
正規職員数　294人（園長含
む）
非常勤職員数　467人（うち
有資格者334人）
・年度途中の入園希望者に
対応するため、ハローワーク
で有資格保育士及び無資格
保育補助者等を募集した。
面接応募者　32人
採用者　30人
・新潟県において、潜在保育
士の掘り起しを目的に「新潟
県保育サポートセンター」が
設立されたことから、当セン
ターと連携し、保育士募集に
向けた周知等を行い、保育
士確保に努めた。

【利用申込に対する受入状
況】
　100％

○

・引き続き、保育が
必要な子どもに対
して、保育が提供
されるよう必要な
保育士を配置す
る。
・年度途中の入園
希望に対応するた
め、年間を通じハ
ローワークで保育
士資格者を募集す
る。

→

・保育が必要な子どもに対し
て、保育が提供されるよう必
要な保育士を配置する。
・年度途中の入園希望に対
応するため、年間を通じハ
ローワークで保育士資格者
を募集する。

【利用申込に対する受入状
況】
　100％

2,131,889 保育課

6 一時預かり事業
（保育園）

保育園において、児童を
一時的に預かる保育サー
ビスを実施する。

就労形態の多様化
に伴う一時的な保育
や保護者の疾病な
どによる緊急的な保
育に対応する。

○

一時預かりが必要な子どもに
対して、保育が提供されてい
る状態。

利用申込数に対する受
入れ状況

・一時預かりの需要に応える
ため、職員配置等を適切に行
う。

・一時預かりが必要な子ども
に対して保育士を配置した
（公立16園、私立4園）。

・新潟県において、潜在保育
士の掘り起しを目的に「新潟
県保育サポートセンター」が
設立されたことから、当セン
ターと連携し、保育士募集に
向けた周知等を行い、保育
士確保に努めた。

（実績）延べ利用者数
　公立保育園　4,893人
　私立保育園　1,017人

○

・一時預かりが必
要な子どもに対し
て適切に保育士を
配置した。

・保育士資格取得
者の再就職セミ
ナー等については
効果を検討し、平
成31年度の実施を
検討する必要があ
る。

→

・一時預かりの需要に応える
ため、職員配置等を適切に
行う。

　
2,131,889
　
2,468,131
　　257,411

保育課

拡 6 一時預かり事業
（幼稚園）

幼稚園の教育時間外にお
いて、児童の一時預かりを
実施する。

就労形態の多様化
に伴う一時的な保育
や保護者の疾病な
どによる緊急的な保
育に対応する。

○

私立幼稚園に、一時預かり事
業（幼稚園型）を委託し、利用
が必要な子どもを預かる環境
が整っている状態。

利用申込数に対する受
入れ状況

→
教育総務
課

拡 6 一時預かり事業
（認定こども園）

認定こども園の教育時間
外において、児童の一時
預かりを実施する。

就労形態の多様化
に伴う一時的な保育
や保護者の疾病な
どによる緊急的な保
育に対応する。

○

認定こども園に、一時預かり
事業（幼稚園型）を委託し、利
用が必要な子どもを預かる環
境が整っている状態。

利用申込数に対する受
入れ状況

【参考】
・認定こども園3園において、
旧制度（私学助成の預かり
保育）により、一時預かり事
業を実施した。
・一時預かり事業（幼稚園
型）の要件は、開園時間を通
じて専従職員を配置する必
要があることなど人員配置の
面でハードルが高い。また、
県内の多くの自治体が実施
していない状況であり、当市
においても制度設計を見
送っている。

【参考】
・引き続き、旧制度
の一時預かり事業
を行い、一時預か
り事業（幼稚園型）
の実施は見込まな
い。

→ 保育課

7 休日保育事業 私立保育園において日曜
日、国民の祝日等に実施
する保育に対して補助金
を交付する。

就労形態の多様化
に伴う日曜日、国民
の祝日等の保育
ニーズに対応する。

休日保育が必要な子どもに対
して、保育が提供されている
状態。

利用申込数に対する受
入れ状況

・私立2園において休日保育
を実施し、休日保育が必要な
子どもの受け入れを行う。

・私立保育園2園において、
休日保育を実施し、休日保
育が必要な子どもを受け入
れた。

【延べ利用者数】
　558人

○

・概ね月に延べ40
人前後の利用が
ある。
・また、数名は実
施園と異なる園児
である。
2園は平成31年度
以降も事業実施の
予定。

→

・私立2園において休日保育
を実施し、休日保育が必要
な子どもの受け入れを行う。

2,468,131 保育課
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（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

目標の評価方法
（何をもって、どのように

評価するか）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

実績
【実績値】

達成状況
（目標に
対する到

達度）

評価・分析等
（来年度に向けた

アプローチ）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

関連計画
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目標

主要
施策

事業区分 № 取　　組 担当課事業概要 目　　的

地域子
ども・

子育て
支援事

業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

拡 8 ファミリーヘルプ
保育園

家庭において一時的に保
育を受けることができない
児童について、昼間、夜間
又は24時間の保育サービ
スを実施する。

就労形態の多様化
に伴う一時的な保育
や保護者の疾病な
どによる緊急的な保
育に対応する。

○

保育が必要な子どもに対し
て、保育が提供されている状
態。

【利用申込数に対する受入れ
率】
100％

利用申込数に対する受
入れ率

・緊急又は一時的な保育ニー
ズに柔軟に対応し、利用者が
安心して児童を預けることが
できる環境づくりを行う。
・利用要件に合致した場合に
ついては100％受け入れる。

・利用申し込みに対する受入
体制を確保し、必要なサービ
スを提供した。

【利用申し込み数に対する受
入率】
　100％
【延利用者数】
　10,832人(前年比1,980人
増)

○

・緊急又は一時的
な保育ニーズに対
し、適切に保育
サービスを提供し
た。

→

・緊急又は一時的な保育
ニーズに柔軟に対応し、利
用者が安心して児童を預け
ることができる環境づくりを
行う。
・利用要件に合致した場合に
ついては100％受け入れる。

84,163 保育課

9 家庭的保育事業 私立保育園を運営する法
人が、保育士の居宅にお
いて少人数の乳幼児に実
施する保育に対して補助
金を交付する。

就労形態の多様化
に伴い、保育所内で
実施できない時間帯
の保育を行う。

家庭的保育事業が必要な人
に対して、保育が提供されて
いる状態。

（家庭的保育事業は平
成27年度をもって終了
し、ファミリーヘルプ保
育園において事業を引
き継ぐ。）

→ 保育課

10 病児保育事業 生後3か月から小学校6年
生までの児童が、病気の
回復期に至っていないた
め集団保育が困難で、か
つ保護者の都合により家
庭で保育を行うことが困難
な場合に保育等を行う。

病気の回復期に至っ
ておらず、集団保育
等が困難な児童を受
け入れ、保育等を行
うことで、保護者が
安心して子育てと就
労の両立を図る。

○

病気の回復期に至っておら
ず、集団保育等が困難な児童
を受け入れし、保育等を行うこ
とで、保護者が安心して子育
てと就労の両立が図られてい
る状態。

【利用申込数に対する受入れ
率】100％

利用申込数に対する受
入れ率

・利用申込みに対する受入体
制を確保し、必要なサービス
を提供する。
・利用申込みに対して、100％
受け入れる。

・利用申込みに対する受入
体制を確保し、必要なサービ
スを提供した。
・保育園等に在籍していない
児童の利用を可とした。

【利用申込数に対する受入
率】
　100％
【延利用者数】
　病児保育室　3,342人(前年
比28人減)
【小学4年生以上の利用者
数】
　75人

○

・引き続き、利用申
込に対する受入体
制を確保し、必要
なサービスを提供
する。

→

・利用申込みに対する受入
体制を確保し、必要なサービ
スを提供する。
・利用申込みに対して、
100％受け入れる。

64,238 保育課

11 病後児保育事業 生後3か月から小学校6年
生までの児童が、病気の
回復期にあり集団保育が
困難で、かつ保護者の都
合により家庭で保育を行う
ことが困難な場合に保育
等を行う。

病気の回復期であ
り、集団保育等が困
難な児童を受け入
れ、保育等を行うこ
とで、保護者が安心
して子育てと就労の
両立を図る。

○

病気の回復期であり、集団保
育等が困難な児童を受け入
れし、保育等を行うことで、保
護者が安心して子育てと就労
の両立が図られている状態。

【利用申込数に対する受入れ
率】
100％

利用申込数に対する受
入れ率

・利用申込みに対する受入体
制を確保し、必要なサービス
を提供する。
・利用申込みに対して、100％
受け入れる。

・利用申込みに対する受入
体制を確保し、必要なサービ
スを提供した。
・保育園等に在籍していない
児童の利用を可とした。

【利用申込数に対する受入
率】
　100％
【延利用者数】
　病後児保育室　1,322人(前
年比36人増)

○

・引き続き、利用申
込に対する受入体
制を確保し、必要
なサービスを提供
する。

→

・利用申込みに対する受入
体制を確保し、必要なサービ
スを提供する。
・利用申込みに対して、
100％受け入れる。

64,238 保育課

12 障害児保育事業 心身に障害を有する児童
及び保育において配慮が
必要と認められる児童に
対して保育を実施する。

集団保育が可能な
障害のある児童を受
け入れ、通園する児
童の心身の健全な
発達を図るとともに、
保護者が安心して子
どもを預けられる環
境を整える。

集団保育が可能な障害のある
子どもに対して、保育が提供
されている状態。

【保育において配慮が必要な
児童の受入れ率】
100％

保育において配慮が必
要な児童の受入れ率

・障害のある児童を受け入れ
るため、必要な保育士を配置
する。

・障害者手帳や療育手帳の
交付を受けている児童のほ
か、個別に配慮を必要とす
る、いわゆる「気になる子」を
受け入れるため。

【保育において配慮が必要な
児童の受入れ率】
　100％

○

・引き続き、障害の
ある児童等を受け
入れる。

【保育において配
慮が必要な児童
の受入れ率】
100％

→

・障害のある児童を受け入
れるため、必要な保育士を
配置する。

　
2,131,889
　
2,468,131

保育課

13 保育園通園バス
の運行

園児の通園に係る保護者
の負担軽減を図るため、
地域や保護者で組織する
運行組合がバスを運行す
る。

通園バスを安全に運
行し、利用者の利便
性の向上を図る。

通園バスを安全に運行し、利
用者の利便性向上が図られ
ている状態。

【事故件数】
0件

・交通事故件数
・運転業務報告書の確
認

・通園バスの安全な運行体制
を確保するため、運行組織を
対象に降雪期前等の適切な
タイミングで安全な運行に向
けた安全運転講習の受講
や、実例を挙げた注意喚起を
行う。

・また、必要に応じて運行組
合との協議や支援等を行う。

【事故件数】
・0件

【事故件数】
　1件
　※運転員が原因となる事
故

【運転業務報告書】
　四半期毎　4回

【利用実績】
　利用児童総数　354人
　利用率　25.6％

△

・引き続き、通園バ
スの安全な運行体
制を確保するた
め、運行組織を対
象に、降雪期直前
等の適切なタイミ
ングで安全な運行
に向けた安全運転
講習会の開催や
注意喚起を図る通
知を行う。必要に
応じて運行組合と
の協議や支援等を
行う。

→

・通園バスの安全な運行体
制を確保するため、運行組
織を対象に降雪期前等の適
切なタイミングで安全な運行
に向けた安全運転講習の受
講や、実例を挙げた注意喚
起を行う。
・また、必要に応じて運行組
合との協議や支援等を行う。

【事故件数】
　0件

88,791 保育課
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（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

目標の評価方法
（何をもって、どのように

評価するか）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

実績
【実績値】

達成状況
（目標に
対する到

達度）

評価・分析等
（来年度に向けた

アプローチ）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

基本
目標

主要
施策

事業区分 № 取　　組 担当課事業概要 目　　的

地域子
ども・

子育て
支援事

業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

追 14 看護師等雇用補
助

0歳児を9人以上受入れす
る私立保育園に対して、看
護師と保育士の雇用に係
る補助金を交付する。

0歳児の心身の健全
な発達を図るととも
に、保護者が安心し
て子どもを預けられ
る環境を整える。

0歳児を9人以上受入れる私
立保育園に看護師等が雇用さ
れている状態。

看護師等雇用園数 ・私立保育園及び認定こども
園に対して、看護師等が雇用
できるよう補助金を交付す
る。

・私立保育園及び認定こども
園に対して、看護師等を雇用
するための補助金を交付し
た。
【交付実績】
　私立保育園 5園
　認定こども園 2園

○

・「0歳児を9人以上
受け入れた場合」
の補助要件を撤廃
し、看護師等の雇
用を維持・促進す
ることで、未満児
の受入れを促進
し、併せて保健衛
生環境の維持向
上を図る。

→

・私立保育園及び認定こども
園に対して、看護師等が雇
用できるよう補助金を交付す
る。

4,536 保育課

追 15 私立保育研究会
補助

私立保育園の保育士、調
理員の資質向上を目的と
した各種講習会、研究会
等の実施に係る費用を補
助する。

私立保育園の保育
士、調理員の資質向
上により、保育園入
園児童の福祉の向
上を図る。

各保育園で保育士や調理員
の研修計画が作成され、必要
な研修を受けられている状態

研修で学習したことが、
日頃の保育に生かされ
ている状態
（国の補助金の廃止に
伴い、市の「私立保育
園保育士等研究費補
助金」を見直し、平成27
年度をもって廃止）

→ 保育課

追 16 障害児一時保育
事業

障害のある乳幼児の一時
保育を実施し、保護者の
負担軽減を図る。

障害のある乳幼児
の一時保育を実施
し、保護者の負担軽
減を図り、子育てし
やすい環境に寄与
する。

保護者が安心して預けること
ができる環境（障害や特性に
基づく関わり方、医療的な対
応が必要な乳幼児について
は、看護師を設置することな
ど）づくりに努め、事故怪我等
をゼロにする。

事故・怪我の件数 ・事故、怪我の無い一時保育
を実施する。

・安全面の配慮を行い、事
故、怪我の発生を予防し、一
時保育を実施することができ
た。

【事故、怪我発生件数】
　0件

○

・引き続き、保護者
が安心して子ども
を預けることがで
きる環境づくりに
努め、事故・怪我
がない状態を継続
させる。

→

・事故、怪我の無い一時保
育を実施。

【事故等発生件数】
　0件

2,331
こども発達
支援セン
ター

４　子どもの育ち支援の充実

1 すくすく赤ちゃん
セミナー

妊娠初期・中期・後期に教
室を開催し、助産師、保健
師、栄養士等が受講者の
相談に応じ、生まれてくる
子とその親の将来の生活
習慣病予防と妊娠・出産
に関する不安の解消を図
る。

妊娠・出産・育児の
正しい知識を学び、
流早産・妊娠高血圧
症候群の予防等に
努めるとともに、妊
娠期から子どもの成
長や発達・育児につ
いて考える機会を持
ち、子どもが健やか
に育つことができる
ように支援する。

妊娠・出産・育児の正しい知
識を学び、妊娠・出産に関す
る不安を解消し、生まれてくる
子とその親の将来の生活習慣
病予防について考えることが
できる。

【初産婦参加率】
80％以上

すくすく赤ちゃんセミ
ナー2回目の初産婦参
加率

・妊娠届出時に教室案内チラ
シを配布するとともに、教室
の内容についての説明や必
要性についての周知を強化し
ていく。
・引き続き、妊娠、出産育児
に関する情報提供を行うこと
で、不安解消を図るとともに、
生活習慣病予防についても
考えることができるよう支援
する。

・妊娠、出産育児の正しい知
識を学び、妊娠や出産に関
する不安解消を図るととも
に、生まれてくる子とその親
の将来の生活習慣病予防に
ついて考えることができるよ
う支援を行った。

【初産婦参加率】
　57.5％

△

・妊娠、出産に関
する適切な指導を
行うことができた
が、目標と比べ、
参加率は低下して
いる。
参加勧奨対象者
の25％と連絡がつ
かない現状がある
ことや参加勧奨が
不十分であること
が、参加率が伸び
ない原因と考えら
れる。

→

・妊娠届出時に教室案内チ
ラシを配布するとともに、教
室の内容についての説明や
必要性についての周知を強
化していく。
・引き続き、妊娠、出産育児
に関する情報提供を行うこと
で、不安解消を図るととも
に、生活習慣病予防につい
ても考えることができるよう
支援する。

【初産婦参加率】
　80％以上

1,173

・上越市
健康増進
計画

・上越市
男女共同
参画基本
計画

健康づくり
推進課

2 離乳食相談会 乳児の保護者が食生活や
生活リズムを含めた生活
習慣と身体計測により、子
どもの発育・発達を確認
し、発育・発達に応じた関
わりができるよう支援す
る。

上越市健康増進計
画の生涯を通じた健
康づくりの推進につ
いての取組に基づ
き、保護者が子ども
の成長発達に関する
学習ができる場を提
供し、自ら子どもの
育ちを確認できるこ
とを目指す。

乳児期の栄養指導により、適
切な食習慣を確立することが
できる。

【第1子の参加率】
90％以上

離乳食相談会初期の
第1子の参加率

・3か月児健診の集団教育を
利用して、離乳食相談会の紹
介を強化し、第1子の参加者
の増加を図り、適切な食習慣
を確立を目指す。

・乳児の保護者が、食生活
や生活リズムを含めた生活
習慣と身体測定により、子ど
もの発育・発達を確認し、発
育・発達状況に応じた関わり
ができるよう支援した。
・3か月児健康診査時に事業
を周知を行った。

【第1子の参加率】
　82.4％

△

・参加者に対して
は、適切な内容で
教室実施はできた
が、第1子の参加
率は目標に達しな
かった。
電子母子手帳アプ
リの利用件数をみ
ると、1か月あたり
約90人が「子ども
の食事」について
の検索をしている
ことから、アプリか
ら情報を得ている
保護者が増えてい
ることが参加率に
影響していると考
えられる。

→

・3か月児健診の集団教育を
利用して、離乳食相談会の
紹介を強化し、第1子の参加
者の増加を図り、適切な食
習慣の確立を目指す。

【第1子の参加率】
　90％以上

1,256
上越市健
康増進計
画

健康づくり
推進課
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目標の評価方法
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業
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合計画
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る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

3 産前・産後ヘル
パー派遣事業

産前・産後の体調不良の
ため、家事や育児が困難
な家庭及び多胎児を出生
した家庭に対して、安心し
て妊娠期や産後を迎えら
れるよう、ホームヘルパー
を派遣する。

体調不良のため家
事や育児が困難な
家庭及び多胎児を
出生した家庭に対
し、安心して妊娠期
や産後を迎えられる
よう支援する。

○

母子保健事業等において事
業内容の周知を図り、必要な
家庭がもれなく制度を利用で
きている状態。

・各母子保健事業での
周知状況
・産前・産後ヘルパー
派遣事業延利用状況

・各種母子保健事業におい
て、事業内容の周知を図り、
産前・産後の体調不良等のた
め、家事や育児が困難な家
庭及び多胎児を出生する家
庭に、安心して妊娠期及び産
後の生活を送れるようホーム
ヘルパーを派遣する。

・妊娠届出時及びすくすく赤
ちゃんセミナー等の母子保健
事業において事業内容の周
知を行った。
・市ホームページでの市民へ
の周知のほか、市内産婦人
科医療機関へポスターとパ
ンフレットの配布及び制度説
明を行った。
・利用希望者に対しては、他
制度の活用も含め、適切か
つ迅速に対応した。また、保
健師・助産師等の継続的な
支援により、産前・産後の育
児支援の充実を図った。

○

・必要な家庭がも
れなく制度を利用
することができた。

→

・各種母子保健事業におい
て、事業内容の周知を図り、
産前・産後の体調不良等の
ため、家事や育児が困難な
家庭及び多胎児を出生する
家庭に、安心して妊娠期及
び産後の生活を送れるよう
ホームヘルパーを派遣する。 1,044

上越市男
女共同参
画基本計
画

健康づくり
推進課

4 訪問指導事業 保健師、栄養士等が必要
に応じて家庭等を訪問し、
発育・発達・栄養相談等に
応じ、育児不安の解消を
図る。

発育・発達に応じた
支援や、育児不安の
軽減、虐待の予防・
早期発見・対応によ
り、母子の健康の保
持増進を図る。

○

保健師、家庭相談員、栄養士
等が必要に応じて乳幼児のい
る家庭等を訪問し、発育・発
達・栄養相談等に応じることに
より、育児不安の軽減と母子
の健康の保持増進を図ること
ができる。

【訪問件数】
700件

家庭訪問実施状況 ・保健師、栄養士等が必要に
応じて家庭等を訪問し、発
育・発達・栄養に関する相談
に応じ、育児不安の解消を図
る。

・保健師、栄養士等が必要に
応じて家庭等を訪問し、発
育・発達・栄養に関する相談
に応じ、育児不安の解消を
図った。
・産後うつ病の質問票を活用
し、リスクの高い産婦を把握
し、関係機関と連携して早期
に支援を行った。

【訪問件数】
　815件

○

・必要な家庭に対
して、各専門職が
適切に対応した。

→

・保健師、栄養士等が必要
に応じて家庭等を訪問し、発
育・発達・栄養に関する相談
に応じ、育児不安の解消を
図るとともに、産後うつ病の
リスクの高い産婦に対して、
早期の支援を行う。

【訪問件数】
　700件

8,984
上越市健
康増進計
画

健康づくり
推進課

5 助産師健康相談
事業

電話及び来所による相談
や健康教育を行い、思春
期から妊娠・出産・育児さ
らに不妊や更年期など各
期の不安の軽減や知識の
普及を図る。

生涯を通じた健康づ
くりの推進に向け、
スタートとなる妊娠・
出産・育児期及び次
世代を担う思春期、
機能低下を予防する
更年期等、各ライフ
ステージに応じて知
識の普及や不安の
軽減を図るため、
個々の生活に合わ
せた適切な支援や
保健指導を行う。

○

妊娠届出時や妊産婦・新生児
訪問、中学校・高等学校での
講座等において相談先を周知
し、思春期から妊娠・出産・育
児さらに不妊や更年期につい
て、相談や健康教育を行う中
で各期における不安の軽減や
知識の普及が図られている状
態。

各母子保健事業での周
知状況

・妊娠届出時や妊産婦・新生
児訪問、中学校・高等学校で
の講座等において相談先を
周知し、電話及び来所相談や
健康教育を行い、思春期から
妊娠・出産・育児さらに不妊
や更年期など各期における
不安の軽減や知識の普及を
図った。

・妊娠届出時や妊産婦・新生
児訪問、中学校・高等学校で
の講座等において相談先を
周知し、電話及び来所相談
や健康教育を行い、思春期
から妊娠・出産・育児さらに
不妊や更年期など各期にお
ける不安の軽減や知識の普
及を図った。

○

・各ライフステージ
における不安の軽
減や知識の普及を
図ることができた。

→

・妊娠届出時や妊産婦・新生
児訪問、中学校・高等学校で
の講座等において相談先を
周知し、電話及び来所相談
や健康教育を行い、思春期
から妊娠・出産・育児さらに
不妊や更年期など各期にお
ける不安の軽減や知識の普
及を図る。

1,483

・上越市
健康増進
計画

・上越市
男女共同
参画基本
計画

健康づくり
推進課

6 保育園・幼稚園
巡回訪問事業

発育発達に不安のある乳
幼児に対し、園や家庭と連
携した早期の対応や支援
を行うため、保育園・幼稚
園への巡回訪問を実施す
る。

園内で気になる乳幼
児やセンターに通室
する乳幼児等に対
し、定期的に園訪問
を行うなかで、園側
とともに効果的な育
ちをバックアップし、
早期対応に努める。

園内で気になる乳幼児やセン
ターに通室する乳幼児等に対
し、定期的に園訪問を行うな
かで、園側とともに効果的な
育ちをバックアップし、早期対
応に努める。

【実施園数】
全園

実施園数 ・園が主体となって気になる
子への支援に取り組み、より
困難なケースについて、園か
らの要望に基づきセンターが
巡回相談を実施する。

・園が主体となって気になる
子への支援に取り組み、より
困難なケースについて、園か
らの要望に基づき、74園に
対し262回、巡回相談を実施
した。
・巡回相談時の「関係者によ
る相談会議」の進行や取りま
とめを園が主体的に務めた。

○

・園への巡回相談
の実施により、園
の主体的な取組
やセンターとの情
報共有が図られて
きている。今後とも
園との連携を進め
る中で、効果的な
育ちの支援をバッ
クアップし早期対
応に努めていく。

→

・気になる子への早期支援
につなげていくため、今年度
から市内の全保育園、幼稚
園を対象に巡回相談を実施
する。

15,553
こども発達
支援セン
ター

7 児童発達支援事
業

発育・発達を懸念する保
護者からの相談に応じると
ともに、必要な乳幼児に対
し発達及び発育の支援を
行う。

センターのサービス
が、日常生活の生き
る力に繋がるよう関
係者と方向性を共有
したなかで支援す
る。

○

センターのサービスが、日常
生活の生きる力に繋がるよう
関係者と方向性を共有したな
かで支援を展開する。

【個別支援計画作成割合】
100％

療育登録児にかかる個
別支援計画実施率

・発育・発達を懸念する保護
者からの相談に応じるととも
に、必要な乳幼児に対し発達
及び発育の支援を行う。
・園での指導方針と結びつい
たセンター個別支援計画を作
成する。

・一人一人の子どもの発達
状況や特性に応じた相談支
援を実施し、必要な子どもに
ついては、園の指導方針と
連動するセンター個別支援
計画を作成し、当計画に基
づく療育サービスを提供し
た。

【個別支援計画作成割合】
　100％

○

・それぞれのケー
スに応じて、発育・
発達を懸念する保
護者からの相談に
応じ、必要な子ど
もに対して個別支
援計画を作成し、
当計画に基づく療
育サービスを提供
することができた。
個別計画の作成
割合は100％

→

・発育・発達を懸念する保護
者からの相談に応じるととも
に、必要な乳幼児に対し発
達及び発育の支援を行う。
・園での指導方針と結びつい
たセンター個別支援計画を
100%作成する。 15,553

こども発達
支援セン
ター
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（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

目標の評価方法
（何をもって、どのように

評価するか）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

実績
【実績値】

達成状況
（目標に
対する到

達度）

評価・分析等
（来年度に向けた

アプローチ）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

基本
目標

主要
施策

事業区分 № 取　　組 担当課事業概要 目　　的

地域子
ども・

子育て
支援事

業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

8 上越市要保護児
童対策地域協議
会の運営

児童相談所、庁内関係課
をはじめ、学校や警察など
の関係機関が連携・情報
共有を図り、要保護児童
への適切な支援・指導を
行う。

要保護児童等に対
する支援の内容を検
討し、要保護児童等
の適切な保護又は
支援を行うことで、児
童の健全な育成を図
る。 ○

保護及び支援が必要な児童
等について、要保護児童対策
地域協議会において必要な情
報が共有され、支援方針の確
認と適切な指導・支援が行わ
れている状態。

要保護児童対策地域
協議会が管理するすべ
ての要保護児童等につ
いて、年間を通じて重
症度判定基準に沿った
支援・情報共有ができ
たかを評価する。

・要保護児童対策地域協議
会において、すべての要保護
児童等について、関係機関と
の定期的な情報共有並びに
支援方針の確認を行うととも
に、虐待防止ハンドブックに
掲載したアセスメントシートを
活用し重症度の判定・見直し
を定期的に行い、判定基準に
基づいた支援・管理を行う。

・要保護児童対策地域協議
会が管理するすべての要保
護児童等について、関係機
関との定期的な情報共有並
びに支援方針を確認しなが
ら、重症度判定に沿った指
導・支援を行った。

・代表者会議　1回実施
・全体会　2回実施
・ブロック会議　14回実施

○

・代表者会議、全
体会議等の他に、
必要に応じて関係
機関等で個別ケー
ス検討会議を年
205回実施（検討
児童数237人）し
た。

→

・要保護児童対策地域協議
会において、すべての要保
護児童等について、関係機
関との定期的な情報共有並
びに支援方針の確認を行う
とともに、虐待防止ハンド
ブックに掲載したアセスメント
シートを活用し重症度の判
定・見直しを定期的に行い、
判定基準に基づいた支援・
管理を行う。

7,331

すこやかな
くらし包括
支援セン
ター

9 子育てＳＯＳ支援
相談員

子育てSOS支援相談員
が、家庭相談員とともに各
種母子保健事業や子育て
ひろば等に参加し、育児相
談から虐待の早期発見、
対応、支援を行う。

発育・発達に応じた
支援や、育児不安の
軽減、虐待の予防・
早期発見・対応によ
り、母子の健康保持
の増進を図る。

各種母子保健事業や子育て
ひろば等における育児相談か
ら、虐待の早期発見、対応、
支援に努めることができる。

【子育てひろばでの相談実施
回数】
70回以上

子育てひろばでの相談
実施状況

・子育て支援相談員が家庭相
談員とともに、各種母子保健
事業や子育てひろば等に参
加し、育児相談から育児不安
の軽減を図るとともに、虐待
の早期発見、対応、支援に努
める。

・子育て支援相談員が家庭
相談員とともに、各種母子保
健事業や子育てひろば等に
参加し、育児相談から育児
不安の軽減を図るとともに、
虐待の早期発見、対応、支
援に努めた。

【子育てひろばでの相談実施
回数】
　102回

○

・乳幼児健診をは
じめとする母子保
健事業や子育てひ
ろばにおいて、適
切に相談対応を
行った。 →

・子育て支援相談員が家庭
相談員とともに、各種母子保
健事業や子育てひろば等に
参加し、育児相談から育児
不安の軽減を図るとともに、
虐待の早期発見、対応、支
援に努める。

【子育てひろばでの相談実
施回数】
　70回以上

7,988
上越市健
康増進計
画

健康づくり
推進課

10 家庭相談員 家庭相談員を配置し、子
育てに関する相談をはじ
め情報提供などを行うこと
で虐待予防や早期発見に
努め、併せて虐待を発見し
た場合には適切な対応を
行う。

子育てに関する情報
提供や相談を行うこ
とで、子育て不安の
解消や負担感の軽
減を図り、虐待予防
や早期発見につな
げる。また、虐待を
発見した場合は、早
期かつ適切に対応
することで、児童の
健全育成を図る。 ○

家庭相談員の資質向上により
子育てに関する相談に適切に
対応することで、虐待予防が
図られているとともに、支援・
指導が必要な家庭に対する適
切な関わりにより、被虐待児
童数が前年度よりも減少して
いる状態。

【被虐待児童数】
前年度よりも減少

被虐待児童数の前年
比較

・継続的に関わる要保護児童
等の状態を定期的に確認し、
必要な支援・指導を行う。
・家庭相談員の資質向上を図
るための研修を実施する。

・相談員3名体制で、児童虐
待や子育ての悩みに関する
相談に応じた。
・県主催の研修会に参加し
た。
・保育園等の職員を対象とし
た研修会の実施及び講師派
遣　5回
・学校職員を対象とした研修
会への講師派遣　3回
・民生委員・児童委員を対象
とした研修会への講師派遣
2回

【被虐待児童数】
　479人（Ｈ31.3月末現在）

○

・保育園・学校の
職員を対象とした
研修会を実施する
など、虐待の早期
発見・予防の取組
を進めた。メディア
等で虐待に関する
ニュースが頻繁に
取り上げられてい
ることなどから、虐
待に関する関心が
高まってきている
ことで、潜在化して
いた案件が顕在化
し、被虐待児童数
は年々増加（Ｈ29
年度428人）してい
る。

→

・継続的に関わる要保護児
童等の状態を定期的に確認
し、必要な支援・指導を行う。
・家庭相談員の資質向上を
図るための研修を実施す
る。

7,331

すこやかな
くらし包括
支援セン
ター

11 子育て関連施設
における相談の
実施

常時、子育てひろば等に
おいて、子育て相談に応じ
るほか、栄養士など専門
職員による相談窓口を定
期的に開催し、助言その
他の援助を行う。

常時、子育て相談に
応じるほか、栄養士
など専門職員による
相談窓口を開設する
ことにより、子育ての
不安感等を緩和し、
安心して子育てがで
きる環境づくりを推
進する。

子育て関連施設において、相
談窓口を開設し、子育ての不
安感や孤立感が緩和されてい
る状態。

【気軽に相談できる人や相談
できる場所がないとした人の
割合】
10％

子ども・子育て支援事
業計画ニーズ調査

・子育ての不安感や孤立感を
緩和するため、保護者からの
相談に対する面談を100%実
施する。
・こどもセンターの催しや子育
て支援サイトを活用し、事業
を周知する。

・こどもセンターや子育てひ
ろばにおいて、職員が常時、
保護者からの相談に応じる
体制を整えるとともに、栄養
士など専門職員による相談
窓口を定期的に開催し、助
言その他の援助を行った。
・ベビー健康プラザ、子育て
セミナー等で案内チラシを配
布し、事業周知を図った。

【保護者からの相談に対する
対応実施率】
　100％

【相談件数】
　子育てひろば：2,496件
　こどもセンター：2,391件

○

・子育ての不安、
悩みや心配事など
気軽に相談できる
場として、子育て
家庭に広く周知し
ていく。

→

・子育ての不安感や孤立感
を緩和するため、常時相談
窓口を開設し、保護者からの
相談に対する面談を100%実
施する。
・子育ての不安、悩みや心配
事など気軽に相談できる場と
して、各種セミナーやホーム
ページを通じて、広く事業の
周知をしていく。

【気軽に相談できる人や相談
できる場所がないとした人の
割合】
　10％以下

-
子どもの
権利基本
計画

こども課
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目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
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当初予算額

関連計画
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基本
目標
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事業区分 № 取　　組 担当課事業概要 目　　的

地域子
ども・

子育て
支援事

業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

12 子育てひろば 乳幼児とその保護者が相
互の交流を行う場所を開
設し、子育てについての相
談、情報の提供、助言そ
の他の援助を行う。

地域において子育て
親子の交流等を推
進することにより、子
育ての不安感等を緩
和し、子どもの健や
かな育ちを支援す
る。

○ ○

親子の交流や子育て相談、情
報提供等を実施し、子育ての
不安感や孤立感が緩和されて
いる状態。

【事業への満足度】
100％

利用者へのアンケート
調査

・引き続き、子育てひろばを開
設し、子育て支援情報の提供
を行うとともに、常時、保護者
からの相談に応じる。
・出生届などの各種手続き
や、各種乳児健診、こどもセ
ンターの催し等で案内チラシ
を配布し、事業周知を図る。
・子育て支援サイトを活用し、
事業周知を図っていく。

・市内27か所において子育
てひろばを開設し、親子の遊
びの場、保護者同士の交流
の場を提供したほか、子育て
支援情報の提供や相談支援
を行った。
・出生届など各種手続きや乳
幼児健診、こどもセンターで
開催する講座等において、
子育てひろばの事業周知を
図った。

【延利用者数】
○常設　72,522人
　　（平均＠12.2人/日）
○移動　420人
　　（平均＠4.3人/日）

○

児童数の減少や3
歳未満児の保育
園入園児童数の
増加等に伴い、子
育てひろばの利用
者数は減少傾向
にある。引き続き、
子育てひろばの周
知を行い、子育て
に悩んだ際などに
積極的に利用いた
だくことで、子育て
の不安感等の解
消や育児を楽しい
と感じてもらえる意
識づくりにつなげ
ていく。

→

・子育てひろばを開設し、親
子交流や子育て支援情報の
提供を行うとともに、常時、
保護者からの相談に応じる。

・出生届などの各種手続き
や、各種乳児健診、こどもセ
ンターの催し、ホームページ
等で事業を広く周知する。

【事業への満足度】
　100％

109,121 こども課

13 こどもセンター 児童とその保護者が相互
の交流を行う場所を提供
し、子育てについての相
談、情報の提供、助言そ
の他の援助を行う。

地域において子育て
親子の交流等を推
進することにより、子
育ての不安感等を緩
和し、子どもの健や
かな育ちを支援す
る。

○ ○

親子の交流や子育て相談、情
報提供等を実施し、子育ての
不安感や孤立感が緩和されて
いる状態。

【事業への満足度】
100％

利用者へのアンケート
調査

・平成29年度に新設された市
民交流施設高田公園オーレ
ンプラザ内のこどもセンター
と、既存の市民プラザのこど
もセンターとの連携を図りな
がら、子どもや保護者同士の
交流を通じた、安心して子育
てができる環境づくりを推進
する。
・開設から1年を経過すること
から、２つの「こどもセンター」
の利用状況を踏まえ、実施事
業の課題整理を行っていく。

オーレンプラザと市民プラザ
のこどもセンターで、親子の
遊びの場、保護者同士の交
流の場、子育て相談や各種
講座の開催を行った。

【延利用者数】
　150,838人
　（ｵﾚｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ　93,926人）
　（市民ﾌﾟﾗｻﾞ　56,912人）

○

両こどもセンター
の一層の利用促
進を図るとともに、
子どもや保護者同
士の交流や各種
講座等を通じ、安
心して子育てがで
きる環境づくりを推
進する。

→

オーレンプラザと市民プラザ
のこどもセンターの一層の利
用促進を図るとともに、子ど
もや保護者同士の交流や各
種講座等を通じ、安心して子
育てができる環境づくりを推
進する。

【事業への満足度】
　100％

39,705

上越市子
どもの権
利基本計
画

こども課

14 こどもセンター事
業
「ベビー健康プラ
ザ」

妊娠中の方及び6か月以
上1歳未満の赤ちゃんとそ
の保護者を対象に、子育
て支援情報の提供、離乳
食やおやつ、遊びについ
ての講座、保護者同士の
情報交換、助産師や栄養
士による個別相談を実施
する。

乳児を抱える保護者
に、子育てに関する
知識の普及を図る。

乳児を抱える保護者に、子育
てに関する知識の普及が図ら
れている状態。

【子育ての参考になったとした
人の割合】
100％

参加者アンケート ・子育て支援情報の提供、離
乳食やおやつ、遊びについて
の講座を実施する。
・保護者同士の情報交換の
場を提供する。
・助産師や栄養士による個別
相談を実施する。
・開催会場は、H30以降は市
民プラザこどもセンターにお
いて実施する。

・市民プラザこどもセンター
で、子育て支援情報の提供、
離乳食やおやつ、遊びにつ
いての講座を実施した。
・保護者同士の情報交換の
場を提供した。
・助産師や栄養士による個
別相談を実施した。

【延利用者数】
　1,871人

○

・引き続き、乳児を
抱える保護者に対
し、子育てに関す
る知識の普及を図
る。

→

・子育て支援情報の提供、離
乳食やおやつ、遊びについ
ての講座を実施する。
・保護者同士の情報交換の
場を提供する。
・助産師や栄養士による個
別相談を実施する。

【子育ての参考になったとし
た人の割合】
　100％

758 こども課

15 子育てセミナー等
の開催

こどもセンター及び子育て
ひろばにおいて、楽しく子
育てができるよう、子育て
に関する各種講座や体験
学習、親子向けのイベント
等を開催する。

親子、保護者及び子
ども同士の交流やふ
れあいの場、子育て
を通じて育まれるこ
とをお互いに考える
機会を提供し、保護
者の育児不安の解
消と楽しく子育てが
できる環境づくりを推
進する。

子育てに関する各種講座を実
施し、子育ての不安感や孤立
感が緩和されている状態。

【子育ての参考になったとした
人の割合】
100％

参加者アンケート ・初めて子育てする保護者を
対象とした親支援講座（ＢＰ講
座）を年4回（全4回の連続講
座）実施する。
・13区に住む子育て世帯が参
加しやすいように、牧区、大
島区、吉川区、名立区を会場
に各1回子育て応援講座を実
施する。

・初めて子育てする保護者を
対象とした親支援講座（ＢＰ
講座）を年4回（全4回の連続
講座）実施した。（参加者数
59組）
・13区に住む子育て世帯が
参加しやすいように、牧区、
大島区、吉川区、名立区を
会場に各1回子育て応援講
座を実施した。（参加者数26
人）
・上記のほか、子育てセミ
ナーや父親や祖父母を対象
にした講座等を実施した。

○

子育て家庭のニー
ズに即した各種講
座等を開催してい
く。

→

楽しく子育てができるよう、子
育てに関する各種講座や親
子向けのイベント等を開催す
る。
・子育てセミナー
　10回開催
・すくすくプラザ
　3回開催
・おしゃべり会
　24回開催
・子育て講座(個人向け)
　9回開催
・子育て講座(団体向け)：
　2回開催
・保育ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座：
　1回開催
【子育ての参考になったとし
た人の割合】
　100％

2,432 こども課
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（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

目標の評価方法
（何をもって、どのように

評価するか）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

実績
【実績値】

達成状況
（目標に
対する到

達度）

評価・分析等
（来年度に向けた

アプローチ）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

基本
目標

主要
施策

事業区分 № 取　　組 担当課事業概要 目　　的

地域子
ども・

子育て
支援事

業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

追 16 利用者支援事業 教育・保育施設や地域子
ども・子育て支援事業等の
情報提供及び必要に応じ
相談・助言等を行うととも
に、関係機関と連絡調整
等を実施する。

子ども及びその保護
者、または妊娠して
いる方が選択に基づ
き、教育・保育施設
や地域の子育て支
援事業等を円滑に
利用できるよう支援
する。

○

子ども及びその保護者等が教
育・保育施設や地域の子育て
支援事業等を円滑に利用でき
るよう、必要な支援が行われ
ている状態。

【利用者の相談に対して、必
要な助言、連絡調整等ができ
た割合】
100％

利用者の相談に対し
て、必要な助言、連絡
調整等ができた割合

・利用者の個別ニーズを把握
し、それに基づいて情報集
約・提供、相談、利用支援等
を実施する。
・子育てに関する各種施設や
サービスを紹介するハンド
ブックを作成し、転入や妊娠
届の際に配布する。
・保育園等の入園に関するセ
ミナーを年3回開催する。
・妊娠中、または妊娠を考え
ている方を対象とした産後に
関するセミナーを年2回開催
する。

・利用者の個別ニーズを把
握し、それに基づいて情報集
約・提供、相談、利用支援等
を実施した。
・子育てに関する各種施設
やサービスなどを紹介する
ハンドブックを作成し、転入
や妊娠届の手続きにあわせ
て配布した。
・保育園等の入園に関する
セミナー（7月）を計3回実施し
た。（延参加者数122人）
・妊娠中、または妊娠を考え
ている方を対象とした産後に
関するセミナー（6月、12月）
を実施した。（延参加者数21
人）

○

・転入手続きや妊
娠届出の際に、子
育て情報のハンド
ブックを配布するこ
とで、子育て情報
を入手しやすい環
境を整えた。

→

・利用者の個別ニーズを把
握し、それに基づいて情報集
約・提供、相談、利用支援等
を実施する。
・子育てに関する各種施設
やサービスを紹介するハンド
ブックを作成し、転入や妊娠
届の際に配布する。
・保育園等の入園に関する
セミナーを年3回開催する。
・妊娠中、または妊娠を考え
ている方を対象とした産後に
関するセミナーを年2回開催
する。

【利用者の相談に対して、必
要な助言、連絡調整等がで
きた割合】
　100％

6,750

上越市子
どもの権
利基本計
画

こども課

縮 17 障害児日中一時
支援

日中介護者がいないた
め、一時的に見守り等が
必要な障害のある児童等
に施設等で活動の場の提
供などを行う。

日中介護者がいな
いため、一時的に見
守り等が必要な障害
のある児童等に活動
の場を提供すること
で、自立生活及び社
会参加を推進する。

障害児の日中一時支援に関し
ては、放課後等デイサービス
の定員超過時の弾力的な運
営を行っているが、今後は関
係機関との連携を図りなが
ら、放課後等デイサービスへ
の移行を進めていく。

－ ・引き続き、放課後等デイ
サービスの定員超過時の日
中一時サービスへの弾力的
な振替を行う。

・放課後等デイサービスの定
員超過時に、日中一時サー
ビスへの振替を行うことによ
り、障害のある児童等への
活動の場を提供した。

　27人（H31.3月分実績まで）

○

・放課後等デイ
サービスの定員超
過時の一時預かり
のニーズに対応し
た。

→

・引き続き、放課後等デイ
サービスの定員超過時の日
中一時サービスへの弾力的
な振替を行う。 2,840

上越市障
害者福祉
計画

福祉課

18 子育て支援情報
の提供

子育て支援サイト「上越市
子育て応援ステーション」
により、イベントの情報や
各種制度等を見やすく掲
載し、子育てに関する情報
を発信する。

子育て中の人に対し
ホームページを活用
して子育て情報を発
信し、安心して子ど
もを生み育てること
ができる環境づくりを
推進する。

子育て支援情報が充実され、
多くの子育て世帯に利用され
ている状態。

【アクセス件数】
150,000件以上

アクセス件数 ・引き続き、子育てに関するイ
ベントの情報や各種制度等を
見やすく掲載し、情報を発信
していく。
・広報上越やこどもセンター
の催しなどで子育て支援サイ
ト「上越市子育て応援ステー
ション」について周知してい
く。

・子育てに関するイベントや
各種制度等の情報を見やす
く掲載するとともに、メールや
ツイッターによる子育て情報
の随時発信をした。
・広報上越やこどもセンター
の催しなどで子育て支援サ
イト「上越市子育て応援ス
テーション」について周知し
た。

【アクセス件数】
　123,915件

○

母子健康手帳アプ
リ「きす・はぐ」の運
用開始に伴い、子
育て支援情報の
取得手法が増加し
たこともあり、アク
セス件数は減少傾
向にある。 →

・引き続き、子育てに関する
イベントの情報や各種制度
等を見やすく掲載し、情報を
発信していくとともに、広報
上越やこどもセンターの催し
などで子育て支援サイト「上
越市子育て応援ステーショ
ン」について広く周知してい
く。

【アクセス件数】
　150,000件以上

207 こども課

19 若竹寮管理運営
事業

入所児童の養護及び自立
のための援助を行う。

保護者のいない児
童や虐待されている
児童、その他環境上
養護を要する児童を
養護し、併せて自立
のための援助を行
う。
また、退所した者に
対する相談や自立
のための援助を行
う。

入所児童に対し、年齢に応じ
た社会性を身に付けさせるこ
とにより、将来に向けた自立を
図れる状態。

・県指導監査
・第三者評価及び自己
評価

・引き続き、児童が安全で安
心した生活を送るため、支
援・指導を行う。
・施設では、地域行事の参
加、施設内行事を実施する。
・自活を想定した生活実習を
実施する。
・関係機関が情報共有、養育
状況等の意見交換を行う連
絡調整会議（８月）、連携会議
（年４回）を開催する。
・施設職員の養育研修、児童
の面談のため、臨床心理士
の派遣を行う。

・指定管理者と情報共有、連
携し、入所児童が安全で安
心した生活を送るため、支
援・指導を行った。
・施設では、入所児童の健全
育成や社会性を図るため、
地域行事（町内会まつり）に
参加、施設内行事(若竹まつ
り）を実施した。夏休み期間
に児童が計画した旅行を実
施。（8月）
・関係機関が情報共有、養
育状況等の意見交換を行う
連絡調整会議（年2回）、連
携会議（年3回）を開催した。
・施設職員の研修、ﾌｫﾛｰｱｯ
ﾌﾟﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（年6回）、臨床心
理士による児童の面談を
行った。

○

・児童が日常生活
の中でいろいろな
体験を通して、自
立、自活ができる
力を養えるよう支
援する。

→

・引き続き、入所児童が安全
で安心した生活を送るため、
支援・指導を行う。
・施設では、地域行事の参
加、施設内行事を実施する。
・自活を想定した生活実習を
実施する。
・関係機関が情報共有、養
育状況等の意見交換を行う
連絡調整会議（年2回）、連
携会議（年4回）を開催する。
・施設職員の養育研修、児
童の面談のため、臨床心理
士の派遣を行う。

199,208 こども課
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（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

目標の評価方法
（何をもって、どのように

評価するか）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

実績
【実績値】

達成状況
（目標に
対する到

達度）

評価・分析等
（来年度に向けた

アプローチ）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

基本
目標

主要
施策

事業区分 № 取　　組 担当課事業概要 目　　的

地域子
ども・

子育て
支援事

業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

追・拡 20 放課後等デイ
サービス

就学している障害のある
児童に対し、授業終了後
または休日に、生活能力
の向上のために必要な訓
練、社会との交流の促進
を支援する。

就学している障害の
ある児童・ご家族の
希望や状況に応じて
生活能力の向上の
ために必要な訓練、
社会との交流の促進
を図る。

それぞれの放課後等デイサー
ビス事業所の特性を活かしな
がら、引き続き利用者のニー
ズに沿ったサービス提供が行
われている。

事業所との連携を図
り、介護給付費の執行
状況を確認。

・新規利用のニーズに適切に
対応できるよう、放課後等デ
イサービスの利用に関し、本
来の利用目的（療育支援）に
沿った利用や、障害児の状況
に適した利用となるよう、相談
支援専門員等と連携して保護
者の理解を求めていくととも
に、一時預かりのニーズへの
対応策を関係機関等とともに
検討していく。

・利用の対象となる障害児の
保護者等へのサービス周知
により利用者が増加した。
・一方で、利用終了者より新
規利用希望者が多く、関係
機関との協議により一律の
基準を設け、新規利用者の
利用回数を調整した。

【利用実績】
215人（H31.3月実績まで）

○

・平成30年度当初
は利用児童の増
加により、新規利
用者の受入調整
が必要であった
が、平成30年度内
は申請が落ち着
き、受入調整なく
支援を行うことが
できた。
・既存のサービス
利用者について、
一時預かり目的の
場合の代替手段
確保も含め、利用
の適切性と公平性
の確保に向けた取
組が必要。

→

・新規利用のニーズに適切
に対応できるよう、放課後等
デイサービスの利用に関し、
本来の利用目的（発達支援）
に沿った利用や、障害児の
状況に適した利用となるよ
う、相談支援専門員等と連
携して保護者の理解を求め
ていくとともに、一時預かり
のニーズへの対応策を関係
機関等とともに検討してい
く。

226,214
上越市障
害者福祉
計画

福祉課

２　こころとからだが健やかに育つまちづくり

１　地域ぐるみの子どもの健全育成の推進

1 児童館 子どもが安全に遊べる環
境を提供する。

仲間づくりや自発的
な活動を通して、児
童が心身ともに健や
かに成長する環境を
つくる。

利用者（子ども）が安全に遊
び、学べる環境が提供されて
いる状態。

【指導員の企画によるイベント
の実施回数】
月1回

児童指導員の企画によ
るイベントの実施回数

・利用者が安全に遊べる環境
を提供する。
・指導員の企画によるイベント
を月1回以上開催する。

・児童指導員を配置し、利用
者が安全に遊べる環境を提
供した。
・参加者数が少なく、イベント
を実施できない月があった。
南川児童館・・・11月・12月イ
ベントなし
大潟児童館・・・2月・3月イベ
ントなし
※参加者数が少ない場合、
費用対効果を考慮して実施
しないこととした。

○

・利用者が安全に
遊べる環境を提供
することができた。
・児童館の利用を
呼びかけ、指導員
の企画によるイベ
ントを月1回以上開
催する。

→

・利用者が安全に遊べる環
境を提供する。
・指導員の企画によるイベン
トを月1回以上開催する。（参
加者数が少ない場合は除く）

6,894 こども課

2 こどもの家 子どもが安全に遊べる環
境を提供する。

子どもたちが健康増
進及び情操を豊かに
育つための環境を提
供する。

町内会が自ら子どもの家を運
営している状態。

町内会が運営するこど
もの家の数

・引き続き、旧こどもの家に管
理員を配置して、子どもたち
に安全・安心に遊ぶことがで
きる場を提供する。

・旧こどもの家に管理員を配
置して、子どもたちに安全・
安心に遊ぶことができる健全
な場所を提供した。

【利用者実績】
　35施設に管理員配置
　延べ　79,234人
　開館数　287日
　　（平均＠276.1人/日）

○

・旧こどもの家に
管理員を配置し
て、子どもたちに
安全・安心に遊ぶ
ことができる場を
提供した。 →

・引き続き、旧ここどもの家に
管理員を配置して、子どもた
ちに安全・安心に遊ぶことが
できる場を提供する。

29,589 こども課

3 図書館における
読み聞かせ

子どもを対象に絵本の読
み聞かせや紙芝居の上演
などを実施し、お話に親し
んでもらうことにより、幼少
時からの読書普及の動機
付けをする。

子どもが本と触れ合
う機会を提供するこ
とにより、読書活動
の推進及び普及の
啓発を図る。

ボランティアとの協働により、
各館の読み聞かせ会、あるい
はそれに類似した催し物の実
施体制を維持する。

【開催回数】
230回

図書館および分館、分
室において実施した読
み聞かせ会等の催し物
の実施回数。

・引き続きボランティア団体と
の連携を密にすることで、協
力体制を維持し事業に取り組
んでいきたい。

・図書館４館それぞれで、ボ
ランティア団体との協働によ
り、おはなし会等の催し物を
開催することが出来た。

【開催回数】
　326回

○

・ボランティア団体
及び学校等との連
携により目標値を
上回る回数を開催
できた。

→

・引き続きボランティア団体と
の連携を密にすることで、協
力体制を維持し事業に取り
組んでいきたい。

【開催回数】
　230回

126

・上越市
総合教育
プラン
・上越市
子ども読
書活動推
進計画

高田図書
館

4 図書館における
子ども向け図書
資料の充実

子どもの自主的な読書活
動が推進できるよう、子ど
もの成長、発達段階、興味
に合わせた資料の充実に
努める。

子どもの読書活動推
進のため、その基と
なる資料の充実を図
る。

継続的に児童向け資料の収
集を行う。

【図書館の児童書蔵書冊数】
123,500冊

図書館および分館、分
室における児童向け資
料の蔵書冊数。

・新規購入だけでなく、古く
なった資料の除籍も進めるこ
とで、児童の読書への興味を
引く蔵書構成になるよう努め
る。

・児童向け資料の収集を積
極的に行い、子どもの読書
活動推進を図った。

【図書館の児童書蔵書冊数】
　123,915冊

○

・児童図書の情報
収集に努め、読書
活動の推進のた
めの蔵書を収集す
ることができた。 →

・新規購入だけでなく、古く
なった資料の除籍も進めるこ
とで、児童の読書への興味
を引く蔵書構成になるよう努
める。

【図書館の児童書蔵書冊数】
　123,500冊

4,036

上越市総
合教育プ
ラン
・上越市
子ども読
書活動推
進計画

高田図書
館

5 ボランティアだよ
りキッズの作成・
配布

子どもたちの社会参加の
意欲を高めるため、ボラン
ティアに関する情報を提供
する。

子どもの社会参加意
欲を向上させるとと
もに、自ら責任を
持って行動するとい
うボランティア本来
の意義の浸透を図
る。

○

子どもの社会参加意欲を向上
させるとともに、自ら責任を
持って行動するというボラン
ティア本来の意義の浸透が図
られている状態。

ＮＰＯボランティアセン
ターでの情報収集など

・7月の「ボランティアだより
キッズ」に掲載可能なイベント
の情報収集・掲載数の追加を
行い、参加者数の増加を図
る。

・ボランティアについての理
解を深めるため、夏休み前
の７月に、「ボランティアだよ
りキッズ」を市内の小・中学
生に配布した。たよりを見て
65人が掲載したボランティ
ア・イベントに参加した。

○

・ボランティア・イベ
ント参加者数が
H29年度の10人か
ら大幅に増加し
た。
・今後も小中学生
が参加しやすいボ
ランティア情報の
掲載を図る。

→

小中学生が参加しやすいボ
ランティア情報の収集を行
い、参加者数の増加を図る。

143

上越市子
どもの権
利基本計
画

共生まちづ
くり課
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（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

目標の評価方法
（何をもって、どのように

評価するか）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

実績
【実績値】

達成状況
（目標に
対する到

達度）

評価・分析等
（来年度に向けた

アプローチ）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

基本
目標

主要
施策

事業区分 № 取　　組 担当課事業概要 目　　的

地域子
ども・

子育て
支援事

業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

6 謙信ＫＩＤＳプロ
ジェクト

各種体験活動を通して、
児童・生徒の育成を図る。

体験活動への参加
を通じて、様々なこと
に関心を持つ児童・
生徒を育成する。
（成人者に対して実
施している自発的に
行動できる人材の育
成事業への参加に
つなげていく。）

○

各種体験活動へ積極的に参
加する状態。

【定員に対する申込率】
100％

・定員に対する申込率
・事業終了後の自己達
成度
（参加者アンケートによ
り把握）

・各講座において、なるべく多
くの児童が参加できるよう講
座数の改廃を行うとともに、
上越市との関係性をより強調
できるよう内容を検討して実
施する。

・定員に対する申込率≒
210％（申込人数1,256人/定
員597人）
・アンケート回答者のうち、自
己目標達成度98％、講座に
参加した満足度99％、上越
市への興味度93％

○

・地域の特色につ
いて、より深く理解
できるような学び
の機会を提供し、
取組を継続する。
・未来を支える人
づくりのために必
要となる取組を検
討する必要があ
る。

→

各種体験活動へ積極的に参
加する状態。

【定員に対する申込率】
　100％

2,848

・子どもの
権利基本
計画
・上越市
食育推進
実施計画
・人権総
合計画
・上越市
総合教育
プラン

社会教育
課

7 上越緑の少年団 子どもたちの社会への愛
情と豊かな心を育むため、
自然や緑を愛し、守り育て
る活動を行う。

自然の中で緑を愛
し、守り育てる活動
を通じて、子どもたち
が社会への愛情を
持ち、心豊かな人間
となるように育成す
ることを目的とする。

子どもたちの自然や緑に対す
る意識の高揚が図られ、活動
が充実されている状態。

団員を対象とした活動
のふりかえりシートで子
どもたちの理解度を確
認するとともに、保護者
から活動に対する意見
を聞いた上で活動内容
が適正であるか評価す
る。

・緑を守り育てる活動を通じ
て、子どもたちの自然や緑に
対する意識の向上を図り、豊
かな心を育むことを支援す
る。

・植樹や森林整備体験、サ
マーキャンプ・森林学習会等
を通じて自然や緑に対する
意識の向上を図ることができ
た。
【活動回数】
　10回
【団員アンケート】
○どんな力が向上したか
　・緑や自然への興味・関心
　・協調・協力の気持ち
　・人と話す力
　・動植物への興味・関心

○

・引き続き補助金
を交付し、様々な
自然に親しむ活動
を行っていく。

→

・緑を守り育てる活動を通じ
て、子どもたちの自然や緑に
対する意識の向上を図り、豊
かな心を育むことを支援す
る。

275
農林水産
整備課

8 少年スポーツ活
動育成事業

スポーツを通じた青少年
の健全育成を行う団体の
活動を支援する。

多種多様なスポーツ
活動と団体の自主活
動を支援し、青少年
のスポーツへの関心
を高めるとともに、体
力の増進と運動習慣
の定着を図る。

上越市体育協会ジュニアス
ポーツクラブ、スポーツ少年団
及び各区団体の活動種目数
が維持されている状態。

【活動種目数】
24種目69団体

事業の紹介・参加者募
集により情報提供し、
団体数を把握する。

・スポーツを通じた青少年の
健全育成を行う団体の活動を
支援するため、補助金の交付
や広報上越への掲載を行う。

・青少年の健全育成を行う団
体や各種事業に対して補助
金を支出したほか、広報上
越を通じた参加者の募集な
どにより、団体の活動を支援
した。
【活動種目数】
　24種目70団体
【広報上越等掲載件数】
　11件
【財政支援】
　1,745千円

○

・スポーツ団体の
活動を支援するた
め、補助金の交付
や広報上越への
掲載を継続して行
う。

→

・スポーツを通じた青少年の
健全育成を行う団体の活動
を支援するため、補助金の
交付や広報上越への掲載を
行う。

【活動種目数】
　24種目69団体

5,023
上越市総
合教育プ
ラン

スポーツ推
進課

拡 9 放課後児童クラ
ブ

保護者が労働等により昼
間家庭にいない小学校に
就学している児童に対し、
授業の終了後に小学校の
余裕教室等を利用して適
切な遊び及び生活の場を
与えて、その健全な育成を
図る。

共働き家庭など留守
家庭の小学校に就
学している児童に対
して、学校の余暇教
室等を利用して放課
後に適切な遊び及
び生活の場を与え
て、その健全な育成
を図る。

○

利用人数を把握し、学校内の
余暇教室等を活用し、受入枠
が確保されている状態。

各児童クラブの利用児
童数と専用区画の面積
の把握をする。

・エアコンの設置、入替えと床
張替工事等を行う。
（該当クラブ：4クラブ）
・プレハブでの運営を行って
いる児童クラブについては、
学校内に移行できるかの調
査を行う。

・エアコンの設置、入替えを
実施した。（実施クラブ：5クラ
ブ）
・長期休業期間の受入れを
円滑に行うため、学校との調
整を行い、余裕教室の確保
に努め、児童の受入れを
行った。
・通年利用時においても、利
用児童数、専用区画の面積
確保に努めた。
・浦川原児童クラブの床張替
工事を行った。
・学校外の児童クラブについ
ては、学校内への移行でき
るか、学校と協議した。

○

・各児童クラブの
利用者数や専門
区画の面積を把握
し、安全確保を図
り、適正な対応に
努める。

→

・エアコンの増設、移設と畳
張替工事等を行う。
（該当クラブ：4クラブ）
・プレハブや児童館等でクラ
ブ運営を行っている児童クラ
ブについては、学校内に移
行できるかの調査・協議を行
う。
併せて、委託での運営がで
きるかの検討をしていく。

298,720

上越市総
合教育プ
ラン

学校教育
課
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（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

目標の評価方法
（何をもって、どのように

評価するか）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

実績
【実績値】

達成状況
（目標に
対する到

達度）

評価・分析等
（来年度に向けた

アプローチ）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

基本
目標

主要
施策

事業区分 № 取　　組 担当課事業概要 目　　的

地域子
ども・

子育て
支援事

業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

追 10 学校運営協議会
制度（コミュニ
ティ・スクール）の
推進

市立の全小・中学校をコ
ミュニティ・スクールに指定
し、校長、教職員、保護
者、地域住民、学識経験
者などで構成する「学校運
営協議会」を設置する。
協議会では、学校運営の
基本方針の承認、教育活
動に関する意見交換、学
校評価などを行い、地域と
ともにある学校づくりを進
める。

コミュニティ･スクー
ルに関する研修と情
報交換会を実施し、
学校運営協議会の
充実を図る。

○

コミュニティ･スクールに関する
研修と情報交換会を実施し、
学校運営協議会の充実が図
られている。

【学校運営協議会を実施する
公立小・中学校の割合】
100％

学校への調査 ・学校運営協議会での「熟議」
の充実を図る研修を設定する
とともに、学校運営協議会委
員の自主性・主体性を高める
視点から、今後のコミュニ
ティ・スクールの在り方につい
て、研修や情報交換を進めな
がら明らかにしていく。

・すべての市立小・中学校で
事業を実施し、学校運営協
議会の充実が図られてきた。
・9 月に学校運営協議会代
表者懇談会を開催し、「自立
した地域を目指して」をテー
マに研修を行った。文部科学
省から講師を招いて国の施
策説明や学校と地域の役割
分担の取り組み例等を紹介
していただいた。また、地域
が主体となりながら、地域と
学校が協働しながら活動して
いる実践発表を行ったほか、
校種や学校規模を考慮した
グループ別の情報交換を
行った。

○

・学校運営協議会制
度を導入して7年が
経過し、教育課題の
解決や地域との実
働・協働が進み、取
り組みが充実してき
た。（アンケート結果
肯定的評価99％）
・委員の主体性が発
揮されているかにつ
いては上記の評価
に比べてやや低い
ため、会の運営方法
やもち方の再や研
修での学びを生か
す工夫が進むような
研修内容にしてい
く。

→

・学校運営協議会での「熟
議」の充実を図る研修を設定
するとともに、学校運営協議
会委員の主体性や参画意識
を高める視点から、今後のコ
ミュニティ・スクールの在り方
について、研修や情報交換
を進めながら明らかにしてい
く。

【学校運営協議会を実施す
る公立小・中学校の割合】
　100％

5,074

・上越市
総合教育
プラン

・上越市
子どもの
権利基本
計画

学校教育
課

11 地域青少年育成
会議

地域青少年育成会議を中
心とした地域ぐるみによる
青少年の健全育成を図
る。

「地域の子どもは地
域が育てる」ことに資
する活動を通して、
地域の教育力の向
上を図る。

○

コーディネーターの資質向上
の研修が、行政主導の内容か
ら、コーディネーターの発意に
よる内容に変わっている状
態。

コーディネーターの発
意による研修実施回数

・コーディネーターの資質向
上のため、引き続き研修会
（自主開催を含む。）を実施す
る。

・計画どおり年4回研修会（う
ち2回はコーディネーター発
意による自主開催）を実施し
た。
・7月10日　新任者研修（19
人参加）、10月2日　実務研
修会（自主的：25人参加）
・7月14日　青少年健全育成
県民大会（実践事例発表兼
ねる）、3月9日　柿崎、頸城、
吉川のコーディネーター交流
会を実施（自主的）

○

・自主的に開催す
るノウハウの習得
も含め、コーディ
ネーターの資質向
上に向け、取組を
継続する。

→

・コーディネーター委員会等
の場で、年4回の研修会のう
ち、新任者研修をコーディ
ネーター発意による自主開
催にできるよう協議を進め、
年4回のうち3回を自主開催
にする。 3,921

・子どもの
権利基本
計画

・上越市
総合教育
プラン

社会教育
課

追 12 子どもリーダー育
成事業補助金

単位子ども会や地区子ど
も会連絡協議会等が行う
子どものリーダー育成に
向けた取組を支援する。

地域における様々な
体験活動を通じた青
少年のリーダー育成
の推進を図る。

子ども会の実態を把握し、子
ども会への最適な支援が確立
されている状態。

子ども会において様々
な体験活動を通じて、
子どもたちのリーダーと
しての資質が育成され
ていることを確認する。

・子ども会に対する支援につ
いては、アンケート調査等に
よりニーズ把握を行う。
・「子どもリーダー育成事業補
助金」は、制度利用の普及・
啓発に向けた取組（活動事例
集やQ&Aの更新）をより一層
行うとともに、創設から3年目
を迎えることから、制度内容
について見直しを行う。

・「子どもリーダー育成事業
補助金」の交付確定額は293
千円であり、予算額（656千
円）の55％となる見込み。
・子ども会へのアンケートや
地域への聞取りを通じて実
態やニーズの把握を行ったう
えで交付要綱の見直しを
行った。

○

・対象団体等の見
直しを行った交付
要綱について、十
分な周知を図り、
利用の促進につな
げる必要がある。

→

・見直しを行った「上越市子
ども交流活動支援事業補助
金（旧名称：上越市子ども
リーダー育成事業補助金）」
により、異学年交流や地域
交流等の促進を図り、ひいて
はリーダー育成につながる
各種活動を支援する。

750
社会教育
課

２　学校教育環境の充実

1 外国語指導助手
による語学指導
事業（ALT活用事
業）

子どもたちに豊かな国際
感覚を身につけるため、す
べての小中学校に外国語
指導助手（ALT）を配置し、
定期的に語学指導を実施
する。

英語によりコミュニ
ケーションを図ろうと
する児童生徒の態
度や能力の育成を
図る。

すべての児童生徒が、ALTと
の外国語活動や英語授業に
積極的に取り組むようにする。

各小中学校にアンケー
トを実施する。

・毎月、ＡＬＴの研修会を開催
し、ＡＬＴ同士の情報交換の場
を設けたり、ＡＬＴの授業指導
案について個別指導を行い、
ＡＬＴによる授業の質の向上
を図る。
・年に３回、すべての小中学
校のＡＬＴ担当教員とＡＬＴ委
員会を開催し、ＡＬＴの有効活
用について検討や研修を行
う。

・市内すべての小中学校にＡ
ＬＴを定期的に派遣し、語学
指導を実施した。小学校高
学年の外国語活動の授業の
75％程度、中学校の英語の
授業の20%程度の授業がＡＬ
ＴとのＴＴであった。
・学校行事等で要請があった
学校には担当外のＡＬＴを派
遣するなど、ＡＬＴの有効活
用を図った。

○

・平成32年度の小
学校新学習指導
要領の全面実施
により、「外国語
科」「外国語活動」
の授業が始まり、
ＡＬＴを活用できる
授業時数が大幅
に増えることから、
移行期間最終年
度である今年度中
にＡＬＴの配置を見
直すとともに、小学
校への訪問回数を
検討する。

→

・毎月、ＡＬＴの研修会を開催
し、ＡＬＴ同士の情報交換の
場を設けたり、ＡＬＴの授業指
導案について個別指導を行
い、ＡＬＴによる授業の質の
向上を図る。
・年に３回、すべての小中学
校のＡＬＴ担当教員とＡＬＴ委
員会を開催し、ＡＬＴの有効
活用について検討や研修を
行う。
・中学生の希望者を対象に
国立妙高青少年自然の家で
イングリッシュキャンプ（1泊2
日Ｉ）を開催し、生きた英語や
外国の文化に触れる機会を
提供する。

92,989 学校教育
課
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地域子
ども・

子育て
支援事

業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

2 学習情報指導員
の配置

各学校を巡回し、情報教
育環境の整備や職員への
サポート等を行い、学校で
の情報教育を支援する。

市費で整備したＩＣＴ
機器を教職員が有
効活用し、児童生徒
の情報活用能力を
育むことができるよう
に、教職員のＩＣＴ機
器の活用を支援す
る。

情報機器の積極的な活用を
通して、児童生徒の情報活用
能力を育むことができるよう
に、教職員のＩＣＴ活用指導能
力を９０％以上にする。

文部科学省が行ってい
る教員のＩＣＴ活用指導
力等の実態調査におい
て「授業中にＩＣＴを活用
して指導する能力」の
割合を確認する。

・学習情報指導員が月に２、
３回程度学校を訪問し、ICT
機器を安定して活用できるよ
う保守及び管理支援を行うと
ともに、教員のICT活用指導
能力90%以上を維持できるよ
う、教職員への研修支援を
行っていく。

・学校への巡回訪問を行い、
授業準備支援・校内研修支
援・ICT機器の保守などを
行った。
・電子情報ボード、プロジェク
タ、タブレットPC操作活用研
修や校務支援システム活用
研修の補助を行った。
【授業中にＩＣＴを活用して指
導する能力】※今年度調査
よりアンケート内容が変更
（指標が教材提示中心から
思考を深めるための活用方
法に変更）：小学校90.1％、
中学校89.2％、平均89.8％
（平成31年3月実施調査5月
結果報告）

△

・小学校プログラミ
ング教育の必修化
や国が目指す教
員のＩＣＴ活用指導
力の内容が高度
化する中（主体
的、対話的で深い
学びにつながる活
用）で、教員のICT
活用指導力90%以
上を維持するため
には、校内でのタ
ブレットPCやプロ
ジェクタ等の活用
研修の補助・支援
を強化していく必
要がある。

→

・教員のICT活用指導能力
90%以上を維持できるよう、
学校の要請を受け、ＩＣＴ機器
の操作活用方法や小学校プ
ログラミング教育完全実施に
向けた教職員への校内研修
支援を行っていく。
・学習情報指導員が月に2、
３回程度学校を訪問し、ICT
機器を安定して活用できるよ
う保守及び管理支援を行う。

12,396
学校教育
課

3 教育補助員の配
置

通常の学級に在籍する特
別な支援を必要とする児
童・生徒を指導・支援する
ため、児童・生徒の状況や
学校の支援体制を考慮し
て、教育補助員を配置す
る。

児童生徒の教育的
ニーズに応じた指
導・支援やチーム・
ティーチングを行え
るようにする。

教育補助員を配置することに
より、児童・生徒の教育的ニー
ズに応じた個別の支援やチー
ム・ティーチングを行えるよう
にする。

巡回相談活用調査によ
り、特別な支援を必要
とする児童・生徒の指
導に効果があったと自
己評価する学校が、対
前年度の割合を上回
る。

・通常の学級に在籍する特別
な支援を必要とする児童・生
徒を指導・支援するため、児
童・生徒の状況や学校の支
援体制を考慮し、教育補助員
を配置する。

・教育補助員を74人配置し、
研修会を2回実施した。
・取り出しの学習指導に対し
て学校訪問を行い、指導・助
言を行った。
・活用調査を行った結果、肯
定的な評価は100％であっ
た。

○

・支援が必要な児
童生徒数に対し、
教育補助員の数
が不足しているた
め、増員が必要で
ある。

→

・通常の学級に在籍する特
別な支援を必要とする児童・
生徒を指導・支援するため、
児童・生徒の状況や学校の
支援体制を考慮し、教育補
助員を配置する。

112,379
64,415

学校教育
課

4 特別支援教育巡
回相談事業

発達障害等のある児童・
生徒がいる学校へ定期的
に巡回相談を行い、支援
体制の充実を図る。

発達障害等のある
児童・生徒の特性に
応じた支援や校内支
援体制づくりを行う。

校内支援体制を整え、指導方
法等を工夫することにより、児
童・生徒の教育的ニーズに応
じた支援を提供できるようにす
る。

巡回相談活用調査によ
り、特別な支援を必要
とする児童・生徒の指
導に効果があったと自
己評価する学校が、対
前年度の割合を上回
る。

・巡回相談事業を通じて、校
内支援体制を整え、指導方法
等を工夫することにより、児
童・生徒の教育的ニーズに応
じた支援を提供できるように
する。

・巡回相談員を対象に年3回
の全体会と年5回の研修会を
行った。
・巡回相談活用調査を行った
結果、肯定的な評価は100％
であった。

○

・巡回相談ができ
る知己量のある教
員が限られてお
り、今後育成のた
めの体制づくりや
研修会の設定が
必要である。

→

・巡回相談事業を通じて、校
内支援体制を整え、指導方
法等を工夫することにより、
児童・生徒の教育的ニーズ
に応じた支援を提供できるよ
うにする。

505
学校教育
課

5 教育相談事業
（相談支援体制
の整備）

 いじめや不登校などで悩
んでいる児童生徒や保護
者、対応に苦慮している教
職員の相談等に対する助
言等を通じて問題の早期
解決に向けて支援する。

いじめや不登校、生
徒指導上の問題等
について、児童生徒
や保護者、教職員に
対して相談を行い、
早期解決を図る。

【相談事業の紹介・広報回数】
15回以上
【苦情件数】
0件

・相談事業の紹介・広
報回数
・教育相談についての
苦情件数

・子どもほっとラインの年中無
休・24時間開設を含め、教育
相談事業について、これまで
の紹介や広報に加えて、手法
を工夫したり、報道機関等に
積極的に働きかけたりする。
・教育相談部研修を、部員の
「困り感」や喫緊の課題に対
応する内容に焦点化するとと
もに、教育相談員相互の情報
交換を6回以上行う。

・学校訪問カウンセラーと子
どもほっとラインについて、相
談事業の紹介・広報を24回
行った。
・相談員相互の情報交換を8
回、教育相談部研修を11回
実施し、相談員のカウンセリ
ングに関する資質や技能を
高めた。

【苦情】
　0件

○

・学校訪問カウン
セラーと子ども
ほっとラインにつ
いて、広報上越や
所報などを通し
て、広報・紹介を
行う。
・相談事業につい
ての苦情0件を目
指して、教育相談
部研修を引き続き
行い、そこで学ん
だことを活かして
教育相談を行う。

→

・子どもほっとラインの年中
無休・24時間開設を含め、教
育相談事業について、これま
での紹介や広報に加えて、
手法を工夫したり、報道機関
等に積極的に働きかけたり
するなどし、相談事業の紹介
や広報回数を15回以上とす
る。
・教育相談部研修を、部員の
「困り感」や喫緊の課題に対
応する内容に焦点化すると
ともに、教育相談員相互の
情報交換を6回以上行い、苦
情件数0件を目指す。

20,596

学校教育
課
（教育セン
ター）

6 教育相談事業
（教職員の研修
の充実）

教育相談や学級経営に活
用できる研修内容を計画
し、教職員の指導力の向
上を図り、学校が抱えてい
る生徒指導等の課題解決
に向けて支援する。

カウンセリングや教
育相談等の研修を
行い、教職員の教育
相談や学級経営等
の力量を高める。

【開催講座数】
6回以上
【受講満足度】
90％以上

・開催講座数
・受講満足度

・教職員のニーズに応じるとと
もに、喫緊の課題に対応した
内容で、カウンセリング研修
会を夏期と冬期にそれぞれ3
日間合計6講座開催し、受講
者満足度95％以上を目指
す。

・カウンセリング研修につい
て、夏期研修会と冬期研修
会をそれぞれ3日間合計6日
開催した。

【受講者満足度】
　99.2%

○

・教職員のニーズ
に応じた内容や喫
緊の課題に対応し
た内容で、カウン
セリング研修会を
開催する。

→

・教職員のニーズに応じると
ともに、喫緊の課題に対応し
た内容で、カウンセリング研
修会を夏期と冬期にそれぞ
れ3日間合計6日開催し、受
講者満足度95％以上を目指
す。

325

学校教育
課
（教育セン
ター）

7 不登校児童生徒
適応指導教室

不登校児童生徒に個別指
導や体験活動などを行い
ながら、自立心と集団生活
への適応能力を高め、学
校復帰ができるよう支援す
る。また、必要に応じて訪
問指導を行う。

不登校児童生徒に
対し、個別指導や体
験活動、教育相談な
どを行い、自立心と
集団生活への適応
能力を高め、学校復
帰や希望する進路を
実現する。

○

【適応指導教室の開設数】
2か所以上
【指導員数】
4人以上

・適応指導教室の開設
数
・指導員数

・南適応指導教室と北適応指
導教室の2か所を開設する。
・南適応指導教室と北適応指
導教室に、指導員をそれぞれ
2人、合計4人配置する。

・南適応指導教室と北適応
指導教室の2か所を開設し
た。
・南適応指導教室と北適応
指導教室に指導員をそれぞ
れ2人、合計4人配置した。
・在籍児童生徒数は、27人と
なった。

○

・在籍児童生徒27
人中、北適応指導
教室の在籍数が
17人となり、偏りが
見られた。来年度
以降の傾向を見守
る必要がある。

→

・南適応指導教室と北適応
指導教室の2か所を開設す
る。
・南適応指導教室と北適応
指導教室に、指導員をそれ
ぞれ2人、合計4人配置す
る。

8,441

学校教育
課
（教育セン
ター）
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8 やすづか学園（や
すづか学園運営
費補助事業）

自然と地域の中での生活・
学習を通して、子どもたち
が傷ついた心を癒し、自信
を取り戻して自立できるよ
う支援する。

不登校などで悩みや
不安を抱える児童・
生徒がいきいきと学
園生活を送ることが
でき、自信を取り戻
せるよう支援を図
る。

不登校などで悩みや不安を抱
える児童・生徒がいきいきと学
園生活を送ることができ、自信
を取り戻せるよう支援されてい
る。

学園の継続（事業の継
続）をもって評価する。

・教育委員会と連携し、就学
を希望する市内の児童生徒
への支援を図るとともに、学
園の収支状況を把握し、経営
環境の改善を進める。
・国のフリースクールに対す
る支援の動向を踏まえなが
ら、教育委員会とともによりよ
い運営体制を探る。

・在籍児童・生徒14人がいき
いきと学園生活を送ることが
できるよう支援した。
・4人が修学し、希望する進
路に進むことができた。

○

・運営費補助金を
適正に交付するこ
とで、学園運営の
支援を行う。
・また、就学する市
内児童生徒に対し
ては、利用開始時
負担経費などの補
助を行う（教育委
員会）。

→

・教育委員会と連携し、就学
を希望する市内の児童生徒
への支援を図るとともに、学
園の収支状況を把握し、経
営環境の改善を進める。
・国のフリースクールに対す
る支援の動向を踏まえなが
ら、教育委員会とともにより
よい運営体制を探る。

18,000

上越市第
2期子ども
の権利基
本計画

福祉課

9 学校施設整備事
業
（施設の耐震化）

旧耐震基準で建設された
校舎の安全性を確保する
ため耐震診断･設計、補強
工事を行い、耐震化を図
る。

旧耐震基準で建設さ
れた校舎の安全性
を確保するため、耐
震診断･設計、補強
工事を行い、耐震化
を図る。

耐震性のない建物について耐
震補強工事を行い、平成27年
度末までに耐震化率100％と
する。

耐震化計画に基づき、
H27年度末までに残る
11棟の耐震補強が完
了していること。 →

教育総務
課

10 学校施設整備事
業
（給食室の整備）

「学校給食衛生管理の基
準」に適合した衛生的な調
理環境を整備し、安全でお
いしい給食を提供できる施
設･設備の充実を図る。

「学校給食衛生管理
の基準」に適合した
衛生的な調理環境を
整備し、安全でおい
しい給食を提供でき
る施設･設備の充実
を図る。

老朽化した給食施設の改修に
合わせて、ドライ化の推進及
び設備の更新が行われている
こと。

学校等施設整備計画
に基づき、給食室改修
工事の年度ごとの進捗
管理によって判断

・安全・安心な給食を提供す
るため給食施設の環境整備
を図る。
　改修設計：小学校1校
　改修工事：小学校1校

・小学校1校の改修設計を完
了した。
・小学校1校の改修工事を完
了した。 ○

・学校等施設整備
計画に基づき、引
き続き給食室の改
修を行う必要があ
る。

→

・安全・安心な給食を提供す
るため給食施設の環境整備
を図る。
　改修設計：小学校1校
　改修工事：小学校1校

131,978

上越市立
学校等施
設整備計
画

教育総務
課

11 教育用コンピュー
タ設置事業

文部科学省の整備基準に
準じて、情報機器を活用で
きる学習環境を整備する。

情報機器を授業で有
効活用することを通
して、児童生徒の情
報活用能力を育むこ
とができるよう、学習
環境を整備する。

【電子情報ボードまたはインタ
ラクティブ機能付きプロジェク
タ整備率】
70％
【コンピュータ室のコンピュータ
をタブレットＰＣのような移動可
能なＰＣにしている学校の割
合】
92％

・整備状況の割合 ・文部科学省「平成30年度以
降の学校におけるICT環境の
整備方針について」の整備基
準に準じて、情報機器を活用
できる学習環境の整備を継
続して進めていく。

【大型提示装置（プロジェクタ
等）整備率】小学校16校37台

【コンピュータ室のタブレット
PC設置校率】小学校18校：整
備状況55/72校(76.3%）

・ミラキャスト機能付きプロ
ジェクタを17校、計37台整備
したが、経年劣化による廃棄
機器もあり、電子情報ボード
またはインタラクティブ機能
付きやミラキャスト機能付き
プロジェクタ等の大型提示装
置の整備率は、小学校で
45.8%、中学校で36.5%となっ
た。（目標変更前の基準での
整備率は小学校で72.7%、中
学校で60.0%に相当）
・コンピュータ室にタブレット
PCが整備された学校は
55/72校で全体の76.3%の整
備率。
・電子情報ボード&プロジェク
タ研修会を１回、タブレットPC
の活用研修会を３回実施し
た。

○

・電子情報ボード
が古く、更新PC端
末と連携できない
こと、同時期に整
備したプロジェクタ
の多くが経年劣化
により破損が激し
いため、破損によ
る機器の補充を考
えていく必要があ
る。 →

・文部科学省「平成30年度以
降の学校におけるICT環境
の整備方針について」の整
備基準に準じて、情報機器
を活用できる学習環境の整
備を継続して進めていく。

【大型提示装置（プロジェクタ
等）整備率】
　小学校16校46台
　（整備率）
　　小学校 51.4%
　　中学校 36.0%
【コンピュータ室のタブレット
PC設置校率】
　小学校15校
　（整備状況）
　　66/72校(91.6%）

150,678

86,676
学校教育
課

追 12 学校施設整備事
業
（施設の改修）

学習形態の多様化に対応
した教育施設を整備すると
ともに、経年劣化した施設
及び設備を改善し、児童・
生徒の安全・安心の確保
及び快適な教育環境を整
備する。

学習形態の多様化
に対応した教育施設
を整備するとともに、
経年劣化した施設及
び設備を改善し、児
童・生徒の安全・安
心の確保及び快適
な教育環境を整備す
る。

快適で安全・安心な教育環境
を整備するため、学校等施設
整備計画に基づき経年劣化し
た施設・設備の改修工事が計
画的に実施されていること。

学校等施設整備計画
に基づき、大規模改造
工事の年度ごとの進捗
管理によって判断

・経年劣化した施設・設備の
改善を図り、安全・安心の確
保及び快適な教育環境の整
備を図る。

　改修設計：小学校1校、中学
校3校
　改修工事：小学校3校
　平成29年度からの繰越工
事：小学校8校、中学校4校

・小学校1校、中学校3校の
改修設計を完了した。
・小学校8校、中学校4校の
改修工事を完了した。

○

・学校等施設整備
計画に基づき、引
き続き老朽施設の
改修を行う必要が
ある。

→

・経年劣化した施設・設備の
改善を図り、安全・安心の確
保及び快適な教育環境の整
備を図る。

■改修工事
　小学校4校、中学校2校
■H30繰越工事
　エアコン設置工事小学校
49校、中学校20校

234,410
（当初予

算）
2,038,100
（エアコン

繰越）

上越市立
学校等施
設整備計
画

教育総務
課

追 13 介護員の配置 特別支援学級設置校で、
特に介護を必要とする児
童・生徒が在籍する学校
に、介護員を配置するとと
もに適切な対応が行える
よう研修を行い、専門性の
向上を図る。

特別支援学級設置
校で特に介護を必要
とする児童・生徒が
在籍する学校に、介
護員・看護師を配置
するとともに適切な
対応が行えるよう研
修を行い、専門性の
向上を図る。

特別支援学級設置校で特に
介護を必要とする児童・生徒
が在籍する学校に、介護員・
看護師を配置するとともに適
切な対応が行えるよう研修を
行い、専門性を向上させる。

特別支援学級設置校で
特に介護を必要とする
児童・生徒が在籍する
学校に、介護員・看護
師を目標数配置できた
か、適切な対応が行え
たかで判断する。

・特別支援学級設置校で、特
に介護を必要とする児童生徒
が在籍する学校に対し、介護
員・学校看護師を配置し、適
切な対応を継続して実施す
る。

・介護員を80人配置し、研修
会を2回実施した。

○

・支援の必要な児
童生徒に対する対
応に個人差があ
り、介護員全体の
専門性の向上を図
る必要がある。

→

・特別支援学級設置校で、特
に介護を必要とする児童生
徒が在籍する学校に対し、
介護員・学校看護師を配置
し、適切な対応を継続して実
施する。

100,091
40,052

学校教育
課

追 14 LD（学習障害）指
導員の配置

学習障害の指導ができる
教員を配置し、個の認知
特性に合わせた学習面の
指導ができるようにする。
児童・生徒が自校で指導
が受けられるように、教員
が巡回指導を行う。

個の認知特性に合
わせた学習面の指
導を行う。

・LD指導員を小学校に4名、中
学校に2名を配置する。
・本務校と巡回指導校を合わ
せて90人程度の児童・生徒
が、週2～3時間の指導を受け
られるようにする。

・LD通級指導教室に90
人程度の児童生徒が
在籍し、週2～3時間の
指導を受ける。
・指導している児童・生
徒に、学習面における
意欲の向上や困難の
改善が見られる児童生
徒の割合が9割以上。

・LD指導員を小学校に4人、
中学校に４人配置する。
・本務校と巡回指導校を合わ
せて60人程度の児童・生徒
が、週2～3時間の指導を受
けられるようにする。

・ＬＤ通級指導教室で66人の
児童生徒が指導を受け、学
力や意欲の向上が見られ
た。
・ＬＤ指導員対象の研修会を
年3回、情報交換会を4回実
施し、指導力の向上や情報
共有を図ることができた。

○

・ＬＤ傾向のある児
童生徒数に対し
て、ＬＤ通級指導
教室が足りない現
状があるため、計
画的に増設してい
く必要がある。

→

・LD指導員を小学校に4人、
中学校に4人配置する。
・本務校と巡回指導校を合
わせて60人程度の児童・生
徒が、週2～3時間の指導を
受けられるようにする。

5,280

5,205
学校教育
課
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（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

目標の評価方法
（何をもって、どのように

評価するか）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

実績
【実績値】

達成状況
（目標に
対する到

達度）

評価・分析等
（来年度に向けた

アプローチ）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

基本
目標

主要
施策

事業区分 № 取　　組 担当課事業概要 目　　的

地域子
ども・

子育て
支援事

業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

追・拡 15 就学支援の実施 就学支援調査部会で市内
の幼稚園、保育園及び学
校を訪問し、参観と客観的
検査を実施し、調査票を作
成する。その調査票に基
づき、就学支援委員会に
おいて具体的な支援方策
等を審議し、その結果を保
護者や関係職員に提言
し、就学を支援する。

早期からの相談が
可能になるように就
学相談の体制を整
備し、保護者への情
報提供や関係機関と
の連携を図る。

早期からの相談が可能になる
ように就学相談の体制を整備
し、保護者への情報提供や関
係機関との連携を図る。

福祉部との連携の下、
相談が必要な幼児の保
護者に情報提供ができ
た割合

・継続して就学アドバイザーを
こども発達支援センターに配
置し、教育と福祉の連携体制
を調え、相談や保護者への情
報提供を計画的に実施する。

・就学アドバイザーの早期か
らの相談対応によって、前年
度より29件就学相談が増
え、適切な就学支援を実施
することができた。
・就学相談員全員を対象に1
回新任就学相談員研修を1
回、検査専門相談員を対象
に3回、上越市内の小中学校
職員を対象に心理検査研修
会を希望制で1回行い専門
性の向上を図った。

○

・相談件数の増加
により、検査専門
相談員、就学相談
員の負担が増大し
ている。
・早期からの療育
や就学相談が大
切であるという意
識が、園や保護者
の中に高まりつつ
ある。今後も継続
して説明会等を実
施する。

→

・継続して就学アドバイザー
をこども発達支援センターに
配置し、教育と福祉の連携
体制を整え相談や保護者へ
の情報提供を計画的に実施
する。
・今年度も就学相談員全員
を対象に1回、新任就学相談
員研修を１回、検査専門相
談員を対象に2回、上越市内
の小中学校職員を対象（希
望制）に2種類の就学相談に
つながる心理検査研修会を
行い、検査の仕方や見方に
ついて専門性の向上を図
る。

6,276
学校教育
課

追 16 生徒指導支援員
の配置

生徒指導上の問題がある
生徒へのきめ細かな対応
を図るため、生徒指導支
援員を配置する。

年々、就学相談をう
ける子ども数が増加
している（新入学児
童の約25パーセン
ト）ことから、生徒指
導支援員の必要性
が高まることが予想
される。そのような児
童生徒に対し、きめ
細やかな指導を行う
ために生徒指導支
援員を小学校に４名
配置する。中学校は
従来通り（６名）

年々、就学相談をうける子ど
も数が増加している（新入学
児童の約25パーセント）ことか
ら、生徒指導支援員の必要性
が高まることが予想される。生
徒指導支援員を小学校に４名
配置する。中学校は従来通り
（６名）

配置によって効果があ
ると評価する学校の割
合

・指導主事による学校訪問を
通して、生徒指導支援員の活
用状況を随時把握し、管理職
に助言する。
・年2回の生徒指導支援員研
修会を実施し、個々の教育相
談技術や学校職員との効果
的な連携など資質向上を図
る。

・7月と1月に生徒指導支援
員の研修会を開催し、現状と
課題について協議した。その
中で、生徒指導支援員のよ
り効果的な活用方法や学年
部、担任との効果的な連携
について協議した。また、そ
の結果について、管理職にも
伝え、連携を強化した。
・指導主事による学校訪問を
通して、生徒指導支援員の
活用状況を把握し、必要に
応じて管理職に助言した。

○

・不登校生徒にか
かわる校内適応指
導学級の運営や
支援に関わる業務
が必要とされてき
ている生徒指導支
援員が増えている
ため、研修などを
通し、個々の資質
向上と学校との連
携強化を図る。

→

・指導主事による学校訪問を
通して、生徒指導支援員の
活用状況を随時把握し、管
理職に助言する。
・年2回の生徒指導支援員研
修会を実施し、個々の教育
相談技術や学校職員との効
果的な連携など資質向上を
図る。

14,939
学校教育
課

追 17 学校配置の適正
化

「過大規模校」「複式学級
編制校」「隣接学区」「複数
中学校への進学」の視点
から、全市的に学校の適
正配置の在り方を検討す
る。

児童生徒数の推移
や学校の現状と課
題、保護者や地域の
意向を踏まえ、子ど
もにとってよりよい教
育環境を整備するた
め、学校の適正配置
を図る。

児童生徒数の推移や学校の
現状と課題、保護者や地域の
意向を踏まえ、子どもにとって
よりよい教育環境を整備する
ため、学校の適正配置を進め
ている状態。

学校の適正配置基準を
踏まえ、学校の現状と
課題、保護者や地域の
意向を尊重しながら適
正配置に向けた協議が
進められている状況に
より判断する。

・市の学校適正配置基準の
見直しに向けた検討を進め
る。
・複式学級の発生が見込まれ
る学校に関し、教育委員会が
主体となり、地域や保護者に
当該校を取り巻く状況の説明
に入る。

・適正配置基準の見直しに
向けた検討を進めたが、策
定できなかった。
・板倉区において小学校の
保護者等と適正配置に向け
た協議を開始した。
・複式学級が発生又は今後
見込まれる学校（13校）の保
護者に対し、当該校を取り巻
く状況を説明した。

△

・適正配置基準に
ついて、現状に見
合った基準に見直
す。
・板倉区において
適正配置の方向
性を明確にする。

→

・適正配置基準について適
正配置審議会を経て見直し
を行う。
・板倉区において保護者との
協議により適正配置の方向
性を明確化し、その実現に
向けて具体的な検討・準備
を進める。

200
教育総務
課

追 18 学校司書の配置 教科等の学習内容に合わ
せて図書情報を提供する
など調べ学習に対する支
援を行う。
学校図書の蔵書の受け入
れ、廃棄、台帳整理を中
心とし図書館環境を整備
する。

読書は子どもたちに
知識と感動を与え、
「豊かな心」「自ら学
ぶ意欲や力」を育
む。そのためには子
どもたちと本を結ぶ
大人の存在が必要
である。現在、図書
館の年間平均貸出
数は小学校が４６．0
冊、中学校が５．６冊
である。学校司書
（現図書館補助員）
の定期的な訪問を通
して、読書活動を一
層推進し、小学校平
均９６冊、中学校１２
冊を目指す。

学校司書（現図書館補助員）
の定期的な訪問を通して、読
書活動を一層推進し、小学校
平均９６冊、中学校１２冊を目
指す。

学校図書館における児
童生徒への図書の年
間平均貸出数

・司書免許有資格者確保（15
人体制の堅持）。
・学校司書と図書館教育担当
者の連携強化を図る合同研
修会の実施
・図書貸し出し数調査の毎学
期実施
・学校司書の研修とグループ
ワークを隔月で実施
・図書館の活用に関するアン
ケート実施

・学校司書と図書館教育担当
者の連携強化を図り、読書指
導を充実させるため合同研修
会を開催した（5月10日）。参
加者数：84人
・学校司書の資質向上と協働
性を高めるための、学校司書
の研修とグループワークを計
11回実施した。
・児童生徒の読書量を把握す
るための、図書貸出数調査を
行った。（平均貸出数　小学
校：76.3冊（前年82.6冊）　中学
校：7.4冊（前年8.2冊）
・学校司書の資質向上と学校
図書館の充実を図るため、市
立図書館との情報交換を行っ
たり、各種研修会へ積極的に
参加をしたりした。

△

・学校司書の配置
が12人になったこ
とで、各校への週1
回の訪問ペースが
崩れ、蔵書管理や
児童生徒の読書
活動支援にも影響
を及ぼした。貸出
数の減少など、図
書館教育の機能
維持が急務であ
る。

→

・学校司書が8人となり、訪問
間隔が月2回になっても図書
館機能の低下を防ぐ体制整
備を行う。
・学校司書と図書館教育担
当者の連携強化を図る合同
研修会の実施
・図書貸し出し数調査の毎学
期実施
・学校司書の研修やグルー
プワークを毎月実施

14,816
学校教育
課
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（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

目標の評価方法
（何をもって、どのように

評価するか）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

実績
【実績値】

達成状況
（目標に
対する到

達度）

評価・分析等
（来年度に向けた

アプローチ）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

基本
目標

主要
施策

事業区分 № 取　　組 担当課事業概要 目　　的

地域子
ども・

子育て
支援事

業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

追 19 インクルーシブ教
育システム普及
指導主事の配置

全ての児童生徒が将来に
おいて自立し社会参加を
するために、障害の特性
に合わせた教育を進めら
れるよう「インクルーシブ
教育システムの理念に基
づいた学校教育の推進」
を図るため、各学校の学
習環境や校内体制、授業
の充実を図るためのインク
ルーシブ教育システム普
及指導主事を2人配置す
る。

全ての児童生徒が
将来において自立し
社会参加をするため
に、障害の特性に合
わせた教育が受けら
れるよう「インクルー
シブ教育システムの
理念に基づいた学校
教育の推進」を図る
必要がある。各学校
の学習環境整備や
合理的配慮の提供
が推進するように、
インクルーシブ教育
システム普及指導主
事を配置する。

学校体制の充実、小・中連携
の推進のための体制を整備
し、合理的配慮の提供が適切
に行えるようにする。

合理的配慮提供の割
合

・２４の小中学校の校内委員
会に参加し、指導・助言を行
う。
・管理職、コーディネーター向
け研修会の実施。
・学校訪問をし、授業のユニ
バーサルデザイン化について
指導・助言を行う。

・インクルーシブ教育システ
ム構築のために、学校の基
礎的環境整備や合理的配慮
が円滑に進むよう、インク
ルーシブ教育システム普及
指導主事が、24の小中学校
を訪問した。
・管理職向け、特別支援コー
ディネーター向けの研修会を
実施した（参加者144人）
・授業づくりでは、講師を招
いての授業公開を２回実施し
た。また、授業改善訪問で指
導した。
・授業改善支援訪問で、７２
校訪問し、障害のある児童
生徒も含めたすべての児童
生徒が学びやすい環境づく
り、授業づくりについて、授業
のユニバーサルデザイン化
の視点から、昨年度作成した
リーフレットを基にして、指導
助言を行った。
・保護者への啓発として、発
達障害の理解について、保
護者向けリーフレットを作成

○ →

・全ての学校を訪問し、指導
助言する。３年計画の最終
年度に当たり、残りの24の小
中学校に加え、30年度学校
教育の重点にあるインク
ルーシブ教育システム構築
に係る項目の評価が低かっ
た5校を訪問し、授業参観と
校内委員会に参加し、指導・
助言を行う。
・管理職、コーディネーター
向け研修会の実施。
・全ての学校訪問をし、授業
のユニバーサルデザイン化
について指導・助言を行う。
・前述の評価（4段階評価）で
全ての学校が３以上になる。
・学校経営や校内委員会、
合理的配慮の提供、授業づ
くり、研修等のチェック項目
が入った「インクルーシブ教
育システム構築のチェックリ
スト」を作成し、各学校に４段
階で自己評価させ、全ての
項目で平均が３以上をなるよ
う指導助言する。

5,736
学校教育
課

３　子どもと家族を大切にできるまちづくり

１　男女共同参画、ワーク・ライフ・バランスの推進

1 男女共同参画社
会の実現に向け
た広報・啓発活動

男女共同参画社会の実現
に向け、情報紙等による
効果的な啓発を行う。

男女共同参画の必
要性や意義などにつ
いて、情報紙等によ
る啓発を通して、市
民への理解を図る。 ○

男女共同参画の必要性や意
義などについて、情報紙等に
よる啓発を通して、市民に理
解してもらう。

情報紙の発行 ・情報紙の町内会や市内施
設等への配置、各種講座で
のリーフレットの活用を通じ
て、市民の意識啓発を図る。

・情報紙「ウィズじょうえつか
らのおたより」を年4回各
10,000部発行し、町内会や市
内施設等に配置した。
・男女共同参画啓発リーフ
レットをセンター講座及び出
前講座参加者へ配布した。

○

・引き続き、情報紙
やリーフレットを活
用しながら、意識
啓発を図る必要が
ある。

→

・情報紙の町内会や市内施
設等への配置、各種講座で
のリーフレットの活用を通じ
て、市民の意識啓発を図る。 4,219

上越市第
3次男女
共同参画
基本計画

共生まちづ
くり課（男女
共同参画
推進セン
ター）

2 男女共同参画、
ワーク・ライフ・バ
ランスに関する意
識啓発事業

ワーク・ライフ・バランスの
浸透に向け、性別役割分
担意識の解消を含めた啓
発講座及び研修会を行
う。

男女共同参画社会
の実現のため、仕
事・家庭・地域活動
など様々な活動を自
分の希望する状態で
実現するあり方であ
る「ワーク・ライフ・バ
ランス」について、企
業等に対し啓発講座
や研修会などの開
催を通して浸透を図
る。

○

男女共同参画社会の実現の
ため、仕事・家庭・地域活動な
ど様々な活動を自分の希望す
る状態で実現するあり方であ
る「ワーク・ライフ・バランス」に
ついて、企業等に対し啓発講
座や研修会などの開催を通し
て浸透を図る。

男女共同参画推進セン
ター講座及び出前講座
の開催

・「ワーク・ライフ・バランス」の
推進等をテーマとする講座の
開催、リーフレットの活用を通
じて、市民の意識啓発を図
る。

・「ワーク・ライフ・バランス」
の推進等をテーマに、セン
ター講座（1講座1回）、出前
講座（1団体1回）を開催し
た。
・男女共同参画啓発リーフ
レットをセンター講座及び出
前講座参加者へ配布した。

○

・引き続き、「ワー
ク・ライフ・バラン
ス」の推進等を
テーマとする講座
を開催するととも
に、講座参加者へ
のリーフレットの配
布を通じて意識啓
発を図る必要があ
る。

→

・「ワーク・ライフ・バランス」
の推進等をテーマとする講
座の開催、リーフレットの活
用を通じて、市民の意識啓
発を図る。

4,219

上越市第
3次男女
共同参画
基本計画

共生まちづ
くり課（男女
共同参画
推進セン
ター）

3 職業生活と家庭
生活の両立のた
めの広報・啓発事
業

国の機関及び県等との連
携により、市民や企業を対
象にワーク・ライフ・バラン
スの推進に係る各種制度
の普及啓発及びイベント
等の周知を効果的に行う。

働く人の個性や価値
観に応じたゆとりあ
る働き方や子育てと
仕事の両立を可能と
するワーク・ライフ・
バランスを実現でき
る職場環境を整備す
るため、事業者等へ
の意識啓発を図る。 ○

市民や企業から、ワーク・ライ
フ・バランスについての各種制
度や必要性などについて、広
く認知されている状態。

ホームページによる情
報発信

・ワーク・ライフ・バランスを実
現できる職場環境を整備する
ため、事業者等への意識啓
発を図る。

・市のホームページで、国や
県などの各種制度の概略を
紹介し、あわせてワーク・ライ
フ・バランスの推進に関する
チラシを、商工会、商工会議
所の会報に折り込み周知を
行った。
・ワーク・ライフ・バランスに
関する市民向け・事業所向
けセミナーを開催した。
（11/19開催52名参加、2/19
開催25名参加））
・雇用政策専門員による就
労相談会を開催した（申込に
応じて月1回）。

○

・ホームページや
チラシのほか、事
業所訪問により周
知及び働きかけを
行うとともにワー
ク・ライフ・バランス
に関するセミナー
を開催する。
・雇用政策専門員
による就労相談会
を開催する。

→

・ワーク・ライフ・バランスを実
現できる職場環境を整備す
るため、市民や事業者等へ
の意識啓発を図る。

144

上越市第
4次人権
総合計
画、上越
市第3次
男女共同
参画基本
計画、上
越市第4
次人にや
さしいまち
づくり推進
計画

産業政策
課

・幼保から小学校
へ、小学校から中
学校へ支援が必
要な児童生徒の
情報が引き継がれ
るようになったが、
その情報の活用と
いう点で課題が残
る学校がある。引
き継いだ情報を活
用するための校内
委員会の定例化
と、情報を生かし
た授業実践を、学
校訪問を通じて徹
底を図っていく必
要がある。
・授業改善支援訪
問等を通して、昨
年度作成・配布し
た授業のユニバー
サルデザイン化推
進のためのリーフ
レットが確実に活
用され、日常的に
取り組んでいるか
をチェックしたり指
導助言したりす
る。
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（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

目標の評価方法
（何をもって、どのように

評価するか）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

実績
【実績値】

達成状況
（目標に
対する到

達度）

評価・分析等
（来年度に向けた

アプローチ）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

基本
目標

主要
施策

事業区分 № 取　　組 担当課事業概要 目　　的

地域子
ども・

子育て
支援事

業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

4 企業における再
就職の支援セミ
ナーの開催

ハローワーク等と合同で
企業等に再就職を考える
人のためのセミナーを開
催し、再就職しやすい環境
づくりを行う。

退職者が、労働意欲
を喚起し、自己スキ
ルの確認や新しい職
場への職務姿勢を
作り、早期に再就職
し易い環境へと改善
する。

再就職のためのセミナーや各
種の支援制度等を通して、再
就職しやすい環境に改善され
ている状態。

ハローワーク等と合同
でセミナー等を開催

・ハローワーク等と連携して
企業等に再就職を考える人
のためのセミナーを開催し、
再就職しやすい環境づくりを
行う。

・上越公共職業安定所と連
携し、マザーズ再就職支援
セミナーを開催した。（10/3
開催8名参加）

○

・引き続き、ハロー
ワーク等と連携し
て企業等に再就職
を考える人のため
のセミナーを開催
し、再就職しやす
い環境づくりを行
う。

→

・ハローワーク等と連携して
企業等に再就職を考える人
のためのセミナーを開催し、
再就職しやすい環境づくりを
行う。 144

上越市第
4次人権
総合計画

産業政策
課

5 企業における再
雇用制度導入の
普及啓発

新潟労働局やハローワー
クとの連携により、育児・
介護休業法で定める事業
主が努めるべき再雇用特
別措置について、広報や
ホームページを活用して
周知・啓発を行う。

働く人の個性や価値
観に応じたゆとりあ
る働き方や子育てと
仕事の両立を可能と
するワーク・ライフ・
バランスを実現でき
る職場環境を整備す
るため、事業者等へ
の意識啓発を図る。

市民や企業から、ワーク・ライ
フ・バランスについての各種制
度や必要性などについて、広
く認知されている状態。

ホームページによる情
報発信

・新潟労働局やハローワーク
との連携により、育児・介護
休業法で定める事業主が努
めるべき再雇用特別措置に
ついて、ホームページ等を活
用して周知・啓発を行う。

・新潟労働局やハローワーク
との連携により、育児・介護
休業法で定める事業主が努
めるべき再雇用特別措置に
ついて、ホームページ等で周
知・啓発を行った。

○

・育児・介護休業
法で定める事業主
が努めるべき再雇
用特別措置につい
て、ホームページ
等で周知・啓発を
行う。

→

・新潟労働局やハローワーク
との連携により、育児・介護
休業法で定める事業主が努
めるべき再雇用特別措置に
ついて、ホームページ等を活
用して周知・啓発を行う。

144
産業政策
課

6 企業における労 新潟労働局やハローワー 働く人の個性や価値 市民や企業から、ワーク・ライ ホームページによる情 → 産業政策

２　地域で子どもや家族を大切にする意識の醸成

1 子どもの権利チラ
シ等による啓発

子どもの権利の普及・啓
発のため、子育てしている
人向け、子どもに関わる人
向け、一般市民向けの3種
類のチラシを様々な機会
を捉えて配布する。また、
市の広報紙、ホームペー
ジなど、各種情報提供媒
体を活用し、子どもの権利
についての啓発活動を行
う。

子どもの権利につい
て、広く市民から正し
く理解され、子どもの
権利を大切にする意
識を高める。

○

子どもの権利について、広く市
民から正しく理解され、子ども
の権利を大切にする意識が高
まっている状態。

【子どもの権利条例の認知度
（大人）】
44％
【子どもの権利の内容の認知
度（大人）】
44％

子どもの権利に関する
アンケート調査

・子育てをしている人向けの
チラシは各種保健事業を通じ
て、子どもに関わる人向け及
び一般向けのチラシは各種
会合などの機会を捉え配布
する。

・保健事業や講座等の機会
を捉え、チラシを配布した。

【子育てをしている人・子ども
に関わる人向け】
　9,000枚配布
【一般向け】
　200枚配布
（一般向けは、平成27年度に
全戸配布実施済）
【子どもの生活実態に関する
アンケート（保護者）】
・上越市子どもの権利条例を
知っていますかの問いに「内
容まで知っている」「内容は
わからないが名称は知って
いる」の割合の合算値27％
・「内容はわからないが名称
は知っている」の割合が5％

○

・保健事業や講座
等の機会を捉え、
チラシを配布して
市民の「子どもの
権利」に対する意
識と知識を高める
ことができた。

→ ・子育てをしている人向けの
チラシは各種保健事業を通
じて、子どもに関わる人向け
及び一般向けのチラシは各
種会合などの機会を捉え配
布する。
・H30に行った「子どもの生活
実態に関するアンケート」に
より評価したため、H31で改
めて評価しない。
【子育てをしている人・子ども
に関わる人向け】
　7,000枚配布
【一般向け】
　200枚配布

-

上越市第
2期子ども
の権利基
本計画

こども課

2 子どもの権利学
習

子どもの権利学習教材「え
がお」を使用した権利学習
を市内の公立全小中学校
の授業に取り入れて実施
する。

子どもの権利につい
て、子ども自身が正
しい知識を持ち、権
利を尊重する意識と
行動を身につける。

○

子ども自身が子どもの権利の
正しい知識を持ち、権利を尊
重する意識と行動が身に付い
ている状態。

【子どもの権利条例の認知度
（子ども）】
51％
【子どもの権利の内容の認知
度(子ども）】
62％
【「えがお」の学習が役に立っ
ていると感じる子どもの割合】
72％

子どもの権利に関する
アンケート調査

・市立の全小中学校において
子どもの権利学習テキスト
「えがお」を用いた権利学習
を実施する。これまでと同様、
学習結果を家庭に持ち帰るこ
とで、家庭における子どもの
権利学習の認知を高めてい
く。

・11月～12月にかけて、市立
小中学校全学年において「え
がお」での学習結果を家庭に
持ち帰り、子どもと保護者が
子どもの権利について話し
合う取組を促した。

【えがおの学習・結果持帰り】
　年1回

○

・授業の中で子ど
もの権利を学び、
考える機会を設け
ることができた。ま
た、学習結果を家
庭で共有すること
で、子どもの権利
について、保護者
の認知や理解を深
める一助となっ
た。

→ ・義務教育期間を通じて「え
がお」による子どもの権利学
習を行い、学習結果を家庭
内で共有してもらうえるよう
促し、保護者を含めて子ども
の権利についての認知や理
解を深めていく。

【えがおの学習・結果持帰
り】
　年1回

-

上越市第
2期子ども
の権利基
本計画

こども課

3 父子手帳の配布 父親の積極的な育児参加
と家族ぐるみの健康づくり
を推進するため、子どもの
発育・発達や子育てに関
する情報を掲載した父子
手帳を配布する。

妊娠・出産・育児の
正しい知識を学び、
流早産・妊娠高血圧
症候群の予防等に
努めるとともに、妊
娠期から子どもの成
長や発達・育児につ
いて考える機会を持
ち、子どもが健やか
に育つことができる
ように支援する。

父親の積極的な育児参加と家
族ぐるみの健康づくりを推進
することができる。

【父子手帳の配布率】
100％

妊娠届出数に対する父
子手帳配布の割合

・父親の積極的な育児参加と
家族全体の健康づくりを推進
するため、子どもの発育発達
や子育てに関する情報が掲
載されていることを説明し、届
出者に配布していく。

・父親の積極的な育児参加
と家族全体の健康づくりを推
進するため、子どもの発育発
達や子育てに関する情報を
掲載した父子手帳を届出者
に配布した。

【父子手帳の配布率】
　90.7％

△

・配布率は昨年度
より上昇したが、
目標値より下回っ
た。
より多くの父親に
配布できるよう妊
娠届時の周知を強
化していく。

→

・父親の積極的な育児参加
と家族全体の健康づくりを推
進するため、子どもの発育発
達や子育てに関する情報が
掲載されていることを説明
し、届出者に配布していく。

【父子手帳の配布率】
　100％

505
上越市健
康増進計
画

健康づくり
推進課
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（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

目標の評価方法
（何をもって、どのように

評価するか）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

実績
【実績値】

達成状況
（目標に
対する到

達度）

評価・分析等
（来年度に向けた

アプローチ）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

基本
目標

主要
施策

事業区分 № 取　　組 担当課事業概要 目　　的

地域子
ども・

子育て
支援事

業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

4 命・きずなを考え
る講座

中学3年生を対象に、自分
や異性の体を知り、次世
代を生み育てる体づくり並
びに生命の誕生や生命の
大切さを学び、自分自身
の自己肯定感を高めるた
めの支援として、助産師に
よる講話を行う。

生涯を通じた健康づ
くりの推進に向け、
スタートとなる妊娠・
出産・育児期及び次
世代を担う思春期、
機能低下を予防する
更年期等、各ライフ
ステージに応じて知
識の普及や不安の
軽減を図るため、
個々の生活に合わ
せた適切な支援や
保健指導を行う。

○

次世代を生み育てるための重
要な時期である中学生が、自
分や異性の体や生命の大切
さ等を学ぶことにより、自分自
身の自己肯定感を高めること
ができる。

【実施校数】
10校以上

実施校数 ・中学3年生を対象に、自分
や異性の体を知り、次世代を
生み育てる体づくり並びに生
命の誕生や命の大切さを学
び、自分自身の自己肯定感
を高めるための支援として、
助産師による講話を行う。

・中学3年生を対象に、自分
や異性の体を知り、次世代を
生み育てる体づくり並びに生
命の誕生や命の大切さを学
び、自分自身の自己工程間
を高めるための支援として、
助産師による講話を行った。

【実施校数】
　19校

○

・実施希望のあっ
た全ての中学校で
講話を行うことが
できた。

→

・中学3年生を対象に、自分
や異性の体を知り、次世代
を生み育てる体づくり並びに
生命の誕生や命の大切さを
学び、自分自身の自己肯定
感を高めるための支援とし
て、助産師による講話を行
う。

【実施校数】
　10校以上

414
上越市健
康増進計
画

健康づくり
推進課
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（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

目標の評価方法
（何をもって、どのように

評価するか）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

実績
【実績値】

達成状況
（目標に
対する到

達度）

評価・分析等
（来年度に向けた

アプローチ）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

基本
目標

主要
施策

事業区分 № 取　　組 担当課事業概要 目　　的

地域子
ども・

子育て
支援事

業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

３　家庭と地域の子育て力の向上

1 学びの輪プロジェ
クト
(すこやかな暮ら
し応援事業)

保護者を対象に、家庭教
育に関わる講座を行い、
家庭の教育力の向上を図
る。

家庭教育に関わる
講座の開設、家庭環
境や育児など家庭
教育を題材とした講
座を行い、家庭の教
育力を向上させる。

○

子どもの成長について理解を
深め、子育て中の悩みを共有
し合える状態。

【定員に対する申込率】
100％

定員に対する申込率 ・有効的に事業を進めるた
め、保育園及び小学校など教
育機関の協力の下、子を持
つ保護者が多く参加する保育
参観や学習参観など、各種
行事に合わせて実施する。

・28地区すべての公民館に
おいて、子どもとの接し方や
食育などをテーマに講演会
を実施した。
定員989人に対して申込人数
936人。定員に対する申込率
は94％

△

・子を持つ保護者
に学びの機会を提
供できたほか、祖
父母世代からの参
加もあり、地域で
の家庭教育に対
する意識と知識を
高めることができ
た。
・今後も継続して
開催していく。

→

子どもの成長について理解
を深め、子育て中の悩みを
共有し合える状態。

【定員に対する申込率】
　100％ 267

上越市総
合教育プ
ラン

社会教育
課

2 保育園での子育
て家庭への支援

地域の子育ての拠点とし
て、保育の知識・経験等の
専門性をいかした子育て
相談や園開放を行う。

保育園での専門性を
生かした相談等を行
うことで、子育てに対
する不安の軽減や
解消を図る。

相談記録がそれぞれの保育
園に整理され、管理されてい
る状態。

相談記録の内容 ・保育園に通園する園児や地
域の子育てをしている保護者
を対象に、子育て相談を行
う。

・保育園において、保護者か
らの子育て相談を受け付け、
対応した。
【相談受付回数】
　2,378回
【相談内容記録件数】
　2,378回

※すべて記録あり

○

・相談内容を記録
する。必要に応じ
相談記録を確認
し、子育て支援に
活用する。 →

・保育園に通園する園児や
地域の子育てをしている保
護者を対象に、子育て相談
を行う。

- 保育課

3 保育園士雇用事
業

豊かな知識と経験を持つ
地域の人を活用すること
で、園児との世代間交流
等を促進するとともに、保
育現場における保育士の
負担軽減（園舎整備など）
を図る。

保育園士との世代間
交流を通して、児童
の社会性を養う。

すべての保育園に園士が配
置されている状態

配置園数 ・園内での世代間交流や園舎
整備を円滑に行うため、全て
の園において、保育園士を配
置する。

・園内での世代間交流や園
舎整備を円滑に行うため、全
ての園において、保育園士
を配置した。

○公立保育園　41園
○私立保育園　18園
○認定こども園　3園

○

・引き続き、園内で
の世代間交流や
園舎整備を円滑に
行うため、全ての
園において、保育
園士を配置する。

→

・園内での世代間交流や園
舎整備を円滑に行うため、全
ての園において、保育園士
を配置する。 79,409

39,634
保育課

4 保育園地域活動
事業

児童の社会性を養うため、
高齢者等との世代間交流
や異年齢児との交流を行
う保育園に補助金を交付
する。

高齢者等との世代間
交流や異年齢児との
交流により、児童の
社会性を養う。

補助金の有無にかかわらず、
市内すべての保育園で、高齢
者等との世代間交流や異年
齢児との交流が行われている
状態。

事業実施園割合
（実施園／市内保育園
数）

・補助金の有無にかかわら
ず、市内すべての保育園で、
高齢者等との世代間交流や
異年齢児との交流を行う。

・すべての保育園において、
高齢者等との世代間交流や
異年齢児との交流を行い、
児童の社会性の育成を図っ
た。
地域活動事業実施園62園
（公立42、私立等21）

○

・事業実施園割合
（実施園／市内保
育園数）

→

・補助金の有無にかかわら
ず、市内すべての保育園で、
高齢者等との世代間交流や
異年齢児との交流を行う。 3,632

3,849
保育課

5 ファミリーサポー
トセンター運営事
業

育児の援助を受けたい人
（依頼会員）と育児の援助
を行いたい人（提供会員）
との相互援助活動を連
絡、調整を行う。

地域の子育ての相
互援助活動を支援
することにより、仕事
と育児を両立させ、
安心して働くことので
きる環境づくりを推
進する。

○ ○

提供会員数を増やし、依頼会
員のニーズに見合った提供会
員が紹介されている状態。

【提供会員の紹介割合】
100％

依頼会員のニーズに対
する提供会員の紹介割
合

・依頼会員のニーズに見合っ
た提供会員を確保するため、
広報上越に会員募集の記事
を掲載するほか、各種団体等
を対象に説明会を行う。
・提供会員養成講座の未受
講者を減らすため、講座を年
4回開催する。

・各種団体等を対象に説明
会を行った。（年37回）
・提供会員養成講座を年4回
開催した。（延べ参加者数
148人）

【提供会員の紹介割合】
　100%
【会員数（3月末現在）】
　依頼会員　463人
　提供会員　226人
　両方会員　53人
　合計　　　　742人

○

・各種団体等への
説明会や提供会
員養成講座の開
催などにより、提
供会員が前年比
で14人増加した。
・依頼会員のニー
ズに見合った提供
会員を100％調整
した。

→

・依頼会員のニーズに見合っ
た提供会員を確保するた
め、広報上越に会員募集の
記事を掲載するほか、各種
団体等を対象に説明会を行
う。
・提供会員養成講座の未受
講者を減らすため、講座を年
4回開催する。

【提供会員の紹介割合】
　100％

6,701

上越市子
どもの権
利基本計
画

こども課
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（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

目標の評価方法
（何をもって、どのように

評価するか）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

実績
【実績値】

達成状況
（目標に
対する到

達度）

評価・分析等
（来年度に向けた

アプローチ）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

基本
目標

主要
施策

事業区分 № 取　　組 担当課事業概要 目　　的

地域子
ども・

子育て
支援事

業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

6 民生委員・児童
委員・主任児童
委員活動

常に住民の立場に立ち、
子どもに関する相談・支援
を実施する。

多様化・深刻化して
いる子どもたちをめ
ぐる課題について、
研修などを利用し、
理解を深め、次代を
担う子どもたちの健
やかな育ちのため、
児童委員・主任児童
委員活動の一層の
充実を図る。

多様化・深刻化している子ども
たちをめぐる課題について、研
修などを利用し、理解を深め、
次代を担う子どもたちの健や
かな育ちのため、児童委員・
主任児童委員活動の一層の
充実が図られている。

・委員が提出する活動
記録の子どもに関する
相談支援・件数を確認
し、活動が停滞している
委員へ聞き取り等を行
う。
・市民児協連主催の研
修は、委員からアン
ケートを取り、次回研修
の参考とする。
（調査対象：研修出席
者、項目：実施研修に
ついての意見や感想、
次回研修の希望内容
について）

・常に住民の立場に立ち、子
どもに関する相談・支援を実
施する。

下記研修を行うことにより、
委員のスキルアップが図ら
れ、適切な支援を行うことが
できた。
・8/7市民児協連児童部会
（今どきの親子関係とネットト
ラブルの問題について考え
る）…主任児童委員32人出
席
・7/25～26 全国主任児童委
員研修会…主任児童委員2
人出席
・11/22 児童委員活動研修
会…児童委員・主任児童委
員40人出席
・11/27 主任児童委員活動
研修会…主任児童委員7人
出席
・1/22～23 全国児童委員研
究協議会…市民児協連代表
1人出席
・3/11 里親制度についての
講演会…主任児童委員5人
出席

○

・引き続き、研修等
を実施することで、
子どもたちを取り
巻く現状や課題に
ついて理解を深め
る。
・主任児童委員と
児童委員がより一
層連携すること
で、児童福祉課題
に取り組むことが
できる環境づくりに
努める。 →

・子どもたちへの適切な相
談・支援を行うための委員の
スキルアップ研修の実施。
（年６回）

・委員からの活動記録の子
どもに関する相談・支援件数
を確認し、必要に応じて委員
に聞き取り等を行う。

26,874
上越市障
害者福祉
計画

福祉課

４　子どもたちのためのよりよい環境づくり

1 安全教室 保育園、幼稚園、認定こど
も園、小学校に安全教育
指導員を派遣し、犯罪から
自らの身を守るための方
法などを指導する。

犯罪弱者である子ど
もに犯罪の被害に遭
わないための知識を
習得させ、市民生活
の安全安心の確保
を図る。

○

安全教室を実施する幼稚園・
保育園・認定こども園・学校に
対し、指導・助言が行われて
いる状態。

【開催回数】
幼稚園・保育園・認定こども
園：36園（2年で全園実施）
小学校：申込のあった学校に
対し100％実施

開催回数の集計 ・親子防犯・交通安全教室を
実施する。
・希望する幼稚園及び保育園
に対し、交通安全教室を実施
する。
・希望する小学校に対し、低
学年を対象とした防犯教室を
実施する。

・幼稚園、保育園に対し防犯教
室の開催を周知し、希望園で親
子教室・防犯教室・交通安全教
室を実施した。（延べ69園）
・希望する小学校に対し、1年生
対象の児童防犯教室を実施し
た。（47校）

○

・子どもの安全確保
には、親の日頃から
の指導・監督が重要
であることから、今
後も親子教室を継
続実施する。
・専門性を有する指
導のため、保育園や
幼稚園及び小学校
を対象とした防犯教
室を実施する。

→

・親子防犯・交通安全教室を実
施する。
・希望する保育園、幼稚園に対
し、安全教室を実施する。
・希望する小学校に対し、低学
年を対象とした防犯教室を実施
する。

4,358

上越市み
んなで防
犯安全安
心まちづく
り推進計
画

市民安全
課

2 安全メール 市内で発生した犯罪、災
害、火災、交通事故、その
他（クマ・サル等の出没）
情報をメール配信により情
報提供することにより、被
害の連鎖や拡大を抑止す
る。

市内で発生した犯
罪、災害、交通事故
などの情報を迅速に
提供し、市民の自主
的な防犯・防災活動
を促し、市民の安全
安心の確保を図る。

適時的確な情報発信に努め、
携帯電話会社や児童・生徒の
保護者と連携し、受信者拡大
を図られている状態。

【安全メール登録者数】
6,200件

安全メールの登録件数
の集計

・登録件数を9,500件以上とす
る。(安全安心まちづくり推進
計画掲載事業のため変更不
能。安全安心まちづくり推進
計画は、平成３０年度見直し
を行う予定で、新目標を策定
中である。）
・広報媒体等を活用し登録者
増加に向けた広報活動を行
う。
・情報提供に関しては、必要
な情報を提供し、被害の拡大
防止や注意喚起を行う。

・登録者数の増加に向け、広報
上越への掲載や防犯講話等の
際に周知を実施した。
・登録者数：11,417人

○

・引き続き登録者増
加に向け、様々な機
会を通じ広報を行
う。

→

・登録件数を14000人以上とす
る。
・広報媒体等を活用し登録者増
加に向けた広報活動を行う。
・情報提供に関しては、必要な
情報を提供し、被害の拡大防
止や注意喚起を行う。 500

上越市み
んなで防
犯安全安
心まちづく
り推進計
画

市民安全
課

3 交通安全教室 保育園児・幼稚園児・認定
こども園児及び小・中学生
を対象に、歩行時・自転車
乗車時における交通ルー
ルの基礎や交通事故防止
のための知識などを指導
する。

保育園児・幼稚園
児・認定こども園児
から高齢者まで各年
齢層に応じた交通安
全教育及び啓発活
動を実施し、交通事
故のない安全で安心
なまちづくりを実現す
る。

○

交通安全教室を実施する幼稚
園・保育園・学校に対し、指
導・助言が行われている状
態。

【開催回数】
幼稚園・保育園・認定こども
園：74園
小学校：53校
中学校：24校

開催回数の集計 ・親子防犯・交通安全教室を
実施する。
・希望する幼稚園及び保育園
に対し、交通安全教室を実施
する。
・希望する小・中学校に対し
交通安全教室への講師派
遣、物品貸出を行う。

親子防犯・交通安全教室、
交通安全教室に指導者派
遣、物品貸出を実施した。
３月末現在
幼稚園・保育園・認定こども
園：69園
小学校：48校（延べ56校）
中学校：15校

○

・子どもの安全確
保には親の日ごろ
の指導・管理が重
要であることから、
今後も親子教室を
継続する。
・小、中学校は、引
き続き実施主体が
学校であることを
明確にし、専門性
を要する教育の支
援を行う。

→

・親子防犯・交通安全教室を
実施する。
・希望する幼稚園及び保育
園に対し、交通安全教室を
実施する。
・希望する小・中学校に対し
交通安全教室への講師派
遣、物品貸出を行う。

8,922
第10次上
越市交通
安全計画

市民安全
課
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（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

目標の評価方法
（何をもって、どのように

評価するか）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

実績
【実績値】

達成状況
（目標に
対する到

達度）

評価・分析等
（来年度に向けた

アプローチ）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

基本
目標

主要
施策

事業区分 № 取　　組 担当課事業概要 目　　的

地域子
ども・

子育て
支援事

業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

H31年度における目標 Ｈ30年度 Ｈ31年度

4 街灯整備事業 夜間における歩行者の安
全を確保するため、集落
間の通学路等の街灯整備
を行う。

通学路等での交通
の安全及び街頭犯
罪の未然防止を図
り、市民生活の安全
安心を確保する。

集落間の通学路に街灯整備
がされ、既存街灯のLED化が
図られている状態。

【要望等による整備必要か所
の整備割合】
100％
【ＬＥＤ化への変更割合】
100％

・要望に対する対応状
況を確認
・ＬＥＤ化への変更状況

・設置要望に対し要綱に基づ
き適切に対応する。
　①雄志中学校通学路防犯
灯新設工事
　②保倉小学校通学路防犯
灯新設工事
　③板倉中学校通学路防犯
灯新設工事（板倉区）
・市が管理する防犯灯の維持
管理を確実に対応する。

・設置要望に対し要綱に基づ
き適切に設置した。
　①東中島防犯灯新設工事
　②上真砂他地内防犯灯新
設工事
　③有田小学校通学路防犯
灯新設工事
　④本道地内防犯灯新設工
事
　⑤宮嶋小学校防犯灯新設
工事（板倉区）
　⑥黒井駅前防犯灯新設工
事（頸城区）
・市が管理する防犯灯の維
持管理に努めた。

○

・集落間の通学路
における防犯灯の
維持管理につい
て、確実に対応す
る。

→

要望等による整備必要か所
の整備割合100％
・設置要望に対し要綱に基
づき適切に対応する。
　①南本町小学校通学路防
犯灯新設工事
　②中郷小学校通学路防犯
灯新設工事（中郷区）
　③浦川原中、針小、牧小、
柿崎中学校通学路防犯灯新
設工事

ＬＥＤ化への変更割合100％
・市が管理する防犯灯の維
持管理を確実に対応する。

113,769

上越市み
んなで防
犯安全安
心まちづく
り推進計
画

市民安全
課

5 子育てバリアフ
リー設備の充実

子育て中の親とその子ど
もの利用に配慮した設備
やサービスを備える施設
を認定する。

バリアフリー施設を
市が認定し、その周
知を行うことで、地域
における子育て支援
の意識の高揚を図る
とともに、子育てしや
すい環境の整備を
推進する。

新規認定施設数を増やし、地
域における子育て支援の意識
の高揚が図られ、子育てしや
すい環境が整備されている状
態。

【新規認定施設数】
25施設以上（Ｈ26年度比）

新規認定施設数 ・認定要件に該当する施設を
訪問し、募集を行う。・広報上
越に認定施設の募集記事を
掲載する。

・広報上越に認定施設の募
集記事を掲載した。

【新規協賛店舗数】
　1施設
（参考）
　H27：2施設
　H28：3施設
　H29：17施設
　（4か年合計：23施設）

○

・引き続き、申請依
頼を行う。

→ ・広報上越に認定施設の募
集記事を掲載する。

【新規協賛店舗数】
　2施設 － こども課

追 6 110番協力車制
度

地域住民の協力による自
主的な防犯活動の一環と
して、趣旨に賛同する方の
車両に「110ばん協力車」
のステッカーを貼り付けて
もらい、車両運行中に不審
者又は助けを求める子ど
もを発見した場合に、警察
その他関係機関への通報
及び子どもの保護活動を
行う。

市民ぐるみで、犯罪
の抑止と防犯意識の
啓発を図り、犯罪の
ない安全で安心なま
ちづくりを実現する。

「110ばん協力車」の趣旨賛同
者の増加に向けた取り組みが
継続されている状態。

「110ばん協力車」のス
テッカー発行状況によ
り取り組み状況を確認

・登録台数の増加に向け、広
報活動を実施する。

・登録台数の増加に向け、広
報上越への掲載や防犯指導
の際に周知、庁用車への協
力依頼を実施した。
・新規登録台数：　156台
・累計登録台数：5,334台

○

・広報上越、防犯講
話での広報活動を
実施するとともに市
所有の庁用車に対
し,協力依頼をしたこ
とで増加となった。
更なる広報活動を
実施する。

→

・登録台数の増加に向け、広
報活動を実施する。
・累計登録台数を５４８０台と
する。

－

上越市み
んなで防
犯安全安
心まちづく
り推進計
画

市民安全
課
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上越市第2期子どもの権利基本計画事業進捗管理表

１　子どもの権利を大切にする意識づくり

１　子どもの権利の知識の普及と意識の啓発 【評価指標】子どもの権利条例の認知度（大人）　24％⇒44％

【評価指標】子どもの権利の内容の認知度（大人）　21％⇒44％

【評価指標】「えがお」の学習を知っている保護者の割合　16％⇒58％
1 子どもの権利チラシの配布 子どもの権利の普及・啓発のた

め、子育てをしている人向け、子
どもに関わる人向け、一般市民向
けの3種類のチラシを様々な機会
を捉えて配布する。

市民の子どもの権利に対する意
識と知識を高める。

チラシ配布枚数 ・子育てをしている人向け
＝7,200枚／年
・子どもに関わる人向け
＝1,160枚／年
・一般向け
＝平成24年度に全戸配布

・子育てをしている人向け
＝7,200枚／年
・子どもに関わる人向け
＝2,300枚／年
・一般向け
＝計画期間中に1回全戸
配布

啓発チラシをより多くの人に配布して
いくことで、市民全体の子どもの権利
を大切にする意識を高める。

・子育てをしている人向けの
チラシは各種保健事業を通
じて、子どもに関わる人向け
及び一般向けのチラシは各
種会合などの機会を捉え配
布する。

・保健事業や講座等の機会を捉
え、チラシを配布した。

【子育てをしている人・子どもに関
わる人向け】
　9,000枚配布
【一般向け】
　200枚配布
（一般向けは、平成27年度に全
戸配布実施済）

○

保健事業や講座等
の機会を捉え、チラ
シを配布して市民の
「子どもの権利」に対
する意識と知識を高
めることができた。

→

・子育てをしている人向
けのチラシは各種保健
事業を通じて、子どもに
関わる人向け及び一般
向けのチラシは各種会
合などの機会を捉え配
布する。

【子育てをしている人・
子どもに関わる人向け】
　7,000枚配布
【一般向け】
　200枚配布

0
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

2 追 広報紙、ホームページへの
掲載

市の広報紙やホームページなど、
各種情報提供媒体を活用し、子
どもの権利ついての啓発活動を
行う。

市民の子どもの権利に対する意
識と知識を高める。

広報紙に子どもの権利に
関する記事を掲載

なし 年1回 広報紙に子どもの権利に関する記事
を掲載し、広く市民の目に触れること
で、子どもの権利に関する認知を高め
る。

・市の広報媒体を利用し、子
どもの権利についての啓発
活動を進める。

・ホームページやFMを活用し、子
どもの権利についての広報啓発
を行った。

【広報誌掲載回数】
　年1回…11月1日号巻頭特集
記事　子どもの教育について考え
てみませんか」において、上越市
子どもの権利に関する条例の取
組みを掲載
【ラジオ】
　1回出演…11月12日ＦＭ-Ｊに
おいて、子どもの権利に関する取
組について紹介した。

○

・広報紙やラジオを
活用し、子どもの権
利についての広報啓
発をすることができ
た。

→

・引き続き、広報紙への
掲載やラジオ出演を通
じて、子どもの権利につ
いての啓発活動を取り
組む。

【広報誌掲載回数】
　年1回
【ラジオ出演回数】
　年1回

0
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

3 追 拡 子どもの権利講座の開催 子どもの権利チラシを活用して、
子どもとかかわりを持つ大人（組
織・団体）向けの「子どもの権利講
座」を開催する。

子どもと関わりのある大人が、子
どもたちをめぐる課題の認識を持
つとともに、子どもの権利につい
ての理解と知識を深める。

講座の開催回数 年3回 年5回 5年間で23地区すべての民生・児童委
員地区協議会で講座を実施する。
（平成26年度末時点で4地区実施済）

・保育園、小・中学校のPTA
宛に、講座案内を行う。ま
た、民生・児童委員地区協
議会へ開催案内を行う。

・子どもの権利に関する講座を7
回実施した。

【講座回数】
・小学校ＰＴＡ…2校
・民生・児童委員地区協議会…
5地区 ○

・H29で実施した保
育園保護者会での
講座が今年度は申
し込みがなかった。
・小学校での実施は
H29が1校、H30が2
校であった。
・民生・児童委員地
区協議会での講座
はH29と同数実施す
ることができた。

→

・保育園、市立小中学
校のPTA宛に、講座案
内を行う。また、民生・
児童委員地区協議会
へ開催案内を行う。

【講座回数】
　地域講座5回

158
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

4 追 拡 子どもの権利学習の周知 小学校と中学校の授業で子ども
の成長に応じて学ぶ「子どもの権
利学習」の学習結果を家庭に持ち
帰り、子どもと保護者が子どもの
権利について話し合う取り組みを
行う。

保護者の子どもの権利に対する
理解を深める。

「えがお」の学習結果を
家庭に持ち帰り、子ども
と保護者が子どもの権利
について話し合う取組

実施(平成26年度～） 継続実施 継続した取組みにより、保護者の子ど
もの権利学習の認知を高めるととも
に、子どもの権利に対する理解を深め
る。

・小中学校9年間の義務教
育期間を通じて「えがお」に
よる子どもの権利学習を行
い、学習結果を家に持ち帰
ることで、家庭における子ど
もの権利学習の認知を高め
ていく。

・11月～12月にかけて、市立小
中学校全学年において「えがお」
での学習結果を家庭に持ち帰り、
子どもと保護者が子どもの権利に
ついて話し合う取組を促した。

【えがおの結果、持帰り】
　年1回

○

・学習結果を家庭で
共有することで、子
どもの権利につい
て、保護者の認知や
理解を深める一助と
なった。

→

・義務教育期間を通じ
て「えがお」による子ども
の権利学習を行い、学
習結果を家庭内で共有
してもらうえるよう促し、
保護者を含めて子ども
の権利についての認知
や理解を深めていく。

【えがおの結果、持帰
り】
　年1回

0
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

5 人権都市宣言の啓発 平成20年12月18日に行った人権
都市宣言について、市民に広く周
知・発信する。

市民及び企業等の人権意識を向
上させる。

広報紙等の様々な媒体
を利用して、人権都市宣
言の周知を図る記事を掲
載

年3回
・広報紙1回
・町内回覧板での広告
・ＨＰ掲載

年3回 目標を達成することで、市民が人権都
市宣言の趣旨を理解し、人権感覚の
向上が見込まれる。

・これまで同様、広報上越や
市ホームページへの掲載、
FM上越での啓発のほか、機
会を捉えて市民等に啓発
リーフレットを配布し、啓発し
ていく。

・広報上越12月1日号や市ホー
ムページへの掲載、FM上越での
啓発（12月3日実施）のほか、人
権・同和問題に関する市民セミ
ナーや企業研修会の参加者に
啓発リーフレットを配布するなど、
人権都市宣言について市民に周
知した。

○

・地道な取組ではあ
るが、市民及び企業
等の人権意識の向
上を図るため、あら
ゆる媒体や機会を捉
えて、今後も人権都
市宣言を啓発してい
く必要がある。

→

・これまで同様、広報上
越や市ホームページへ
の掲載、FM上越での啓
発のほか、機会を捉え
て市民等に啓発リーフ
レットを配布し、啓発す
る。

【発信回数】
　年3回

0
第4次人権
総合計画

共生まち
づくり課

6 拡 地域人権懇談会 人権総合計画に基づき、13区在
住の市民が、同和問題に対する
正しい認識を持ち、併せて「女
性」、「子ども」、「障害者」、「外国
人」など様々な人権問題について
の理解を深めるための懇談会を
実施する。

人権・同和問題についての関心や
理解を、地域間の格差が生じない
よう、市民全体に深めていく。

各区単位で開催する地
域人権懇談会の実施回
数及び参加者数

年2回・52人 年2回・60人
（13区を7年で一巡）

目標を達成することで、人権問題につ
いての、市内の各地域における意識
格差が解消され、市全体の人権感覚
の向上が見込まれる。

・新たに町内会長ハンドブッ
クで事業を紹介するととも
に、引き続き、民生委員・児
童委員協議会や人権擁護
委員協議会などに対して、
開催を促すチラシを配布し、
事業を紹介していく。

・板倉区・浦川原区の民生委員
児童委員協議会や大島区の自
主防災組織、民間事業所で開
催（8回、221人）し、同和問題を
はじめ、女性や子ども、高齢者な
どの人権問題について、参加者
から理解を深めてもらうことができ
た。

○

・地域での開催実績
が増えており、またア
ンケートによる参加
者の満足度も高いこ
とから、着実に市民
の人権意識の向上
につながっていると
考える。

→

・引き続き、開催を希望
する町内会や団体等の
事業や会議に合わせ、
人権啓発ＤＶＤを上映
し、参加者の人権問題
に対する理解を深め
る。

【実施回数】
　年5回

0
第4次人権
総合計画

共生まち
づくり課

7 人権に関する講話会等への
講師の派遣

人権問題に対する市民の正しい
理解と認識を深め、差別意識の
払拭を図るため、第3次人権総合
計画に基づき、3か年計画で市内
全小学校区において講話会を開
催する。

人権問題に対する市民の正しい
理解と認識を深め、差別意識の
払拭を図るため、第3次人権総合
計画に基づき、3か年計画で市内
全小学校区において講話会を開
催する。

１年間の小学校区におけ
る講話会の開催数

年17回 年17～18回（市内52小学
校区を3年で一巡）

講話会を3か年で市内全小学校区を
一巡することを継続することから１年
17～18回としたもの。

・人権に関する講話会を継
続して開催し、人権問題に
対する市民の正しい理解と
認識を深める。市内17小学
校区で「人権を考える講話
会」を開催する。

・計画どおり17校で開催し、585
人が参加した。

○

・開催小学校区で、
地域青少年育成会
議等の地域団体か
ら協力を得ることに
より、地域住民から
も参加してもらうこと
ができた。今後も継
続して開催していく。

→

・人権に関する講話会
を継続して開催し、人
権問題に対する市民の
正しい理解と認識を深
める。市内17小学校区
で「人権を考える講話
会」を開催する。

0

上越市総合
教育プラン
第三次人権
総合計画

社会教育
課

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

Ｈ31年度

担当課

基本
目標

実施目標
基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

実施目標設定の意図
（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ30年度実績

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的 実績
【実績値】指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値
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目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

Ｈ31年度

担当課

基本
目標

実施目標
基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

実施目標設定の意図
（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ30年度実績

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的 実績
【実績値】指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

8 人権に関する図書・ビデオの
周知及び貸し出し

同和問題をはじめとする人権問
題に対する市民の正しい理解と
認識を深め、差別意識の払拭を
図るため、人権に関する図書及び
ビデオの貸出を行う。

同和問題をはじめとする人権問題
に対する市民の正しい理解と認識
を深め、差別意識の払拭を図るた
め、人権に関する図書及びビデオ
の貸出を行う。

図書及びビデオの貸出
件数
周知の方法

年22件
(ビデオ4件、図書18冊)

年40件 過去5年間の実績から計算した貸出回
数を目標として設定したもの。市民の
正しい理解と認識を深めるために、一
人でも多くの方から利用いただく。

・人権に関する図書等の貸
出を通じて、同和問題をはじ
めとする人権問題に対する
市民の正しい理解と認識を
深め、差別意識の払拭を図
る。
・ホームページ、現地学習会
で事業の一層の周知を行
い、利用増加に努める。

・人権に関する図書等の貸出を
通じて、同和問題をはじめとする
人権問題に対する市民の正しい
理解と認識を深め、差別意識の
払拭を図る。
・ホームページ、現地学習会で
事業の一層の周知を行い、利用
増加に努める。

○

・当課で所蔵してい
るビデオの貸出は少
なかったものの、視
聴覚ライブラリーが
所蔵するDVD等の
貸出が昨年度よりも
35件増であった。今
後は、DVD啓発映像
教材の紹介も検討し
ていく。

→

・人権に関する図書等
の貸出を通じて、同和
問題をはじめとする人
権問題に対する市民の
正しい理解と認識を深
め、差別意識の払拭を
図る。
・ホームページ、現地
学習会で事業の一層の
周知を行い、利用増加
に努める。
【貸出件数】
　年40件

30

上越市総合
教育プラン
第三次人権
総合計画

社会教育
課

２　子どもの権利の教育と学習の推進 【評価指標】子どもの権利条例の認知度（子ども）　31％⇒51％

【評価指標】子どもの権利の内容の認知度（子ども）　39％⇒62％

【評価指標】「えがお」の学習が役に立っていると感じる子どもの割合　43％⇒72％

1 拡 子どもの権利学習の実施 子どもの権利学習教材「えがお」
を使用した子どもの権利学習を市
内の公立全小中学校の授業に取
り入れて実施する。

子どもの権利について、子ども自
身が正しい知識を持ち、権利を尊
重する意識と行動を身につける。

小・中学校すべての学年
で「えがお」を使用した子
どもの権利学習を実施

小学校＝全学年で実施
中学校＝1年生のみ実施

小学校＝全学年で実施
中学校＝全学年で実施

小中学校すべての学年において、子
どもの権利に関する授業を継続して実
施することで、子ども自身の子どもの
権利の認識を深めることができる。

・市立の全小中学校におい
て子どもの権利学習テキスト
「えがお」を用いた権利学習
を実施する。これまでと同
様、学習結果を家庭に持ち
帰ることで、家庭における子
どもの権利学習の認知を高
めていく。

（これまで中学校1年生まで
の7年間だった「えがお」によ
る子どもの権利学習を、平
成29年度からは中学校3年
生までの9年間行うこととし
た。今後も継続して実施す
る）

（再掲）
・11月～12月にかけて、市立小
中学校全学年において「えがお」
での学習ができるよう、資料を小
中学校に配布した。

【えがおの学習】
　年1回…小中学校全学年で実
施

○

・義務教育9年間を
通じて子どもの権利
学習を継続して行う
ことで、子ども自身が
子どもの権利に関す
る認知を高める取組
ができている。 →

・市立小中学校におい
て子どもの権利学習テ
キスト「えがお」を用いた
権利学習を実施する。

【えがおの学習】
　年1回…小中学校全
学年で実施

0
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

2 保育関係職員（児童福祉施
設含む）に対する研修

子どもの権利に配慮した対応、虐
待・いじめの早期発見など、職員
の資質向上のための研修を実施
する。

子どもの権利に配慮した対応、虐
待・いじめの早期発見など、子ど
もと関わりが深い保育関係職員
（児童福祉施設含む）の資質向上
を図るとともに、保育関係職員全
体の子どもの権利に関する理解
を深める。

研修会参加者数 各保育園（施設）1人以上 各保育園（施設）1人以上 毎年、全保育園の職員1人以上（5年
間で約320人）が研修に参加すること
で、保育職員全体の子どもの権利に
関する理解を深めていく。

・年度の早いうちに実施し、
各園等において年間を通し
継続的にすべての職員が子
どもの権利に配慮した対応
ができるようにする。

・5月30日に「子どもの権利に関
する職員研修会」実施（1-2-4
市職員に対する研修と同時実
施）
・講師：上越教育大学准教授
吉澤千夏様「子どもの権利は誰
のもの？」
　■保育関係職員51人
　■市関係課職員23人
・市内すべての保育園、幼稚
園、認定こども園、公立・市立子
育てひろばに周知したが園行事
等の都合により欠席者もあった。

【保育園等の参加】
　51/71施設

○

・研修結果を各園、
課等へ持ち帰り、職
場内で共有を図るこ
とで職員全体の子ど
もの権利に関する理
解を深めることがで
きた。

→

・6月21日に実施し、各
園等において年間を通
し継続的にすべての職
員が子どもの権利に配
慮した対応ができるよう
にする。
・市内すべての保育
園、幼稚園、認定こども
園、公立・市立子育て
ひろばに周知し参加を
促す。

【保育園等の参加】
　68/68施設

16
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

3 教職員に対する研修 子どもの権利に配慮した対応、虐
待・いじめの早期発見など、職員
の資質向上のための研修を実施
する。

子どもの権利に配慮した対応、虐
待・いじめの早期発見など、子ど
もと関わりが深い学校教職員の
資質向上を図るとともに、学校教
職員全体の子どもの権利に関す
る理解を深める。

研修会参加者数 市内公立小中学校1人
（74人）以上

市内公立小中学校1人以
上

毎年、全小中学校の教員1人以上（5
年間で約370人）が研修に参加するこ
とで、学校教職員全体の子どもの権利
に関する理解を深めていく。

・今日、LGBTなど「性的マイ
ノリティ」の子どもへの理解と
対応が急務である。「上越市
子どもの権利条例」に掲げら
れている「自信を持って生き
る権利」に則り、多様性を尊
重した一人一人を認め合う
学校づくりにつながる研修を
実施する。

・「子どもの権利研修会」（悉皆研
修）を開催し小中学校悉皆研修
68人参加。「上越市子どもの権
利条例」に掲げられている「自信
を持って生きる権利」に則り、「子
どもたちの一人一人の理解のた
めに～LGBTについて学ぶ」と題
した講演会を実施した。
.・人権教育強調週間において
「えがお」を活用した授業実践を
72校で実施した。

○

・子どもを取り巻く今
日的な課題・問題に
正対する研修を行っ
ていく必要がある。
・「えがお」を用いた
取組を継続してい
く。

→

・今日、LGBTなど「性
的マイノリティ」の子ども
への理解と対応が急務
である。「上越市子ども
の権利条例」に掲げら
れている「自信を持って
生きる権利」に則り、多
様性を尊重し、子どもた
ち一人一人が「自信を
もって生きる」ことができ
る学校づくりに、向けて
「性」と「生」を考える研
修を市内公立小中学
校1人以上参加で実施
する。

15

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

学校教育
課（教育セ
ンター）

4 市職員に対する研修 子どもの権利に配慮した対応、各
施策への反映など、子どもと関わ
りの深い仕事に従事している職員
に対し、資質向上のための研修を
実施する。

子どもの権利に配慮した対応、各
施策への反映など、子どもと関わ
りが深い関係課職員の資質向上
を図るとともに、市職員全体の子
どもの権利に関する理解を深め
る。

研修会参加者 各関係課から1人 各関係課から1人 各関係課の参加職員が課の職員に周
知を図ることで、市職員全体の子ども
の権利に関する理解を深めていく。

(再掲）
・年度の早いうちに実施し、
各園等において年間を通し
継続的にすべての職員が子
どもの権利に配慮した対応
ができるようにする。

（再掲）
・5月30日に「子どもの権利に関
する職員研修会」実施（1-2-4
市職員に対する研修と同時実
施）
・講師：上越教育大学准教授
吉澤千夏様「子どもの権利は誰
のもの？」
　■保育関係職員51人
　■市関係課職員23人

【関係課から参加】
　13/13課

○

（再掲）
・研修結果を各園、
課等へ持ち帰り、職
場内で共有を図るこ
とで職員全体の子ど
もの権利に関する理
解を深めることがで
きた。

→

(再掲）
・6月21日に実施し、各
園等において年間を通
し継続的にすべての職
員が子どもの権利に配
慮した対応ができるよう
にする。

【関係課から参加】
　13/13課

（再掲）16 こども課

5 上越市学校同和教育推進協
議会による取組

部落差別をなくし、真に人権尊重
の社会を実現するために、同和
教育に関する研究協議を行い、
上越市立幼稚園、小学校、中学
校の同和教育推進に資する取組
を行う。

・市教委学校訪問での指導（年1
回、すべての学校を訪問）
・各校における年間指導計画の
改善（副読本と手引きの活用）等

・部落差別を無くし、真に人権尊
重の社会を実現するために、同和
教育に関する研究協議を行い、上
越市立幼稚園、小学校、中学校
における同和教育の推進に資す
る取組を行う。
次の、研究協議を行う。
（１）研修、啓発活動推進に関する
事項
（２）情報の提供・交換に関する事
項
（３）その他必要な事項

年間指導計画の改善・研
修授業の実施校数

市内公立全小中学校（74
校）

市内公立全小中学校 人権教育、同和教育を着実に進める
ために、各校における研究授業や実
践に基づく年間指導計画の見直しと改
善が必要であるため。

・平成30年度市学校教育重
点説明会において、目指す
「人権教育、同和教育」をす
べての小中学校に明確に伝
達する。
・人権教育、同和教育に係
る授業について「同和教育
研究指定地区」の指定校で
の共同参観授業公開。

・市教委による授業改善訪問で
72校すべてを訪問。「同和教育
研究指定地区」の指定校４中学
校区20校では共同参観で授業
公開を行った。
・上越市学校同和教育推進協
議会主催の現地学習会(名立・
能生・糸魚川地域）を実施した
り、各種研修会への積極的な参
加を促した。
・「学校同和教育研修資料(その
38)」の刊行した。

○

・授業改善訪問等を
通じて人権教育、同
和教育の推進を図
る。

→

・平成31年度市学校教
育重点説明会におい
て、目指す「人権教育、
同和教育」をすべての
小中学校に明確に伝達
する。
・人権教育、同和教育
に係る授業について「同
和教育研究指定地区」
の指定校での共同参観
授業公開。

990
上越市人権
総合計画

学校教育
課
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目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

Ｈ31年度

担当課

基本
目標

実施目標
基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

実施目標設定の意図
（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ30年度実績

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的 実績
【実績値】指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

6 同和教育研究指定地区制度
による同和教育の取組

同和教育研究指定地区制度に基
づき、順次中学校区単位で地区
を指定し、実践調査研究や各種
資料の作成等により、人権教育に
関する指導方法・内容についての
研修を充実させる。

同和教育研究指定地区制度に基
づいて、順次中学校区単位で地
区を指定し、実践調査研究や各
種資料の作成等により、人権教育
に関する指導方法・内容について
の研修を充実させるため。

実施中学校区数 毎年3～4中学校区を指定 5年間で新たに16中学校
区を指定（7年間で全中学
校区を指定）

7年間で全中学校区を指定することに
よって、市内すべての子どもが小中学
校に通う間に指定研究の取組の対象
とする。

・「地区指定」2年目の安塚
中・三和中学校区、春日中
学校区、1年目の中郷中・板
倉中学校区、城北中学校に
よる研究推進
・成果発表研修会の実施。
・「学校同和教育研修資料
(その38）」の刊行。

・「同和教研究指定地区制度」2
年目の三和中学校区及び春日
中学校区、同指定地区1年目の
中郷中・板倉中学校区及び城北
中学校区による研究を推進し
た。
・成果発表研修会（H31年2月13
日)に121名が参加、成果を「学
校同和教育研修資料(その38)」
として集大成し刊行した。

○

・「同和教育研究指
定地区制度」による
同和教育の推進。

→

・「同和教研究指定地
区制度」2年目の中郷
中・板倉中学校区及び
城北中学校、指定地区
1年目の名立中学校
区・潮陵中学校区及び
城東中学校による研究
推進する。（市内全中
学校指定について、今
年度をもって2巡目が
終了する予定）
・成果発表研修会の実
施。
・「学校同和教育研修
資料(その39）」の刊
行。

990

上越市総合
教育プラン
上越市人権
総合計画

学校教育
課

7 学校における人権教育への
支援

学校における人権教育を支援す
るため、学校教育重点説明会、転
入・新規採用職員説明会等にお
いて、人権教育への指導を行うほ
か、教育センターが実施するカウ
ンセリング技能向上のための研
修を充実する。また、人権問題に
関する研究会への参加を奨励す
るなど、情報提供に努める。

学校における人権教育の推進の
ため、教師自身の意識を高め人
権感覚を磨く研修会の開催や、研
究会についての情報提供が必要
であるため。

研修会等参加者数 市内公立小中学校1人
（74人）以上

市内公立小中学校1人以
上

研修内容を各校に持ち帰り実践に生
かす。

教職員のニーズに応えて、
教育相談や学級経営に活用
できる研修内容を計画する。
夏期研修3講座、冬期研修3
講座を予定する。

・センター主催カウンセリング研
修：夏期研修3講座98 人受講。
冬期研修3講座174人受講。
・受講者アンケート「学校ですぐに
役立つ内容であった」における肯
定的評価は、夏期講座、冬期講
座ともに99％であった。

○

・教育相談、特別支
援教育各2回、学級
経営、生徒指導各1
回と学校現場のニー
ズに応える6講座を
開設、高い評価を得
た。演習やロールプ
レイ等も取り入れ、
体験を通して学ぶこ
とができたと好評で
あった。
・発達障害、カウン
セリング、SST、不登
校の講座へのニー
ズが高いことを踏ま
え、講座の設定を工
夫する。

→

教職員のニーズに応え
て、教育相談や学級経
営に活用できる研修内
容を計画する。夏期研
修3講座、冬期研修3
講座を予定する。

325
上越市総合
教育プラン

学校教育
課

２　子どもの権利を大切にできる環境づくり

３　子どもが健やかに成長するための取組の推進

1 ボランティアだよりキッズの
作成・配布

子どもたちの社会参加の意欲を
高めるため、小・中学生を対象に
ボランティアに関する情報を提供
する。

子どもの社会参加意欲を向上さ
せるとともに、自ら責任を持って行
動するというボランティア本来の
意義の浸透を図る。

子どもボランティア活動
に関する効果的な情報発
信回数

年1回 年1回 ボランティアの意義や大切さを伝え、
参加を促すことにより、市民が主役の
まちづくりの推進に寄与する。

・7月の「ボランティアだより
キッズ」に掲載可能なイベン
トの情報収集・掲載数の追
加を行い、参加者数の増加
を図る。

・ボランティアの理解を深めるた
め、夏休み前の７月に、「ボラン
ティアだよりキッズ」を市内の小・
中学生に配布した。たよりを見て
65人が掲載したボランティア・イ
ベントに参加した。
・市民活動団体が参加するイベ
ント会場で、来場した小・中学生
に対し、体験ボランティアの情報
発信を行った。

○

・ボランティア・イベ
ント参加者数がH29
年度の10人から大
幅に増加した。「ボラ
ンティアだよりキッ
ズ」に掲載したイベン
ト数のの増加に起因
したものと考えられる
が、引き続き参加者
数の増加を図る必
要がある。

→

・7月の「ボランティアだ
よりキッズ」に掲載可能
なイベントの情報収集・
掲載数の追加を行い、
参加者数の増加を図
る。 143

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

共生まち
づくり課

2 追 学校運営協議会制度（コミュ
ニティ・スクール）の推進

市立の全小中学校をコミュニティ・
スクールに指定し、校長、教職
員、保護者、地域住民、学識経験
者などで構成する「学校運営協議
会」を設置する。協議会では、学
校運営の基本方針の承認、教育
活動に関する意見交換、学校評
価などを行い、地域とともにある
学校づくりを進める。

コミュニティ・スクールの実施によ
り、学校、家庭、地域がそれぞれ
の教育を充実するとともに、連携
して教育を推進する。

・年度末に取りまとめる
各学校運営協議会の取
組情報
・学校運営協議会代表者
懇談会等の情報交換会

すべての公立小中学校で
実施

すべての公立小中学校で
実施

学校運営協議会の運営により、学校
が家庭や地域と連携して子どもをより
よく育てることができる環境づくりを進
める。

・学校運営協議会での「熟
議」の充実を図る研修を設
定するとともに、学校運営協
議会委員の自主性・主体性
を高める視点から、今後のコ
ミュニティ・スクールの在り方
について、研修や情報交換
を進めながら明らかにしてい
く。

・すべての公立小中学校で取組
を実施した。
・9 月に学校運営協議会代表者
懇談会を開催し、「自立した地域
を目指して」をテーマに研修を
行った。また、文部科学省から講
師を招いて国の施策説明や学校
と地域の役割分担の取り組み例
等を学んだ。
・地域が主体となりながら、地域
と学校が協働しながら活動してい
る実践発表を行ったほか、校種
や学校規模を考慮したグループ
別の情報交換を行った。

○

・学校運営協議会
制度を導入して7年
が経過し、教育課題
の解決や地域との実
働・協働が進み、取
り組みが充実してき
た。（アンケート結果
肯定的評価99％）
・委員の主体性が発
揮されているかにつ
いては上記の評価に
比べてやや低いた
め、会の運営方法の
工夫や研修で学ん
だことが実践できる
ような研修内容にし
ていく。

→

・学校運営協議会での
「熟議」の充実を図る研
修を設定するとともに、
学校運営協議会委員
の主体性や参画意識を
高める視点から、今後
のコミュニティ・スクール
の在り方について、研修
や情報交換を進めなが
ら明らかにしていく。これ
を、すべての公立小・中
学校で実施する。

5,074

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
もの権利基
本計画

学校教育
課

3 職場体験等の実施 地域社会への参加、社会性や望
ましい勤労観、職業観を育む学習
の一環として中学2年生を対象に
職場体験、地域の見学等を行う。

職場体験 の受入れ体制など教育
条件の整備・充実を図り、キャリア
教育の一環としての職場体験を
通して、望ましい勤労観、職業観
を育み、働くことの意義や自分の
将来を明確に考えることができる
生徒を育てる。

ゆめチャレンジ事業で職
場体験を実施

すべての中学校の2年生
が5日間
※文部科学省が職場体験
充実のポイントとして「体
験の5日間の実施」として
いる。

すべての中学校の2年生
が5日間
※文部科学省が職場体験
充実のポイントとして「体
験の5日間の実施」として
いる。

地域社会への参加体験を行うことで、
子ども自身の社会性や望ましい勤労
観、職業観を養う。

・産業振興課と連携し、各中
学校区を中心にした新規事
業所開拓を進めていく。
・担当者研修会、受入れ事
業所説明会において、事前
事後指導や体験内容につい
て情報交換・情報提供する
場を設け、活動の充実を図
る。

・上越市キャリア・スタート・ウィー
ク実行委員会を中核に、推進部
会や担当者研修会、受入れ事
業所説明会を実施し、活動の意
義、事前事後指導の在り方につ
いて確認と共通理解を図った。
・受入れ応諾558事業所のうち、
520事業所で全22校の中学校2
年生1,548人が5日間の職場体
験を実施した。

○

・受入れ事業所が減
少傾向にあるため、
新規事業所開拓を
進めていく必要があ
る。
・学校により職場体
験の成果に差が見
受けられるため、担
当者研修会や受入
れ事業所説明会の
内容を工夫する必
要がある。

→

・産業政策課と連携し、
各中学校区を中心にし
た新規事業所開拓を
進めていく。
・担当者研修会、受入
れ事業所説明会におい
て、事前事後指導や体
験内容について情報交
換・情報提供する場を
設け、活動の充実を図
る。

710

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

学校教育
課

4 謙信ＫＩＤＳプロジェクト 各種体験活動を通して、児童・生
徒の育成を図る。

体験活動への参加を通じて、様々
なことに関心を持つ児童・生徒を
育成する。（成人者に対して実施
している自発的に行動できる人材
の育成事業への参加につなげて
いく。）

・募集定員に対する申込
率
・参加者の事業終了後の
自己目標達成度

・募集人数に対する申込
率
1,233人（申込件数）／864
人(募集定員)≒143％

※他の2項目については
平成27年度から把握する
ため、今後目標とする基
準値を設定する。

毎年の募集人数に対する
申込率が上回っているこ
と。

※他の2項目については
平成27年度から把握する
ため、今後目標とする基
準値を設定する。

・児童が興味を持つ内容の体験活動
が提供できているのかどうかを図る目
安として、募集定員に対する申込率と
したもの。
・体験活動への参加を通じて「自己目
標の達成度」をアンケートを通じて確
認し、事業の実効性を図る。

・各講座において、なるべく
多くの児童が参加できるよう
講座数の改廃を行うととも
に、上越市との関係性をより
強調できるよう内容を検討し
て実施する。

・定員に対する申込率≒210％
（申込人数1,256人／定員597
人）
・アンケート回答者のうち、自己
目標達成度98％、講座に参加し
た満足度99％、上越市への興
味度93％

○

・地域の特色につい
て、より深く理解でき
るような学びの機会
を提供し、取組を継
続する。
・未来を支える人づく
りのために必要とな
る取組を検討する必
要がある。

→

・講座編成の見直しを
行い、一部の講座を廃
止するとともに、急速に
進む情報化社会に対
応するため、上越教育
大学と連携した講座を
新規に開設する。
【定員に対する申込率】
　100％

2,848

・上越市総
合教育プラ
ン
・上越市子
ども・子育て
支援事業計
画
・上越市食
育推進実施
計画
・人権総合
計画

社会教育
課

【評価指標】地域の行事などに参加する子どもの割合　75％⇒78％

【評価指標】地域が安全で安心して暮らせると感じる子どもの割合　97％⇒97％以上
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目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

Ｈ31年度

担当課

基本
目標

実施目標
基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

実施目標設定の意図
（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ30年度実績

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的 実績
【実績値】指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

5 学びの輪プロジェクト（すこや
かな暮らし応援事業）

保護者を対象に、家庭環境や育
児など家庭教育を題材とした講座
を行い、家庭の教育力の向上を
図る。

家庭環境や育児など家庭教育を
題材とした講座を行い、家庭の教
育力を向上させる。

定員に対する申込率
100％

定員に対する申込率
100％

定員に対する申込率
100％

子どもの成長について理解を深め、子
育て中の悩みや課題を共有し、自己
の課題解決につなげる。

・有効的に事業を進めるた
め、保育園及び小学校など
教育機関の協力のもと、保
護者が多く参加する保育参
観や学習参観などの各種行
事に合わせて実施する。

・28地区すべての公民館におい
て、子どもとの接し方や食育など
をテーマとした講演会を実施し
た。
・定員989人に対して申込人数
936人。定員に対する申込率は
94％

△

・保護者のほか祖父
母世代からの参加も
あり、地域での家庭
教育に対する意識と
知識を高めることが
できた。今後も継続
して開催していく。

→

・有効的に事業を進め
るため、保育園及び小
学校など教育機関の協
力のもと、保護者が多く
参加する保育参観や学
習参観などの各種行事
に合わせて実施する。
【定員に対する申込率】
　100％

267

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

社会教育
課

6 青少年健全育成センター事
業

街頭指導や環境浄化活動を通し
て、防犯や非行防止の呼びかけ
を行い、青少年の健全育成を推
進する。

青少年の健全育成、非行防止を
図るため、市内を巡回し青少年へ
の声がけによる街頭指導を行う。

青少年健全育成委員が
街頭指導「愛の一声運
動」で、あいさつを含めた
声かけの回（人）数
※内容について、あいさ
つの数は増加に、注意指
導の数が減少することが
望ましい

年間4,983回（人）
注意・指導623回(人)

年間6,000回（人）以上 青少年へ声掛けをすることにより、地
域で見守っている大人がいるという安
心感を持たせ、非行防止につなげるも
ので、例年の目標値を設定したもの。
※回（人）数はあいさつ、注意・指導の
合算で延べ人数。

・街頭指導の充実策としての
「愛の一声運動」8,000人以
上を目標に取り組む。
・困難を抱える若者支援の
啓発及び本人・保護者への
支援活動に積極的に取り組
む。

・街頭指導における育成委員声
掛け回数は延べ11,691回(人)、
注意・指導回数は494回(人)で
あり、愛の一声運動を推進でき
た。
・街頭指導や若者支援のための
研修を実施・参加し、資質の向
上に努めた。年間４回実施し、延
べ参加人数は156人であった。

○

・通常の街頭指導に
加え、青色パトカー
による巡回指導を強
化したため、声かけ
や注意・指導数が増
えた。また、研修の
充実により街頭指導
の意義や役割につ
いての認識が浸透し
つつあり、成果も上
がっている。今後も
研修と実践を継続し
ていく。
・若者育成支援が課
題になっている。研
修や支援活動を通
して、更に取組の推
進を図っていく。

→

・引き続き街頭指導に
よる8,000人以上への
声かけを目標に取り組
む。
・困難を抱える若者支
援のため、相談活動の
充実に努めるとともに、
若者の居場所での支援
や上越市親の会での保
護者支援等に積極的に
取り組む。

2,332
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

社会教育
課

7 地域青少年育成会議
　

中学校区単位で設置されている
青少年育成会議が、地域の青少
年育成に主体的に関わり、学校
等の教育機関と連携し、地域の
総合的な教育力の向上を目指し
て地域の特色を活かした活動を
行う。

「地域の子どもは地域が育てる」こ
とに資する活動を通して、地域の
教育力の向上を図る。

コーディネーターの資質
向上のための研修会実
施数

年4回 年4回 育成会議の活動の中核となるコーディ
ネーターの資質向上により、育成会議
の活発化と地域での教育力の向上が
期待できるため。

・コーディネーターの資質向
上のため、引き続き研修会
（自主開催を含む。）を実施
する。

・計画どおり年4回研修会（うち自
主的開催2回）を実施した。
・7月10日　新任者研修（19人
参加）、10月2日　実務研修会
（自主的：25人参加）
・7月14日　青少年健全育成県
民大会（実践事例発表兼ねる）、
3月9日　柿崎、頸城、吉川の
コーディネーター交流会を実施
（自主的）

○

・自主的に開催する
ノウハウの習得も含
め、コーディネーター
の資質向上に向け、
取組を継続する。

→

・コーディネーター委員
会等の場で、コーディ
ネーター自身が必要と
する内容で研修会（自
主開催を含む。）を年4
回実施できるよう協議
を進める。 3,921

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

社会教育
課

8 安全教室 保育園、幼稚園、認定こども園、
小学校に安全教育指導員を派遣
し、犯罪から自らの身を守るため
の方法などを指導する。

犯罪弱者である子どもに犯罪の
被害にあわないための知識を習
得させ、市民生活の安全・安心の
確保を図る。

開催回数 幼稚園・保育園・認定こど
も園
＝37園中36園で実施
小学校＝53校中45校で実
施（未開催の学校は学校
独自で実施）

幼稚園・保育園・認定保
育園
＝申込のあった園に対し
100％実施
小学校＝申込のあった学
校に対し100％実施

安全教育指導員を派遣し、自らの身を
守るための方法などを指導している。
幼・保は全園の半数を毎年の対象園
として希望園に対して実施している。
小学校は1年生を対象学年とし毎年希
望校に対して実施している。

・親子防犯・交通安全教室を
実施する。
・希望する保育園、幼稚園に
対し、安全教室を実施する。
・希望する小学校に対し、低
学年を対象とした防犯教室
を実施する。

・幼稚園、保育園に対し防犯教
室の開催を周知し、希望園で親
子教室・防犯教室・交通安全教
室を実施した。（延べ69園）
・希望する小学校に対し、1年生
対象の児童防犯教室を実施し
た。（47校）

○

・子どもの安全確保
には、親の日頃から
の指導・監督が重要
であることから、今後
も親子教室を継続
実施する。
・専門性を有する指
導のため、保育園や
幼稚園及び小学校
を対象とした防犯教
室を実施する。

→

・親子防犯・交通安全
教室を実施する。
・希望する保育園、幼
稚園に対し、安全教室
を実施する。
・希望する小学校に対
し、低学年を対象とした
防犯教室を実施する。

4,358

上越市みん
なで防犯安
全安心まち
づくり推進
計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

市民安全
課

9 安全安心まちづくり推進パト
ロール

犯罪の抑止と防犯意識の啓発を
図るため、児童・生徒の下校時間
帯を重点にした市の青色回転灯
パトロール車15台による巡回を行
う。

街頭犯罪の未然防止及び防犯意
識の高揚を図るため、パトロール
を実施する。

青色パトロール車16台に
よる、ながらパトロールの
実施回数

実施時間数（年間）
　　　1,055時間
実施回数（年間）
　　　16台で762回の運行

週１回以上 青色パトロール車の許可条件である
週1回以上の運行を行う。パトロール
により、防犯意識の啓発を図る。

週1回以上のパトロールを継
続する。

・木田庁舎2台、各総合事務所1
台の合計15台でパトロールを実
施した。
・実施回数：2,015回（週平均2.4
回）

○

・週1回以上のパト
ロールを実施するこ
とができた。今後も
週1回以上のパト
ロールを実施する。

→

週1回以上のパトロール
を継続する。

4,358

上越市みん
なで防犯安
全安心まち
づくり推進
計画

市民安全
課

10 拡 安全メール 市内で発生した犯罪、災害、火
災、交通事故、その他（クマ・サル
の出没）情報をメール配信により
情報提供することにより、被害の
連鎖や拡大を抑止する。

市内で発生した犯罪、災害、交通
事故などの情報を迅速に提供し、
市民の自主的な防犯・防災活動
を促し、市民の安全安心の確保を
図る。

安全メール登録者数
（件）

5,876件 6,200件 登録件数を増やすことで、市内で発生
した犯罪、災害、交通事故等の被害の
連鎖を抑止する。

・広報媒体等を活用し登録
者増加に向けた広報活動を
行う。
・情報提供に関しては、必要
な情報を提供し、被害の拡
大防止や注意喚起を行う。

・登録者数の増加に向け、広報
上越への掲載や防犯講話等の
際に周知を実施した。
・登録者数：11,417人

○

・引き続き登録者増
加に向け、様々な機
会を通じ広報を行
う。

→

・登録件数を14000人
以上とする。
・広報媒体等を活用し
登録者増加に向けた広
報活動を行う。
・情報提供に関しては、
必要な情報を提供し、
被害の拡大防止や注
意喚起を行う。

500

上越市みん
なで防犯安
全安心まち
づくり推進
計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

市民安全
課

11 110番協力車制度 地域住民の協力による自主的な
防犯活動の一環として、趣旨に賛
同する方の車両に「110ばん協力
車」のステッカーを貼り付けてもら
い、車両運行中に不審者又は助
けを求める子どもを発見した場合
に警察その他関係機関への通報
及び子どもの保護活動を行う。

市民ぐるみで犯罪の抑止と防犯
意識の啓発を図り、犯罪のない安
全で安心なまちづくりを実現する。

協力車登録台数 4,536台 毎年、前年度より登録台
数が増加

協力車の登録台数の増加により、犯
罪の抑止につなげる。

・登録台数の増加に向け、
広報活動を実施する。

・登録台数の増加に向け、広報
上越への掲載や防犯指導の際
に周知、庁用車への協力依頼を
実施した。
・新規登録台数：　156台
・累計登録台数：5,334台

○

・広報上越、防犯講
話での広報活動を
実施するとともに市
所有の庁用車に対
し,協力依頼をしたこ
とで増加となった。
更なる広報活動を
実施する。

→

・登録台数の増加に向
け、広報活動を実施す
る。
・累計登録台数を５４８
０台とする。

0

上越市みん
なで防犯安
全安心まち
づくり推進
計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

市民安全
課
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目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

Ｈ31年度

担当課

基本
目標

実施目標
基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

実施目標設定の意図
（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ30年度実績

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的 実績
【実績値】指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

４　誰もが等しく権利を享受するための支援 【評価指標】必要な支援や助成が受けられていないと感じる人の割合　12％⇒6％

1 こども発達支援センター
（児童発達支援事業）

　
　

乳幼児の発達及び発育を懸念す
る保護者からの相談に応じるとと
もに、必要な乳幼児に対し発達を
促す療育サービス等を提供する。
また、日常生活場面で障害等を
理由に活動や参加が制約される
ことがないようその子なりの活動
参加に向けた環境調整等を図
る。

事業が日常生活の生きる力につ
ながるよう、関係者と方向性を共
有した中で支援を展開する。

療育登録児にかかる個
別支援計画の作成割合

100% 100% 療育サービスを提供する乳幼児に対し
個別支援計画（親や在籍園等と共有）
を作成し、定期的に内容を評価してい
くことで、子どもを中心とした一貫した
支援に繋げていくことができるため。

・発育・発達を懸念する保護
者からの相談に応じるととも
に、必要な乳幼児に対し発
達及び発育の支援を行う。
・園での指導方針と結びつ
いたセンター個別支援計画
を作成する。

・療育登録児にかかる個別支援
計画を保護者や園等と情報共有
しながら100％作成することで適
切な療育サービスを提供すること
ができた。 ○

・今後とも、保護者
や園等との情報共
有及び連携を図り、
適切な支援計画の
作成と療育サービス
の提供を実施してい
く。

→

・発育・発達を懸念する
保護者からの相談に応
じるとともに、必要な乳
幼児に対し発達及び発
育の支援を行う。
・園での指導方針と結
びついたセンター個別
支援計画を100%作成
する。

15,553

上越市障害
者福祉計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども発
達支援セ
ンター

2 拡 児童扶養手当給付事業
　

ひとり親家庭等の父または母等
に対して手当を給付する。

ひとり親家庭等の生活の安定と
子育てにかかる経済的負担の軽
減を図る。

広報紙による制度の周知
回数

年1回 年2回 制度の周知回数を増やすことで、未申
請者の申請を促す。

・申請漏れが起こらないよ
う、市民課等と連携し、対象
者に手続きの案内を行う。
・法改正に伴い、平成30年8
月分～の手当額について、
本人所得にかかる手当額算
定の制度拡充を行う。

・離婚や死別等に伴い受給資格
が発生すると思われる戸籍の届
出を行った方について、市民課と
連携し、対象者に手続きの案内
を行った。

【制度周知】
　年2回…広報上越8月1日号、
12月15日号に掲載。

○

・市民課等と連携
し、ひとり親になるタ
イミングを捉え、制度
の周知と申請案内を
行った。

→

・引き続き、申請漏れ
が起こらないよう、市民
課等と連携し、対象者
に手続きの案内を行
う。

【周知回数】
　年2回

※参考
法改正に伴い、2019年
11月分以降、奇数月に
手当を支給する。

779,273
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

3 拡 子ども医療費助成事業

　

入院、通院ともに0歳から中学校
卒業までの子どもの医療費に対
し、自己負担金から一部負担金を
控除した額を助成する。
※平成28年9月より、対象者を高
校卒業までの子どもに拡充した。
※平成30年9月診療分から、未就
学児の受診にかかる自己負担金
を無料化した。

疾病の早期発見と早期治療を促
すとともに、子育て支援として保
護者の経済的な負担を軽減する。

申請漏れ件数 0件
住民票異動リストとの突
合により確認する

0件
住民票異動リストとの突
合により確認する

対象となるすべての子どもが医療機関
に受診しやすい環境を整える。

・市民課等と連携し、対象者
に手続きの案内を行う。
・住民票の異動状況を随時
確認し、未申請者に対し、随
時案内を行う。
・未申請者に対し、通知を行
い、制度の周知を図る。

・出生及び転入による受給資格
者について、市民課等と連携し、
対象者に手続きの案内を行っ
た。
・住民票の異動状況を随時確認
し、未申請者に対して随時案内
を行った。 ○

・市民課等と連携
し、制度対象になる
タイミングを捉え、制
度の周知と申請案
内を行った。

→

・引き続き、市民課等と
連携し、対象者に手続
きの案内を行う。
・住民票の異動状況を
随時確認し、未申請者
に対し、随時案内を行
う。
・未申請者に対し、通
知を行い、制度の周知
を図る。
・上記対応により申請
漏れを防ぐ。

728,491
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

4 追 拡 ひとり親家庭等支援事業 ひとり親家庭等の経済的負担の
軽減を図るため医療費助成を行
うとともに、母子・父子自立支援
員による就労支援や資格取得の
ための費用などを助成する。

医療費助成を行うことで、疾病の
早期発見・早期治療を促すととも
に、ひとり親家庭等の経済的な負
担を軽減する。
合わせて、ひとり親家庭の経済的
自立を促すことで、生活の安定を
図る。

制度の周知回数 年2回 年4回 制度の周知回数を増やすことで、未申
請者・未利用者の申請を促す。

・引き続きハローワークとも
連携しながら、就労支援PR
を行っていく。新規申請者及
び現況届出時に「無職」や所
得の低いのひとり親に対し、
就労支援を働きかけていく。
・ひとり親家庭等医療費助
成について、平成30年9月か
らの子ども医療費助成の拡
充に伴い、随時周知を図る。

・受給者への各種通知の際に就
職支援案内を同封し、対象者全
員に支援制度の案内を行った。
（7月現況届書類送付、10月現
況届結果通知、毎月の新規認
定通知に同封）
・児童扶養手当申請者のうち無
職の人に対し、制度を説明し、案
内チラシを随時配布した。
・自立支援プログラム作成：
2件
・自立支援教育訓練給付金：3
件
・高等職業訓練促進給付金：5
人
・平成30年9月診療分から、未
就学児の受診にかかる自己負担
金を無料化した。

【制度の周知回数】
　年4回…7月現況届案内時、広
報上越8月1日号、10月現況結
果案内時、3月児童扶養手当額
改定案内時

○

・制度の周知回数は
目標達成している
が、昨年度より自立
支援プログラムの作
成件数は伸びな
かった。これは、児
童扶養手当受給者
がハローワークが
行っている就労自立
促進事業を利用して
いることがうかがえ
る。（ハローワークの
同事業における就職
件数が目標70件、
実績見込み59件）
・就労を希望するひ
とり親は、市よりハ
ローワークが行う就
労支援を優先して受
け、就労に至る傾向
があると考えられる。

→

・引き続き、ハローワー
クとも連携しながら、就
労支援PRを行ってい
く。新規申請者及び現
況届出時に「無職」や
所得の低いのひとり親
に対し、就労支援を働
きかけていく。

【周知回数】
　年4回

※①新規申請時
※②現況届受付時
※③出張ハローワーク
※④現況結果通知時

99,173
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

5 私立幼稚園教育振興事業 公立・私立間の保護者負担の格
差是正を図り、もって私立幼稚園
教育の普及・充実を図るため、私
立幼稚園及び園児保護者へ助成
を行う。

幼児教育を受ける権利を平等に
享受できるよう、保護者の所得に
応じた保育料補助を行い、幼児教
育の振興を図る。

申請漏れ件数 0件
幼稚園に対して未申請理
由を確認し、当該補助金
交付対象者になりえる人
に申請を促す

0件
幼稚園に対して未申請理
由を確認し、当該補助金
交付対象者になりえる人
に申請を促す

公立・私立間の負担均衡を図ることを
目的としているため、周知不足を理由
とした申請漏れによる補助金未受給を
無くす必要があるため

・満3歳児が3歳の誕生日を
迎えた時点で補助金受給対
象となることから、年度当初
から園に対し3歳児の申請
漏れが無いよう周知するとと
もに、補助金交付対象者に
なり得る人が未申請とならな
いよう周知を徹底する。

・幼稚園と連携を取りながら、支
援が必要な保護者の把握に努
め、当該保護者全員に必要な補
助を行った。

○

・幼稚園に対して追
加申請者の有無を
随時確認し、園の状
況把握に努めた。

→

・満3歳児が3歳の誕生
日を迎えた時点で補助
金受給対象となること
から、年度当初から園
に対し3歳児の申請漏
れが無いよう周知する
とともに、補助金交付対
象者になり得る人が未
申請とならないよう周知
を徹底する。

84,912

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

教育総務
課

6 就学支援委員会 ・特別な教育的支援を要する児童
生徒の自立と共生を目指す特別
支援教育を推進する。
・特別な教育的支援を必要とする
幼児、児童及び生徒に対し、十分
な教育を受ける機会を保障し、当
該幼児、児童及び生徒の保護者
及び教育諸機関等に支援を行う
ことにより、当該幼児、児童及び
生徒の適切な就学を図るため、
上越市就学支援委員会を置く。
・幼児、児童及び生徒一人ひとり
の適切な就学についての判断及
び具体的な支援方策についての
提言を行う。

特別な教育的支援を必要とする
幼児、児童及び生徒に対し、十分
な教育を受ける機会を保障し、当
該幼児、児童及び生徒の保護者
及び教育機関等に支援を行うこと
により、当該幼児、児童及び生徒
の適切な就学を図る。

管理職や就学相談員に
国の就学基準に基づい
た判断や支援方策につ
いて周知徹底し、適切か
つ円滑な就学支援が行
えるようにする。
就学支援委員会を開催
し、個々のケースについ
て慎重に審議を行う。
幼児、児童及び生徒一人
ひとりの適切な就学につ
いての判断及び具体的
な支援方策についての提
言を行う。

実施 継続実施 管理職や就学相談員に就学基準に基
づいた判断や支援方策を周知すること
で、保護者や本人への情報提供が適
切に行え、合意のもと、就学先を決定
したり、児童生徒の障害の状態に応じ
た指導や支援を行ったりすることがで
きるため。

・管理職や就学相談員に就
学基準に基づいた判断や支
援方策を周知することで、保
護者や本人への情報提供
が適切に行え、合意のもと、
就学先を決定したり、児童
生徒の障害の状態に応じた
指導や支援を行う。

・就学相談員悉皆研修を１回、
新任就学相談員研修を1回、検
査専門相談員を対象とした研修
を２回実施し、知識・技能を高め
ることができた。
・昨年度よりも２９件幼児の就学
相談が増えたが、就学アドバイ
ザーやこども発達支援センターと
の連携で、円滑な支援が行え
た。

○

・就学相談の件数が
増加傾向にあり、就
学相談員への負担
が増している。

→

・管理職や就学相談員
に就学基準に基づいた
判断や支援方策を周
知することで、保護者や
本人への情報提供が
適切に行え、合意のも
と、就学先を決定した
り、児童生徒の障害の
状態に応じた指導や支
援を行う。

6,276

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

学校教育
課

7 特別支援学級 小・中学校に特別支援学級を設
置し、教育上特別な支援を必要と
する児童･生徒に対し、学習上ま
たは生活上の困難を克服するた
めの教育を行う。

就学支援委員会の判断を基とし
た就学相談により、個々の児童生
徒に応じて入級を決定し、障害に
よる学習上または生活上の困難
を克服するための教育を充実す
る。

就学支援委員会の判断
を基とした就学相談によ
り、個々の児童生徒に応
じて入級を決定し、障害
による学習上または生活
上の困難を克服するため
の教育を充実する。

実施 継続実施 就学支援委員会の判断を基とした就
学相談により、個々の児童生徒に応じ
て入級を決定し、障害による学習上ま
たは生活上の困難を克服するための
教育を充実する。

・就学支援委員会の判断を
基に就学相談により、個々
の児童生徒の状態に応じて
入級を決定し、障害による学
習上または生活上の困難を
克服するための教育を充実
する。

・新任特別支援学級担任向け研
修会を実施し、専門性を高めるこ
とができた。
・介護員を配置し、特別支援学
級での教育活動が、安全かつ一
人一人の実態に即した支援がで
きた。

○

・支援方法や自立活
動への意識は高まっ
てきているが、一人
一人の実態に即した
授業へのつながりを
明確にするなど工夫
が必要である。

→

・就学支援委員会の判
断を基に就学相談によ
り、個々の児童生徒の
状態に応じて入級を決
定し、障害による学習
上または生活上の困難
を克服するための教育
を充実する。

100,091
40,052

学校教育
課
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（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）
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Ｈ31年度

担当課

基本
目標

実施目標
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事業
№

事業名 事業概要
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

実施目標設定の意図
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Ｈ30年度実績
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（来年度に向けたアプ
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目的 実績
【実績値】指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

8 学習指導支援事業 教育補助員や介護員配置を行
い、学習障害、注意欠陥多動性
障害及び高機能自閉症など発達
障害のある児童・生徒へのきめ細
かい指導を行うことにより、児童・
生徒の学習を充実させ、生きる力
を育てる。

児童・生徒の学習を充実させ、生
きる力を育てる。

特別な支援を要する児童
生徒の在籍数及び障害
の実態に応じた職員配置
人数

教育補助員72人（小中）
介護員71人（小中）

教育補助員67人
介護員69人
※特別な支援を要する児
童・生徒数が児童・生徒
の総数に比例して減少傾
向にあり、教員補助員・介
護員の配置人数も減少

特別な支援を要する児童生徒の在籍
数及び障害の実態に応じ教育補助
員・介護員を適正配置することで、き
め細かい指導を行う。

・特別な支援を要する児童
生徒の在籍数及び障害の実
態に応じ、教育補助員・介護
員を適正配置することで、き
め細かい指導を行う。

・年２回の研修会を行い、支援方
法等の知識や技能を高めること
ができた。
・教育補助員74人、介護員79
人、学校看護師１人を配置した。 ○

・学校からの要望調
査では、支援の必要
な児童生徒数に対
して教育補助員の
人数が不足している
ことから計画的に増
員していく必要があ
る。

→

・特別な支援を要する
児童生徒の在籍数及
び障害の実態に応じ、
教育補助員を89人、介
護員を80人配置し、き
め細かい指導を行う。

112,379
64,415

100,091
40,052

学校教育
課

9 奨学金貸付事業 経済的な理由により就学が困難
な学生・生徒に対して、奨学金を
貸付けることにより、教育の機会
均等の確保を図り、地域社会に
有用な人材の育成に寄与する。

学資の貸付を通じ、教育の機会
均等を図る。

制度周知回数 年1回

【参考】H26末
延べ116人
残高87,736千円

年1回 社会情勢や個人的問題などが大きく
影響する事業であることから、人数や
金額の設定を避け、制度を周知する
回数を目標とした。

・制度の周知を徹底する。
　・周知方法：学校へ募集要
項等送付(中学校、高校、専
修学校、大学)、広報上越へ
の掲載、ホームページへの
登載。
　・周知回数：年3回

・新規貸付者：8人
・累計貸付者数：25人
　（大学院2人、大学12人、短大
1人、専門学校2人、高校8人）
・周知回数：奨学金募集のタイミ
ングで、広報上越、ホームページ
での周知に加え、市内の中学・
高校をはじめ近隣市の高校、県
内および近隣県の大学、専門学
校等95余りの学校等に募集要項
の配置を依頼した。また、県奨学
金ガイドにも掲載した。合計周知
回数：3回
・制度拡充：より魅力ある制度と
するため、下記のとおり制度を拡
充し、H30年度より施行した。
①・成績基準、所得基準、貸付
金額、返還期間の拡充
②予約募集、入学準備金の新
設

○

・制度を拡充したこと
で、制度の対象とな
る人が増加した。制
度を必要としている
人が漏れなく申請で
きるようにするため、
今まで以上に制度の
周知を徹底する必
要がある。

→

・制度の周知を徹底す
る。
　・周知方法：学校へ募
集要項等送付(中学
校、高校、専修学校、
大学)、広報上越への
掲載、ホームページへ
の登載。
　・周知回数：年3回

51
学校教育
課

10 就学援助費補助事業 経済的に困窮する世帯の教育費
の一部負担軽減を図るため、学
用品費や給食費などの支援を行
う。

学校教育法に定める援助を行い、
保護者の収入状況にかかわら
ず、等しく平等な教育を受ける機
会を保障する。

制度周知回数 年3回

【参考】H26支給実績
小学校
　1,410件101,968千円
中学校
   　906件 98,456千円

年3回 社会情勢や個人的問題などが大きく
影響する事業であることから、人数や
金額の設定を避け、制度を周知する
回数を目標とした。

・年3回（4月、9月、1月）に市
内小中学校の全児童生徒に
制度案内を配布する。

・4月、9月、1月に市内小中学校
に在籍する全児童生徒に制度案
内を配布し、随時申請を受け付
けた。
・制度の周知回数：年3回

○

・制度の周知を徹底
して、援助が必要な
児童生徒に援助費
を支給し、経済的支
援を行うことができ
た。

→

・年3回（4月、9月、1
月）に市内小中学校の
全児童生徒に制度案
内を配布する。

92,267
85,756

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

学校教育
課

11 拡 通学援助費 遠距離通学する児童・生徒の通
学費を援助し、保護者の負担軽
減を図る。

遠距離通学する児童・生徒の通
学費を援助し、保護者の負担軽
減を図る。

制度周知回数 1回
【参考】H26実績
小学校21,356千円
中学校36,817千円

2回 学校経由で制度周知を図り、確実に
対象地域の児童・生徒の通学補助申
請ができるようにする。

・学校を通した制度の周知を
徹底することで、対象者の申
請漏れを防ぎ、確実に児童・
生徒の通学補助ができるよ
うにする。

・通学の支援を必要とする児童・
生徒の保護者に対し、学校を通
して制度の周知を2回（10月・1
月）実施した。
・学校を通した制度の周知を徹
底することで、対象者の申請漏
れを防ぎ、確実に児童・生徒の
通学補助ができるように努めた。

○

・対象者の申請漏れ
を防ぎ、確実に児
童・生徒への通学補
助ができるようにする
ため、引き続き学校
を通し、制度の周知
を実施する。

→

・学校を通した制度の
周知（年2回）を徹底す
ることで、対象者の申請
漏れを防ぎ、確実に児
童・生徒の通学補助が
できるようにする。

20,926
31,246

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

学校教育
課

12 上越市自立支援協議会の運
営

　

・障害のある人（児童含む）の福
祉向上を目的とし、個別の相談支
援からニーズや課題を抽出し、そ
の解決・改善に向けた検討を行
う。
・協議会に子ども関連の部会を設
置し、幼児期から学童期までの課
題について検討する。

障害のある人の生活を地域全体
で支えるため、関係者の連携強化
を図り、住み慣れた地域で安心し
て暮らすことができるまちづくりに
向けた事業を実施する。

子ども関連部会における
目的の達成度

子ども関連部会における
目的が達成されている。

子ども関連部会における
目的が達成されている。

子ども関連部会における目標が達成
されることで、子どもが安心して暮らす
ことができるまちづくりに寄与する。

・自立支援協議会において、
障害者福祉計画に定めた障
害児支援体制の整備に関す
る検討を進めるほか、引き
続き、障害児の保護者に対
する意識啓発の継続的な実
施について検討を進めてい
く。

・運営調整会議を8回開催し、障
害児の支援について検討を実施
した。
・障害児の支援（放課後等デイ
サービス）の利用目的について、
利用者、関係者間での共有が不
足していること、及び、障害児の
預かりを含めた支援の検討が必
要であるとの課題を抽出した。

○

・平成30年度は、障
害児の支援に対し
て、運営調整会議の
中で、課題や検討の
方向性について協
議を行った。
・平成31年度は整
理した課題に対し
て、障害児支援に係
る専門部会を設置
し、集中的な検討を
行う予定としている。

→

・放課後等デイサービス
の利用相談があった場
合に、改めて目的を周
知し、関係者間での共
有を図る。
・自立支援協議会にお
いて、障害児に関する
専門部会を設置し、特
別支援学校における放
課後等デイサービスの
実施可能性を含め、障
害児にとって必要な支
援の検討を行う。

213
上越市障害
者福祉計画

福祉課

13 障害児福祉手当 精神または身体に著しい重度の
障害があり、日常生活において常
時介護を必要とする児童（20歳未
満）に対し、手当を支給する。

重度障害児に対して、その障害の
ため必要となる精神的、物質的な
特別な負担の軽減の一助として
手当てを支給することにより、特
別障害児の福祉の向上を図る。

窓口等での制度周知の
徹底

身体障害者手帳及び療育
手帳交付時、その他関連
の手続き対応時に制度周
知を実施したか、漏れ落
ちがないか、職員間で確
認する。

身体障害者手帳及び療育
手帳交付時、その他関連
の手続き対応時に制度周
知を実施したか、漏れ落
ちがないか、職員間で確
認する。

申請漏れがないよう、制度内容を窓口
等で周知することで、日常生活の安定
につなげる。

・引き続き、身体障害者手帳
及び療育手帳交付、その他
関連性のある手続きなどの
窓口対応の際、制度の周知
徹底を図る。

・身体障害者手帳及び療育手帳
交付、また関連性のある手続き
対応の際、制度周知を実施し
た。
・受給者数：101名（H31.2定例
支払分）

○

・身体障害者手帳
及び療育手帳交
付、また関連性のあ
る手続き対応の際、
制度周知を実施した
ことにより、スムーズ
な申請手続きが図ら
れた。

→

・引き続き、身体障害
者手帳及び療育手帳
交付、その他関連性の
ある手続きなどの窓口
対応の際、制度の周知
徹底を図る。

130,145

上越市障害
者福祉計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

福祉課

14 特別児童扶養手当

　

精神または身体に障害のある児
童（20歳未満）を在宅で監護・養
育する人に対し、手当を支給す
る。

手当を支給することにより、児童
の福祉の増進を図る。

窓口等での制度周知の
徹底

身体障害者手帳及び療育
手帳交付時、その他関連
の手続き対応時に制度周
知を実施したか、漏れ落
ちがないか、職員間で確
認する。

身体障害者手帳及び療育
手帳交付時、その他関連
の手続き対応時に制度周
知を実施したか、漏れ落
ちがないか、職員間で確
認する。

申請漏れがないよう、制度内容を窓口
等で周知することで、日常生活の安定
につなげる。

・対象となる方が申請漏れと
ならないよう、関係機関と連
携を図りながら、窓口等での
制度の周知徹底に努める。

・身体障害者手帳及び療育手帳
を新規に交付する際に制度周知
を実施したことにより、スムーズな
申請手続きができた。
【受給者数】
　365名
（平成30.11月定例支払分）
※平成30.12.31受給権者数
372名

○

・該当になりそうな児
童の保護者に対し
て、保健師や医療
機関の相談員等関
係機関と連携を図り
ながら、制度の周知
を徹底することがで
き、職員間での確認
もできた。

→

・対象となる方が申請
漏れとならないよう、関
係機関と連携を図りな
がら、窓口等での制度
の周知徹底に努める。 なし

上越市障害
者福祉計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

福祉課

15 通所交通費の助成 施設等へ定期的に通所する市内
に住所がある児童の保護者に対
し、経済的負担の軽減を図るた
め、通所にかかる交通費の一部
を助成する。

市内に住所がある児童の保護者
に対し、通所交通費に係る経済的
負担を軽減することにより、住み
慣れた地域で生きがいを持って暮
らせるようにする。

関係機関と連携を図りな
がら、窓口等での制度周
知を徹底する

通所利用者への申請時の
声掛け

継続実施 申請漏れがないよう、制度内容を窓口
等で周知することで、日常生活の安定
につなげる。

・チラシを作成し、小児科の
待合場所等に掲示してもら
い情報提供を行う。また、関
係機関と連携を図りながら、
窓口等での制度周知を徹底
する。

・既に制度を利用されている方に
ついて、申請漏れがないよう、他
の福祉サービスを申請される際
に声がけを行い、窓口において
周知を図るよう努めた。
・利用件数：1,237件

○

・手帳を持たない方
への情報提供が難
しい。
関係機関と連携を
図りながら、窓口等
での制度周知を徹
底する。

→

・チラシを作成し、小児
科の待合場所等に掲
示してもらい情報提供
を行う。また、関係機関
と連携を図りながら、窓
口等での制度周知を徹
底する。

4,050
上越市障害
者福祉計画

福祉課

16 障害児日中一時支援 日中介護者がいないため、一時
的に見守り等が必要な障害のあ
る児童等に、施設等で活動の場
の提供などの支援を行う。

日中介護者がいないため、一時
的に見守り等が必要な障害のあ
る児童等に活動の場を提供する
ことで、自立生活及び社会参加を
促進する。

活動の提供場所 障害児日中一時支援事業
による活動の場の提供

指定放課後等デイサービ
ス事業所による活動の場
の提供

利用者のニーズを汲み取り、サービス
提供の場の移行を図る。

・引き続き、放課後等デイ
サービスの定員超過時の日
中一時サービスへの弾力的
な振替を行う。

・放課後等デイサービスの定員
超過時に、日中一時サービスへ
の振替を行うことにより、障害の
ある児童等への活動の場を提供
した。
・利用人数：27人

○

・放課後等デイサー
ビスの定員超過時の
一時預かりのニーズ
に対応した。 →

・引き続き、放課後等デ
イサービスの定員超過
時の日中一時サービス
への弾力的な振替を行
う。

2,840

上越市障害
者福祉計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

福祉課

子どもの権利基本計画　- 6 -



目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

Ｈ31年度

担当課

基本
目標

実施目標
基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

実施目標設定の意図
（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ30年度実績

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的 実績
【実績値】指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

３　子どもの権利の侵害からの早期救済

５-①　虐待、いじめ、差別その他子どもの権利の侵害からの早期救済に必要な措置（いじめ） 【評価指標】いじめを受けたとき、相談できなかった子どもの割合　35％⇒11％

【評価指標】市のいじめ対応について満足していない人の割合　25％⇒12％

1 新 いじめ問題対策協議会の運
営

関係機関が連携して、いじめの防
止啓発と早期発見・早期解決の
ため、子ども、保護者、地域など
へ効果的な手立てを講ずるため
の協議会を運営する。

いじめの防止等に関係する機関
及び団体の連携を図るため。

協議会開催回数 なし 年2回開催し、啓発や対策
の評価と改善を行う

関係機関の取組計画と取組状況、成
果や課題を共有し、常に有効な取組を
推進するため

・いじめ問題対策連絡協議
会を年2回行い、上越市のい
じめ問題の課題を共有し、
関係機関の連携を深める。

・５月に第1回いじめ問題対策連
絡協議会を開催。上越市いじめ
防止基本方針の確認、情報共
有等を行った。
・2月に第2回いじめ問題対策連
絡協議会を開催し、上越市いじ
め防止基本方針改正の方向や
上越市のいじめ実態について情
報交換を行い、各機関の成果と
課題を明らかにできた。

○

・いじめの防止啓
発、早期発見・早期
解決のために、今後
も関係機関が上越
市のいじめ問題の課
題を共有して連携で
きるように、事例検
討などを協議に取り
入れるようにする。

→

・いじめ問題対策連絡
協議会を年2回行い、
上越市のいじめ問題の
課題を共有し、関係機
関の連携を深める。

37
上越市いじ
め防止基本
方針

学校教育
課

2 新 いじめ防止対策等専門委員
会の設置

いじめ防止対策推進法の規定に
基づく組織として、「いじめ防止対
策等専門委員会」を設置し、いじ
めの防止等のための対策を実効
的に行い、重大事態に係る事実
関係を明確にするための調査な
どを行う。

・いじめ防止等のための対策につ
いて専門的知見から調査研究す
るため。
・重大事態にかかる事実関係を明
確にするための調査を行うため。

委員会の設置 なし 設置 いじめ防止等のための教育委員会の
取組の審議及び、重大事態の解決に
向けて、適切な対応を行うため

・いじめの重大事態が発生
したとき、調査を行う。
また、年1回、委員会を開催
し、次年度の、いじめ未然防
止や早期発見、早期解決に
係る施策について審議す
る。

・2月に上越市いじめ防止対策等
専門委員会を開催した。上越市
のいじめの実態、市内のいじめ事
例を専門的な知見から検討し
た。 ○

・今後も、重大事態
が発生した時の調
査、いじめ問題解決
を目指し具体的な
事例に即して、専門
的知見から検討でき
るようにする。

→

・いじめの重大事態が
発生したとき、調査を行
う。
また、年1回、委員会を
開催し、次年度の、いじ
め未然防止や早期発
見、早期解決に係る施
策について審議する。

290
上越市いじ
め防止基本
方針

学校教育
課

3 新 いじめ問題再調査委員会の
設置

いじめ防止対策推進法の規定に
基づく組織として、｢いじめ問題再
調査委員会」を設置し、法に規定
する調査を行う。

いじめ防止対策専門委員会の調
査結果について、必要に応じて再
調査を行うため。

委員会の設置 なし 設置 重大事態の解決に向けて、適切な対
応を行うため

・いじめの重大事態が発生
した際、いじめ防止対策専
門委員会の調査結果につい
て、必要に応じて再調査を
行う。

・いじめの重大事態の発生がな
かったため、委員会は開催しな
かった。

○

・「上越市いじめ防
止基本方針」の改定
について、いじめ問
題再調査委員へ資
料を送付し、内容の
周知を行うとともに、
意見提出について
協力を依頼した。

→

・現委員の任期がＨ
31.11.11までとなって
いるため、委嘱事務を
行い、必要に応じて委
員会を開催できるよう
次期委員を選定する。
・いじめの重大事態が
発生した際、いじめ防
止対策専門委員会の
調査結果について、必
要に応じて再調査を行
う。

　
105
（事業費全体
4,984千円のう
ち、委員報
酬、費用弁償
のみ）

上越市いじ
め防止基本
方針

総務管理
課

4 追 教員の指導力向上 学級活動、児童会活動、生徒会
活動等による児童生徒の自主的
な特別活動の推進に向けて、教
員の指導力向上を図るための研
修会を企画・開催する。

児童生徒の自己肯定感や所属意
識を高め、他を尊重する態度をは
ぐくむための指導力を高められる
よう支援する。

研修会の実施回数 3回 3回 特別活動を中心に、子供の主体性を
発揮させ、集団生活への満足度を高
めるとともに自己肯定感を高めること
が、いじめを生まない土壌となる。その
ための理論や方法論を実践から学ぶ
ことが教師に求められているため。

・学級活動の授業を参観・協
議し、指導者の解説や講義
を通じ学級の組織づくり、学
級集団づくりについて実践
的に学んでいくようにする。
・研修会のねらいや意義を
広く知らせ、参加者を増や
す。

・10月31日に中学校、11月7日
に小学校を対象に計2回の学級
づくり講座を実施。いずれも学級
活動の授業公開・協議・指導者
による指導を行った。（参加者総
計：49人）
・このほかに、年間8回シリーズで
学級担任として身に着けたい組
織づくりや学級づくりに関する生
徒指導自主研修を実施した。
（参加者数37名）

○

・参加者全員が、
「大変有意義だっ
た」もしくは「有意義
だった」と回答した。
実際の授業を参観し
ての研修会は教員
の指導力向上につ
ながる。
・会場校以外からの
参加者が少ないこと
が課題である。

→

・学級活動の授業を参
観・協議し、指導者の
解説や講義を通じ学級
の組織づくり、学級集団
づくりについて実践的に
学んでいく研修を2回行
う。特に研修会のねらい
や意義を広く知らせ、参
加者を増やす。
・学級担任としての力量
形成につながる生徒指
導自主研修をシリーズ
もので開催する。総計3
回実施する。

40

上越市総合
教育プラン
上越市学校
教育実践上
の重点

学校教育
課（教育セ
ンター）

5 やすづか学園（やすづか学
園運営費補助事業）

自然と地域の中での生活・学習を
通して、子どもたちが傷ついた心
を癒し、自信を取り戻して自立で
きるよう支援する。
※やすづか学園…小学4年生か
ら中学3年生までのいじめや不登
校に悩む児童・生徒を対象とした
全寮制フリースクール

不登校などで悩みや不安を抱え
る児童・生徒が、いきいきと学園
生活を送ることができ、自信を取
り戻せるよう支援する。

運営費の補助 学園の継続（事業の継
続）

学園の継続（事業の継
続）

適正な運営がなされ、子どもたちの本
来の元気を回復させ、在籍校への復
帰や進学を支援していくため。

・教育委員会と連携し、就学
を希望する市内の児童生徒
への支援を図るとともに、学
園の収支状況を把握し、経
営環境の改善を進める。
・国のフリースクールに対す
る支援の動向を踏まえなが
ら、教育委員会とともにより
よい運営体制を探る。

・在籍児童・生徒14人がいきいき
と学園生活を送ることができるよ
う支援した。
・4人が修学し、希望する進路に
進むことができた。

○

・運営費補助金を適
正に交付すること
で、学園運営の支援
を行う。
・就学する市内児童
生徒に対しては、利
用開始時負担経費
などの補助を行う
（教育委員会）。

→

・教育委員会と連携し、
就学を希望する市内の
児童生徒への支援を図
るとともに、学園の収支
状況を把握し、経営環
境の改善を進める。
・国のフリースクールに
対する支援の動向を踏
まえながら、教育委員
会とともによりよい運営
体制を探る。

18,000
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

福祉課

6 追 拡 子どもに対する各種相談窓
口の周知

子どもに対し、「えがお」などで各
種相談窓口の周知を行う。

子どもが悩みや不安を抱えたとき
に、「相談場所がわからない」、
「誰にも相談できない」という理由
で、一人で悩むことがないように
する。

「えがお」での相談窓口
の周知
・子どもほっとライン
・新潟県いじめ相談電話

実施
（平成26年度より相談窓
口を追加記載）

継続実施 全公立小中学校で配布される「えが
お」に相談窓口の電話番号を掲載する
ことで、相談できずにいる子どもを減ら
す。

・小学校、中学校において
「えがお」の学習を行い、「え
がお」に掲載の相談先を子
どもに周知する。

・市立小中学校の「えがお」の学
習の中で相談場所の周知を行っ
た。 ○

・相談先の電話番号
を掲載したことで、相
談先がわからず相
談できない子どもへ
情報提供ができた。

→

・市立小中学校の「えが
お」の学習を通じて、相
談場所の周知を行って
いく。

0
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

５-②　虐待、いじめ、差別その他子どもの権利の侵害からの早期救済に必要な措置（虐待） 【評価指標】子どもを虐待していると思う保護者の割合　13％⇒9％

【評価指標】市の子どもの虐待対応について満足していない人の割合　19％⇒9％

7 上越市要保護児童対策地域
協議会の運営

児童相談所、庁内関係課をはじ
め、学校や警察などの関係機関
が連携して虐待予防の啓発と早
期発見に努めるとともに、情報を
共有しながら保護者や関係者へ
適切な支援・指導を行う。

要保護児童等に対する支援の内
容を検討し、要保護児童等の適
切な保護又は支援を行うことで、
児童の健全な育成を図る。

要保護児童対策地域協
議会が管理するすべて
の児童等について、重症
度判定基準に沿った支
援・管理ができたかを評
価する。

要保護児童対策地域協議
会が管理するすべての児
童等について、関係機関
との定期的な情報共有並
びに支援方針を確認しな
がら、必要な指導・支援を
行っている。

要保護児童対策地域協議
会が管理するすべての児
童等について、関係機関
との定期的な情報共有並
びに支援方針を確認しな
がら、重症度判定基準に
沿った指導・支援を行って
いる。

要保護児童対策地域協議会が管理す
るすべてのケースに対して、漏れなく
適切に対応していくため、各ケースご
とに重症度判定を行い、判定基準に
沿った指導・支援ができているかを確
認し、評価できるようにする必要があ
るため。

・要保護児童対策地域協議
会において、すべての要保
護児童等について、関係機
関との定期的な情報共有並
びに支援方針の確認を行う
とともに、虐待防止ハンド
ブックに掲載したアセスメン
トシートを活用し重症度の判
定・見直しを定期的に行い、
判定基準に基づいた支援・
管理を行う。

・要保護児童対策地域協議会が
管理するすべての要保護児童等
について、関係機関との定期的
な情報共有並びに支援方針を
確認しながら、重症度判定に
沿った指導・支援を行った。

・代表者会議：1回実施
・全体会：2回実施
・ブロック会議：14回実施

○

・代表者会議、全体
会議等の他に、必要
に応じて関係機関等
で個別ケース検討
会議を年205回実
施（検討児童数237
人）した。 →

・要保護児童対策地域
協議会において、すべ
ての要保護児童等につ
いて、関係機関との定
期的な情報共有並びに
支援方針の確認を行う
とともに、虐待防止ハン
ドブックに掲載したアセ
スメントシートを活用し
重症度の判定・見直し
を定期的に行い、判定
基準に基づいた支援・
管理を行う。

7,331

上越市子ど
もの権利基
本計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画
人権総合計
画

すこやか
なくらし包
括支援セ
ンター

8 拡 虐待予防の啓発活動 11月の虐待予防推進月間を中心
に、啓発物品の配布、広報紙や
ホームページへの掲載により市
民への意識啓発を行うほか、
様々な機会を通じて虐待予防の
啓発チラシを配布する。

市民への児童虐待に関する意識
啓発を行うことで、児童虐待の発
生予防・早期発見につなげる。

周知の方法 広報紙掲載回数　年1回
啓発チラシの作成　なし

広報紙掲載回数　年1回
以上
啓発チラシの作成　実施

市民への児童虐待に関する意識啓発
を行うことで、児童虐待の発生予防・
早期発見につなげる。

・11月の児童虐待予防推進
月間に合わせ、ＦＭ上越に
て放送するとともに広報上
越へも掲載する。
・県が作成するポスター、
リーフレット等を関係部署へ
掲示及び設置する。
・虐待防止ハンドブックを活
用し、虐待の早期発見・防止
に取り組む。

・広報上越に児童虐待や相談窓
口について掲載した。
・11月の児童虐待予防推進月
間に合わせ、ＦＭ上越にて放送
するとともに広報上越に掲載し
た。
・国が作成するポスター、リーフ
レット等を関係機関へ掲示及び
設置した。

○

・一部出前講座を開
始

→

・11月の児童虐待予防
推進月間に合わせ、Ｆ
Ｍ上越にて放送すると
ともに広報上越へも掲
載する。
・県が作成するポス
ター、リーフレット等を関
係部署へ掲示及び設
置する。
・虐待防止ハンドブック
を活用し、虐待の早期
発見・防止に取り組む。

7,331

上越市子ど
もの権利基
本計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

すこやか
なくらし包
括支援セ
ンター

重点施策

重点施策

子どもの権利基本計画　- 7 -
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基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

実施目標設定の意図
（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ30年度実績

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的 実績
【実績値】指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

9 家庭相談員の配置 家庭相談員を配置し、子育てに関
する相談をはじめ、情報提供を行
うことで、虐待の予防や早期発見
に努め、合わせて虐待を発見した
場合に迅速・適切な対応を行う。

子育てに関する情報提供や相談
を行うことで、子育て不安の解消
や負担感の軽減を図り、虐待予
防や虐待の早期発見につなげ
る。また、虐待を発見した場合は、
早期かつ適切に対応することで、
児童の健全育成を図る。

被虐待児童数 361人 前年度より被虐待児童数
が減少

家庭相談員の資質向上により、子育
てに関する相談に適切に対応すること
で、虐待予防が図られるとともに、支
援・指導が必要な家庭への適切な関
わりにより、被虐待児童数を減少させ
ていく。

・継続的に関わる要保護児
童等の状態を定期的に確認
し、必要な支援・指導を行
う。
・家庭相談員の資質向上を
図るための研修を実施す
る。

・相談員3名体制で、児童虐待
や子育ての悩みに関する相談に
応じている。
・県主催の研修会に参加した。
・保育園等の職員を対象とした
研修会の実施及び講師派遣：5
回
・学校職員を対象とした研修会
への講師派遣：3回
・民生委員・児童委員を対象とし
た研修会への講師派遣：2回
・被虐待児童数：479人

○

・被虐待児童数は
年々増加している。
・保育園・学校の職
員を対象とした研修
会を実施すること
で、虐待の早期発
見・予防に取り組ん
でいる。
・メディア等で虐待に
関するニュースが頻
繁に取り上げられて
いることなどから、虐
待に関する関心が
高まってきていること
で、潜在化していた
案件が顕在化し、被
虐待児童数は年々
増加（Ｈ29年度428
人）している。

→

・継続的に関わる要保
護児童等の状態を定
期的に確認し、必要な
支援・指導を行う。
・家庭相談員の資質向
上を図るための研修を
実施する。

7,311

上越市子ど
もの権利基
本計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画
人権総合計
画
上越市男女
共同参画基
本計画

すこやか
なくらし包
括支援セ
ンター

10 児童虐待に関する研修 保育園や子育てひろばの保育
士、幼稚園・小学校・中学校の教
職員等を対象に、児童虐待に関
する研修会を実施する。

子どもとの関わりが深い実務者の
資質向上を図り、児童虐待の発
生予防・早期発見につなげるとと
もに、児童や保護者への適切な
対応を行う。

研修会参加者数 各園・学校1名以上の参
加

各園・学校1名以上の参
加

毎年、全小中学校・全保育園等の実
務者1人以上が研修に参加（5年間で
約690人）することで、各学校・保育園
等において児童虐待の早期発見と適
切な対応を行うとともに、職場全体の
児童虐待に関する意識を高める。

・引き続き、全小中学校、全
保育園から1人以上参加と
する児童虐待に関する研修
会を年1回開催し、虐待の早
期発見と適切な対応を行う
とともに、職場全体の児童虐
待に関する意識を高める。

・保育園等の職員を対象とした
研修会の実施及び講師派遣
　・4月20日　私立保育園長：
20人参加、5月7日　公立保育
園長：48人参加、5月30日　保
育園・認定こども園、母子支援施
設、関係課職員：74人参加、7
月19日 私立幼稚園長会議：8
人参加
・学校職員を対象とした研修会
への講師派遣
　・4月13日：18人参加、10月
11日：71人参加、3月8日、12
日：71人参加
 ・その他
　民生委員・児童委員：23人参
加

○

日ごろ、業務で児童
と接する保育園等の
職員を対象とした研
修会の実施及び講
師派遣を通して、児
童虐待に関する意
識を高めることがで
きた。

→

・引き続き、全小中学
校、全保育園から1人
以上参加とする児童虐
待に関する研修会を年
1回開催し、虐待の早
期発見と適切な対応を
行うとともに、職場全体
の児童虐待に関する意
識を高めていく。 7,331

上越市子ど
もの権利基
本計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画
人権総合計
画

すこやか
なくらし包
括支援セ
ンター

11 追 拡 ファミリーサポートセンター 育児の援助を受けたい人（依頼会
員）と育児の援助を行いたい人
（提供会員）との相互援助活動を
連絡、調整する。

地域の子育ての相互援助活動を
支援することにより、仕事と育児を
両立させ、安心して働くことのでき
る環境づくりを推進する。

依頼会員のニーズに対
する提供会員の紹介割
合

100% 100% 依頼会員のニーズに見合った提供会
員を紹介し、育児の相互援助活動を
推進する。

・依頼会員のニーズに見
合った提供会員を確保する
ため、広報上越に会員募集
の記事を掲載するほか、各
種団体等を対象に説明会を
行う。
・提供会員養成講座の未受
講者を減らすため、講座を
年4回開催する。

・各種団体等を対象に説明会を
行った。（年37回）
・提供会員養成講座を年4回開
催した。（延べ参加者数：148人）
・提供会員の紹介割合：100%
・会員数（3月末現在）
　依頼会員　463人
　提供会員　226人
　両方会員 　53人
　合計　　　　742人

○

・各種団体等への説
明会や提供会員養
成講座の開催などに
より、提供会員が前
年比で14人増加し
た。
・依頼会員のニーズ
に見合った提供会
員を100％調整し
た。

→

・依頼会員のニーズに
見合った提供会員を確
保するため、広報上越
に会員募集の記事を掲
載するほか、各種団体
等を対象に説明会を行
う。
・提供会員養成講座の
未受講者を減らすた
め、講座を年4回開催
する。

【依頼会員のニーズに
対する提供会員の紹介
割合】　　100％

6,701

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画
上越市子ど
もの権利基
本計画

こども課

12 追 ファミリーヘルプ保育園の運
営

家庭において、一時的に保育を
受けることができない児童につい
て、昼間、夜間又は24時間の保
育サービスを実施する。

保護者の育児疲れの解消や急病
時など、緊急又は一時的な保育
ニーズに対応する。

ファミリーヘルプ保育園
の利用申込数に対する
受入れ状況

100% 100% 利用要件に合致した場合については
100％受け入れることで、緊急及び一
時的な保育ニーズに対応し、児童を安
心して預けられる環境整備が図られる
ため。

引き続き利用申し込みに対
する受入体制を確保し、利
用要件に合致した場合につ
いては100％受け入れ、必
要なサービスを提供する。

・利用申し込みに対する受入体
制を確保し、必要なサービスを提
供した。

【利用申し込み数に対する受入
率】
100％
【延利用者数】
10,832人（前年比1,980人増）

○

・利用申し込みに対
する受入体制を確
保し、必要なサービ
スを提供できた。。
・利用申し込み数に
対し100％受入れす
ることができた。

→

引き続き利用申し込み
に対する受入体制を確
保し、利用要件に合致
した場合については
100％受け入れ、必要
なサービスを提供する。

84,163

上越市子ど
も・子育て支
援事業計画
上越市男女
共同参画基
本計画

保育課

13 追 病児・病後児保育 保育園、幼稚園及び小学校1～6
年生に在籍している児童が病気
中及び病気回復期にあって、集
団保育が困難でかつ保護者の都
合により家庭で保育が困難な場
合に保育等を行う。

病気の回復期に至っていない児
童及び病気の回復期にあって、集
団保育等が困難な児童を受け入
れし、保育等を行うことで、保護者
の子育てと就労の両立を図る。

病児・病後児保育室の利
用申込数に対する受入
れ率

100% 100% 病児・病後児保育室の利用希望に対
し、100％受け入れすることで、専門ス
タッフにより病気等の子どもが安心し
て保育等を受けられる。

・引き続き、利用申込に対す
る受入体制を確保し、必要
なサービスを提供する。

・利用申込みに対する受入体制
を確保し、必要なサービスを提供
した。
・利用申込数に対する受入率：
100％
・延利用者数
①病児保育室：3,342人
　前年比28人減
②病後児保育室：1,322人
　前年比36人増

○

・利用申込みに対す
る受入体制を確保
し、必要なサービス
を提供できた。
・利用申込みに対し
て、100％受け入れ
が行えた。

→

・引き続き、利用申込に
対する受入体制を確保
し、必要なサービスを提
供する。

【受入れ率】
　100％

64,238
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

保育課

14 追 親子コミュニケーション支援 こども発達支援センター利用者の
保護者を対象に、子どもの特性に
合わせた対応方法の習得をグ
ループワーク形式で行うほか、孤
立感や不安感の軽減につながる
よう、保護者同士の交流や意見
交換の場を提供する。

親子間のコミュニケーションがより
スムーズにとれるよう、それぞれ
の家庭での個々具体の行動や場
の状況における子どもとのより良
い関わり方について一緒に考え
る。また、同じ悩みを抱える親同
士が話し合い等をする中で、孤立
感の軽減や今後の仲間同士のサ
ポートグループづくりにつなげて
いく。

事業開始前と開始後そ
れぞれに提出してもらう
アンケートにて評価

・悩みを話すことができた
と回答した割合
→参加者全員
・子どもとのコミュニケー
ションが改善したと回答し
た人数
→増加

・悩みを話すことができた
と回答した割合
→参加者全員
・子どもとのコミュニケー
ションが改善したと回答し
た人数
→増加

保護者が学び、保護者同士で交流を
もつことで、子どもの特性理解や子育
ての不安が軽減され、子どもに対して
落ち着いた対応が行える。

・基本的な親子コミュニケー
ションについては、引き続き
実施を働きかけ、実施園を
増やしていく。

・基本的な親子コミュニケーション
　・公立保育園　42園
　・私立保育園　　7園
　・公立幼稚園　　2園
　・私立幼稚園　　1園
　・認定こども園　 １園
・丁寧な親子コミュニケーション
　・就学前：7名
　・就学後：9名
　　6/22～12/17まで6回実施。
　・修了生交流会7名
　　11/9
・医師や大学教授による保育園・
幼稚園職員を含めたスタッフ研
修を3回開催し、親子コミュニ
ケーション支援の意義について
意識の統一を図った。
・丁寧な親子コミュニケーション
支援参加者のアンケートでは、全
員から悩みを話すことができたと
の回答を得ることができたほか、
約9割の参加者が子どもとのコ
ミュニケーションが改善したと回
答した。

○

・私立保育園・幼稚
園に基本的な親子
コミュニケーションの
実施を働きかけ、私
立保育園・幼稚園5
園で実施した。
・今年度から市職員
だけではなく、私立
保育園・幼稚園職
員を含めたスタッフ
研修を開催した。ス
タッフのスキルアップ
を図ることで、参加
者の悩み、子どもと
のコミュニケーション
改善を推進してい
く。

→

・基本的な親子コミュニ
ケーションについては、
引き続き実施を働きか
け、実施園を増やして
いく。
・市職員だけでなく、私
立保育園・幼稚園職員
も含めたスタッフ研修を
継続し、スタッフのスキ
ルアップを図ることで、
参加者の悩み、子ども
とのコミュニケーション
改善を推進していく。

194
上越市子ど
もの権利基
本計画

こども発
達支援セ
ンター
すこやか
なくらし包
括支援セ
ンター
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目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

Ｈ31年度

担当課

基本
目標

実施目標
基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

実施目標設定の意図
（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ30年度実績

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的 実績
【実績値】指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

15 追 配偶者等からの暴力（ＤＶ）
被害者及びその同伴児への
支援

関係部局をはじめ、新潟県配偶
者暴力支援センターや警察との
ネットワーク強化を図り、ＤＶ被害
者及び同伴児童の支援に努め
る。

被害者の安全確保と同伴者の支
援に努めることにより、安心した
生活を送れる状態にする。

相談員の資質向上のた
めの研修会参加

県などが主催する研修会
等へ7回参加し、資質の向
上及び他市との連携構築
に努めた。

年5回参加 研修会への参加は、単に資質向上だ
けでなく、相談業務という特殊性から、
他市等の相談員との連携・ネットワー
クづくりが重要であるため。

・県などが主催する研修会
等に参加し、スキルの向上
及び他市等との連携体制の
維持を図る。

・県などが主催する研修会等へ9
回、延べ9人が参加し、相談員と
してのスキルの向上、他市及び
関係機関との連携構築を図っ
た。 ○

・DVに起因する緊急
一時保護事案が継
続的に発生している
ほか、庁内関係課や
関係機関と連携・協
力し、支援に当たる
ケースが増える傾向
にある。

→

・県などが主催する研
修会等に参加し、スキ
ルの向上及び他市等と
の連携体制の維持を図
る。
（研修会等9回の参加）

7,053
上越市男女
共同参画基
本計画

共生まち
づくり課
（男女共
同参画推
進セン
ター）

16 母子生活支援施設 生活の支援が必要な母子を入
所・保護するとともに、自立の促
進のためにその生活を支援する。

生活の支援が必要な母子世帯を
保護し、施設での安全で安心な生
活を確保しながら、早期に自立で
きるよう支援を行う。

※施設の維持・管理を行
う事業であるため目標値
を設定しない。

・生活の支援が必要な母子
に対し、安全で安心な生活
の場を確保し、定期的に指
導を行い、早期に自立でき
るよう支援する。

・生活の支援が必要な母子に対
し、安全で安心な生活の場を確
保し、定期的に指導を行い、早
期に自立できるよう支援を行っ
た。
・年度末現在の措置状況
　・入所：5世帯
　・退所：1世帯
　・上越市措置世帯数：6世帯

○

・施設と情報共有を
図り、入所者と面談
を実施し、早期自立
できるよう支援した。

→

・生活の支援が必要な
母子に対し、安全で安
心な生活の場を確保
し、定期的に指導を行
い、早期に自立できるよ
う支援する。

42,879
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

17 若竹寮管理運営事業 入所児童の養護及び自立のため
の援助を行う。

保護者のいない児童や虐待され
ている児童、その他環境上養護を
要する児童を養護し、併せて自立
のための援助を行う。また、退所
した者に対する相談や自立のた
めの援助を行う。

※施設の維持・管理を行
う事業であるため目標値
を設定しない。

・指定管理者が業務を行う
が、引き続き児童が安全で
安心した生活を送るため、
支援・指導及び施設内外の
環境整備を行う。
・入所児童の健全育成や社
会性を図るため、地域行事
に参加するほか、施設内行
事を行う。
・自活を想定した生活実習を
行う。

・指定管理者と情報共有、連
携し、入所児童が安全で安心
した生活を送るため、支援・
指導を行った。
・施設では、入所児童の健全
育成や社会性を図るため、地
域行事（町内会まつり）に参
加、施設内行事(若竹まつり）
を実施した。夏休み期間に児
童が計画した旅行を実施。
（8月）
・関係機関が情報共有、養育
状況等の意見交換を行う連絡
調整会議（年2回）、連携会
議（年3回）を開催した。
・施設職員の研修、ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（年6回）、臨床心理
士による児童の面談を行っ
た。

○

・児童が日常生活の
中でいろいろな体験
を通して、自立、自
活ができる力を養え
るよう支援する。

→

・引き続き、入所児童
が安全で安心した生活
を送るため、支援・指導
を行う。
・施設では、地域行事
の参加、施設内行事を
実施する。
・自活を想定した生活
実習を実施する。
・関係機関が情報共
有、養育状況等の意見
交換を行う連絡調整会
議（年2回）、連携会議
（年４回）を開催する。
・施設職員の養育研
修、児童の面談のた
め、臨床心理士の派遣
を行う。

199,208
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課
（若竹寮）

18 追 拡 大人への各種相談窓口の周
知

大人に対し、広報紙やホームペー
ジなどで各種相談窓口の周知を
行う。

相談窓口の周知を図り、相談の
利用を促進することで、子育てに
関する不安感や負担感の軽減を
図り、虐待予防につなげる。

・広報紙やホームページ
掲載による相談窓口の周
知
・虐待予防の啓発チラシ
への相談窓口の掲載

なし 実施 相談したい時に相談先が分かるように
相談窓口を周知することで、相談の利
用促進を図り、虐待予防につなげる。

・引き続き、乳幼児健診会場
や、こどもセンター等で啓発
チラシを配布する。また広報
紙、ホームページ、FMーJ等
で周知する。

・各種相談先を掲載した、子ども
の権利啓発チラシを配布した。
・すこやかなくらし包括支援セン
ターにて配布する啓発チラシに、
児童虐待の通報先、相談先を掲
載した。
・要保護児童対策地域協議会
発行の「上越市子どもの虐待防
止ハンドブック」に子育て・虐待等
に関する相談先を掲載し、関係
機関に周知した。
・広報上越11月1日号巻頭特集
記事　子どもの教育について考え
てみませんか」において、上越市
子どもの権利に関する条例の取
組を掲載した。

○

・引き続き、乳幼児
健診会場や、こども
センター等で啓発チ
ラシを配布する。ま
た広報紙、ホーム
ページ、FMーJ等で
周知する。

→

・乳幼児健診会場や、
こどもセンター等で啓発
チラシを配布する。また
広報紙、ホームペー
ジ、FMーJ等で周知す
る。

【各目標値】
・1-1-1及び1-1-2で
掲載

0
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

６　相談体制の整備 【評価指標】相談窓口の充実について満足していない人の割合　19％⇒9％

【評価指標】相談できると感じる子どもの割合　85％⇒95％

1 保育園での相談 保育園において、常時、子育て相
談に応じ、助言・その他の援助を
行う。

常時、子育て相談に応じること
で、子育ての不安感等を緩和し、
安心して子育てができる環境づく
りを推進する。

気軽に相談できる人や相
談できる場所がないとし
た人の割合

23.3%
（平成25年度子ども・子育
て支援事業計画ニーズ調
査）

10% 保育園において、常時、相談窓口を開
設することで、子育ての不安感等の緩
和を図る。

・引き続き、こどもセンターの
催しでの事業周知を行い、
子育て支援サイト等を活用
し、事業周知を図る。

保育園において、常時、子育て
相談に応じ、助言・その他の援助
を行った。
・保護者からの相談に対する対
応実施率：100％
・相談件数：2,378件

○

・地域の身近な場所
で子育て相談に応じ
ることで、子育ての
不安感等の緩和に
つなげることができ
た。

→

各保育園において、常
時、相談窓口を開設
し、子育ての不安感等
の緩和を図る。

【気軽に相談できる人
や相談できる場所がな
いとした人の割合】
10％以下

0
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

2 子育てひろばでの相談 子育てひろばにおいて、常時、子
育て相談に応じるほか、栄養士な
ど専門職員による相談窓口を定
期的に開設し、助言その他の援
助を行う。

常時、子育て相談に応じるほか、
栄養士など専門職員による相談
窓口を開設することで、子育ての
不安感等を緩和し、安心して子育
てができる環境づくりを推進する。

気軽に相談できる人や相
談できる場所がないとし
た人の割合

23.3%
（平成25年度子ども・子育
て支援事業計画ニーズ調
査）

10% 子育てひろばにおいて、常時、相談に
応じるほか、専門職員による相談窓口
を開設することで、子育ての不安感等
の緩和を図る。

・引き続き、出生届などの各
種手続きやこどもセンターの
催しで、案内チラシを配布
し、事業周知を図る。
・子育て支援サイト「上越市
子育て応援ステーション」を
活用し、事業周知を図る。

子育てひろばにおいて、職員が
常時、保護者からの相談に応じ
る体制を整えるとともに、栄養士
など専門職員による相談窓口を
定期的に開催し、助言その他の
援助を行った。
・保護者からの相談に対する対
応実施率：100％
・相談件数：2,496件 ○

・地域の身近な場所
で子育て相談に応じ
ることで、子育ての
不安感等の緩和に
つなげることができ
た。

→

・子育ての不安感や孤
立感を緩和するため、
常時相談窓口を開設
し、保護者からの相談
に対する面談を100%
実施する。
・子育ての不安、悩み
や心配事など気軽に相
談できる場として、各種
セミナーやホームペー
ジを通じて、広く事業の
周知をしていく。

【気軽に相談できる人
や相談できる場所がな
いとした人の割合】
10％以下

0
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

重点施策
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目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

Ｈ31年度

担当課

基本
目標

実施目標
基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

実施目標設定の意図
（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ30年度実績

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的 実績
【実績値】指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

3 こどもセンターでの相談 こどもセンターにおいて、常時、子
育て相談に応じるほか、栄養士な
ど専門職員による相談窓口を定
期的に開設し、助言その他の援
助を行う。

常時、子育て相談に応じるほか、
栄養士など専門職員による相談
窓口を開設することで、子育ての
不安感等を緩和し、安心して子育
てができる環境づくりを推進する。

気軽に相談できる人や相
談できる場所がないとし
た人の割合

23.3%
（平成25年度子ども・子育
て支援事業計画ニーズ調
査）

10% こどもセンターにおいて、常時、相談に
応じるほか、専門職員による相談窓口
を開設することで、子育ての不安感等
の緩和を図る。

・子育ての不安感や孤立感
を緩和するため、保護者か
らの相談に対する面談を
100%実施する。

こどもセンターにおいて、職員が
常時、保護者からの相談に応じ
る体制を整えるとともに、栄養士
など専門職員による相談窓口を
定期的に開催し、助言その他の
援助を行った。

・保護者からの相談に対する対
応実施率：100％
・相談件数：2,391件

○

・地域の身近な場所
で子育て相談に応じ
ることで、子育ての
不安感等の緩和に
つなげることができ
た。

→

・子育ての不安感や孤
立感を緩和するため、
常時相談窓口を開設
し、保護者からの相談
に対する面談を100%
実施する。
・子育ての不安、悩み
や心配事など気軽に相
談できる場として、各種
セミナーやホームペー
ジを通じて、広く事業の
周知をしていく。

【気軽に相談できる人
や相談できる場所がな
いとした人の割合】
10％以下

42,895
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

4 追 子育てインフォ事業 転入者や初めて子育てをする親
など、子育てに関し不安を抱える
保護者に対して、地域資源の紹
介や子育てサービスのコーディ
ネート、諸手続やサービス利用時
の同行支援を行う。

子育て世帯が感じる不安感・負担
感の軽減を図る。

周知機会 ・出生・転入手続きの際に
子育てに関する各種施設
やサービスを紹介するハ
ンドブックを配布

・出生・転入手続きの際に
子育てに関する各種施設
やサービスを紹介するハ
ンドブックを配布

・転入者・出生者へ事業を周知するこ
とで、相談の利用が促され、潜在化す
る保護者の子育て不安の軽減・解消
を図る。

・利用者の個別ニーズを把
握し、それに基づいて情報
集約・提供、相談、利用支援
等を実施する。
・子育てに関する各種施設
やサービスを紹介するハンド
ブックを作成し、転入や妊娠
届の際に配布する。
・保育園等の入園に関する
セミナーを年3回開催する。
・妊娠中、または妊娠を考え
ている方を対象とした産後に
関するセミナーを年2回開催
する。

・利用者の個別ニーズを把握し、
それに基づいて情報集約・提
供、相談、利用支援等を実施し
た。
・子育てに関する各種施設や
サービスなどを紹介するハンド
ブックを作成し、転入や妊娠届の
手続きにあわせて配布した。
・保育園等の入園に関するセミ
ナー（7月）を計3回実施した。
（延参加者数122人）
・妊娠中、または妊娠を考えてい
る方を対象とした産後に関するセ
ミナー（6月、12月）を実施した。
（延参加者数21人）

○

・転入手続きや妊娠
届出の際に、子育て
情報のハンドブックを
配布することで、子
育て情報を入手しや
すい環境を整えた。

→

・利用者の個別ニーズ
を把握し、それに基づ
いて情報集約・提供、
相談、利用支援等を実
施する。
・子育てに関する各種
施設やサービスを紹介
するハンドブックを作成
し、転入や妊娠届の際
に配布する。
・保育園等の入園に関
するセミナーを年3回開
催する。
・妊娠中、または妊娠を
考えている方を対象とし
た産後に関するセミ
ナーを年2回開催する。

6,240
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

5 追 家庭相談員による相談 家庭相談員を配置し、子育てに関
する相談、情報の提供、助言・指
導を行う。

子育てに関する情報提供や相談
を行うことで、子育て不安の解消
や負担感の軽減を図り、虐待予
防及び虐待の早期発見につなげ
る。

被虐待児童数 361人 前年度より被虐待児童数
が減少

家庭相談員の資質向上により、子育
てに関する相談に適切に対応すること
で、虐待予防が図られるとともに、支
援・指導が必要な家庭への適切な関
わりにより、被虐待児童数を減少させ
ていく。

・継続的に関わる要保護児
童等の状態を定期的に確認
し、必要な支援・指導を行
う。
・家庭相談員の資質向上を
図るための研修を実施す
る。

・相談員3名体制で、児童虐待
や子育ての悩みに関する相談に
応じた。
・県主催の研修会に3名の家庭
相談員が参加した。
・Ｈ30年度被虐待児童数：479
人

○

・県主催研修会に参
加し家庭相談員の
資質向上を図り、児
童虐待の早期発見・
予防に努めた。
・メディア等で虐待に
関するニュースが頻
繁に取り上げられて
いることなどから、虐
待に関する関心が
高まってきていること
で、潜在化していた
案件が顕在化し、被
虐待児童数は年々
増加（Ｈ29年度428
人）している。

→

・継続的に関わる要保
護児童等の状態を定
期的に確認し、必要な
支援・指導を行う。
・家庭相談員の資質向
上を図るための研修を
実施する。

7,331

上越市子ど
もの権利基
本計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画
人権総合計
画
上越市男女
共同参画基
本計画

すこやか
なくらし包
括支援セ
ンター

6 新 フリーダイヤル相談電話の
導入

子どもの権利侵害に関する通話
料無料の相談電話の導入を検討
する。

子どもの権利侵害に対して速や
かで効果的な救済・回復を支援す
る。

フリーダイヤル相談電話
の導入・開設

なし 開設 相談電話をフリーダイヤルとすること
で、市民がより相談しやすい環境を整
える。

・市で業務を委託しているあ
んしんコールセンターにおい
て、24時間受付ける相談電
話を設置できており、いつで
も相談できる体制を整えるこ
とができている。

・市で業務を委託しているあんし
んコールセンターにおいて、24時
間受付ける相談電話が設置でき
ており、いつでも相談できる体制
をが整っている。
・相談件数112件（うち、夜間・休
日受付40件）

△

・フリーダイヤル相談
電話の導入の見通
しは立っていない
が、市で業務委託し
ているあんしんコー
ルセンターにおい
て、24時間受付ける
相談電話を設置し、
いつでも相談できる
体制を整えることが
できている。

→

・教育センター及び福
祉課で業務委託してい
るあんしんコールセン
ターにおいて、24時間
電話受付体制が整った
が、引き続き、フリーダ
イヤル制導入を関係部
署に検討依頼する。

- - こども課

7 思春期電話相談 上越助産師会の助産師が電話相
談及び来所相談に応じる。（週5
回開設）

生涯を通じた健康づくりの推進に
向け、次世代を担う思春期におけ
る知識の普及や不安の軽減を図
るため、個々の生活に合わせた
適切な支援や保健指導を行う。

相談先の周知回数 思春期保健事業時に1回 思春期保健事業・命きず
なを考える講座において
相談先を周知する。

機会をとらえて相談窓口を周知し、中
高生からの相談に応じることで思春期
における不安の軽減と正しい知識の
普及を図る。

・高校生・中学生を対象とし
た講座を継続実施し、思春
期の相談窓口の周知を図
る。

・高校生を対象とした思春期保
健事業を11校、中学生を対象と
した命きずなを考える講座を19
校において実施し、相談先の周
知を図った。

○

・思春期保健事業
及び命きずなを考え
る講座において、思
春期の相談窓口を
周知することができ
た。

→

・高校生・中学生を対
象とした講座を継続実
施し、思春期の相談窓
口の周知する。 281

上越市健康
増進計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画
上越市男女
共同参画基
本計画

健康づくり
推進課

8 追 女性相談員による相談 配偶者からの暴力や、家庭・職
場・人間関係の悩みなど様々な
問題に対し女性相談員が相談、
助言・指導を行う。

・相談機関の存在を知らずに悩み
を抱えている人に相談窓口につい
て周知し、相談者の安心・安全を
図る。

相談窓口の周知 ・年４回（6、9、12、3月）町
内会を通じて、情報紙
「ウィズじょうえつからのお
たより」で女性相談窓口の
周知を行った。また9月号
では、配偶者等からの暴
力防止に向けた啓発記事
を掲載した。
・市ホームページで女性
相談窓口の周知を実施し
た。

情報紙「ウィズじょうえつ
からのおたより」やホーム
ページでの周知

相談窓口を周知することで、潜在的に
悩みを抱えている人に対して、身体的
暴力だけでない暴力もあることを認知
させるとともに女性相談窓口の存在を
知ってもらうことで、市民の不安解消と
安全確保を図る。

・情報紙の町内会や市内施
設等への配置、各種講座で
の啓発資料の活用を通じ
て、市民の意識啓発を図る。

・情報紙「ウィズじょうえつからの
おたより」を年4回各10,000部発
行し、町内会や市内施設等に配
置した。
・このうち9月15日号ではDV防止
のための特集記事を掲載した。 ○

・女性相談窓口の認
知度が低下傾向に
あることから、引き続
き情報紙の町内会
や市内施設等への
配置、各種講座での
啓発資料の活用を
通じて、市民への周
知を図る必要があ
る。

→

・情報紙の町内会や市
内施設等への配置、各
種講座での啓発資料の
活用を通じて、市民の
意識啓発を図る。
（4回、各10,000部発
行）

11,272
上越市男女
共同参画基
本計画

共生まち
づくり課
（男女共
同参画推
進セン
ター）
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目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）

達成状況
（目標に対す
る到達度）

目標達成に向けた
実施内容

（何を・どうするか）
【目標値】

事業費
（千円）

当初予算額

Ｈ31年度

担当課

基本
目標

実施目標
基本
的な
施策

事業
№

事業名 事業概要
関連計画
（上越市第
6次総合計
画以外）

実施目標設定の意図
（なぜ、この目標に設定したのか）

Ｈ30年度実績

評価・分析等
（来年度に向けたアプ

ローチ）

目的 実績
【実績値】指標単位 Ｈ26現状値 Ｈ31目標値

9 教育相談等事業 ・学校訪問カウンセラーによる学
校での教育相談、電話による教
育相談「子どもほっとライン」、面
談での教育相談「来所相談」によ
り、児童生徒・保護者等の友人関
係や生活などの悩みの軽減、解
消を図る。
・不登校児童生徒適応指導教室
を開設し、不登校児童生徒の学
校復帰、希望する進路実現のた
めの助言・支援を行う。

・いじめや不登校、生徒指導上の
問題等について、児童生徒や保
護者、教職員に対して相談を行
い、早期解決を図る。
・不登校児童生徒に対し、個別指
導や体験活動、教育相談などを
行い、自立心と集団生活への適
応能力を高め、学校復帰や希望
する進路を実現する。

不登校児童生徒適応指
導教室通級生の学校復
帰、希望進路の実現度

学校復帰　66.7%
希望進路の実現度　90.0%

学校復帰　70.0%
希望進路の実現度
100.0%

全ての児童生徒が、元気に学校生活
をできるようにしたい。そのために、教
育相談活動の一層の充実とともに、通
常の学校生活を実現できずに困って
いる全ての児童生徒が、学校復帰、あ
るいは希望する進路に進むことができ
るようにすることを目標として取り組
む。

・保護者や校長、学級担任
等との情報交換を、児童生
徒の変容等を捉えて、これ
まで以上に積極的に行い、
そこで得た情報等を児童生
徒への働きかけに生かす。
・通室児童生徒の考えや要
望を尊重する等のそれぞれ
に対応したきめ細やかな指
導・支援を行い、自信をもた
せ、集団への適応能力の向
上を図る。

・適応指導教室通室児童生徒
数：25人
・学校復帰：68.0％
・希望進路の実現度：100％
・保護者との情報交換の機会を
学期毎に設け、そこで得た情報
等を児童生徒への働きかけに生
かすことができた。

△

・保護者や校長、学
級担任等との情報
交換を、児童生徒の
変容等を捉えて、積
極的に行う必要があ
る。
・適応指導教室通
室児童生徒に自信
をもたせ、集団への
適応能力の向上に
つなげるために、そ
れぞれの考えや要
望をこれまで以上に
尊重し、学習や活動
に生かす必要があ
る。

→

・保護者や校長、学級
担任等との情報交換
を、児童生徒の変容等
を捉えて、これまで以上
に積極的に行い、そこ
で得た情報等を児童生
徒への働きかけに生か
す。
・通室児童生徒の考え
や要望を尊重する等の
それぞれに対応したき
め細やかな指導・支援
を行い、自信をもたせ、
集団への適応能力の
向上を図る。
・その結果として不登校
児童生徒の学校復帰
70%、希望進路の実現
度100%を目指す。

20,297
299

上越市総合
教育プラン
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

学校教育
課（教育セ
ンター）

10 追 ＪＡＳＴ（じょうえつあんしんサ
ポートチーム）

いじめや虐待問題に迅速・的確に
対応し、早期解決を図るための
チームを組織して機動的な教育
相談体制を整え、学校支援を強
化する。

学校だけでは解決が困難なケー
スに対し、学校が主体となって早
期に解決できるようにする。

生徒指導上の諸問題を
学校や関係機関と連携
し、早期解決が図られた
割合

56% 毎年、早期解決の割合が
前年度より向上

生徒指導上の諸問題を学校や関係機
関と連携することで、解決が困難な
ケースを解決することができる。

・学校だけでは解決が困難
なケースに対してチームを
派遣し、ケース会議の実施
や適応相談室での指導を通
して効果的な支援を行い、
課題解決を図る。
・すこやかなくらし包括支援
センターとの連携を図り、問
題のある家庭の効果的な支
援を図る。

・JAST相談件数：221件
・早期解決率：54.0%
　H30新規受理件数：221件
　内早期解決：121件
・適応相談室通室数：17人
　通室延べ回数：102回
・虐待通告研修10月実施…参
加人数：72人（悉皆研修）

△

・課題解決が困難な
ケースには虐待や発
達障害など複雑な
要因があり、専門的
な知識がある職員の
対応が不可欠に
なっているため、
JASTのチームやす
こやかなくらし包括
支援センターなどの
関係機関と連携し、
早期解決を図る必
要性がある。

→

・学校だけでは解決が
困難なケースに対して
チームを派遣し、ケー
ス会議の実施や適応
相談室での指導を通し
て効果的な支援を行
い、課題解決を図る。
・すこやかなくらし包括
支援センターとの連携
を図り、問題のある家庭
の効果的な支援を図
る。
・以上の取組の結果と
して早期解決の割合あ
が前年度より向上する
ことを目指す。

3,451
学校教育
課（教育セ
ンター）

11 民生委員・児童委員、主任
児童委員活動

子どもに関する相談・支援を行
い、関係機関と連携し、問題の早
期解決に努める。

多様化・深刻化している子どもた
ちをめぐる課題について、研修な
どを利用し理解を深め、次代を担
う子どもたちの健やかな育ちのた
め、児童委員・主任児童委員活動
の一層の充実を図る。

各種研修を利用し、必要
な知識の習得や対応方
法を学ぶ

子どもに関する研修会の
実施
（市民児協連児童部会、
全国主任児童委員研修
会、主任児童委員活動研
修会、児童虐待防止研修
会、児童委員活動研修
会、全国児童委員研究協
議会）

子どもに関する研修会の
実施
（市民児協連児童部会、
全国主任児童委員研修
会、主任児童委員活動研
修会、児童虐待防止研修
会、児童委員活動研修
会、全国児童委員研究協
議会）

各種研修を充実させることで、近年、
多様化・複雑化しているこどもたちをめ
ぐる課題について、理解を深めるとと
もに、児童委員活動の一層の充実を
図ることができるため。

・常に住民の立場に立ち、子
どもに関する相談・支援を実
施する。

下記研修を行うことにより、委員
のスキルアップが図られ、適切な
支援を行うことができた。
・8/7市民児協連児童部会（今
どきの親子関係とネットトラブルの
問題について考える）…主任児
童委員32人出席
・7/25～26 全国主任児童委員
研修会…主任児童委員2人出
席
・11/22 児童委員活動研修会
…児童委員・主任児童委員40
人出席
・11/27 主任児童委員活動研
修会…主任児童委員7人出席
・1/22～23 全国児童委員研究
協議会…市民児協連代表1人
出席
・3/11 里親制度についての講
演会…主任児童委員5人出席

○

・引き続き、研修等
を実施することで、
子どもたちを取り巻く
現状や課題について
理解を深める。
・主任児童委員と児
童委員がより一層連
携することで、児童
福祉課題に取り組む
ことができる環境づく
りに努める。 →

・子どもたちへの適切な
相談・支援を行うための
委員のスキルアップ研
修の実施。（年６回）

・委員からの活動記録
の子どもに関する相談・
支援件数を確認し、必
要に応じて委員に聞き
取り等を行う。

26,874

上越市障害
者福祉計画
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

福祉課

(12) (追
)

(拡
)

各種相談窓口の周知
（事業№5-6、5-18の再
掲）

・子どもに対し、「えがお」などで各
種相談窓口の周知を行う。
・大人に対し、広報紙やホーム
ページなどで各種相談窓口の周
知を行う。

・子どもが悩みや不安を抱えたと
きに、「相談場所がわからない」、
「誰にも相談できない」という理由
で、一人で悩むことがないように
する。
・大人に対して相談窓口の周知を
図り、相談の利用を促進すること
で、子育てに関する不安感や負担
感の軽減を図り、虐待予防につな
げる。

・「えがお」での相談窓口
の周知
・広報紙やホームページ
掲載による相談窓口の周
知
・虐待予防の啓発チラシ
への相談窓口の掲載

「えがお」での周知：実施
広報紙やホームページで
の周知：なし
虐待予防の啓発チラシで
の周知：なし

「えがお」での周知：継続
実施
広報紙やホームページで
の周知：実施
虐待予防の啓発チラシで
の周知：実施

・全公立小中学校で配布される「えが
お」に相談窓口の電話番号を掲載する
ことで、相談できずにいる子どもを減ら
す。
・相談したい時に相談先が分かるよう
に相談窓口を周知することで、相談の
利用促進を図り、虐待予防につなげ
る。

・義務教育9年間で継続して
「えがお」学習を実施するこ
とで、相談先の浸透を図る。
（再掲）
・引き続き、乳幼児健診会場
や、こどもセンター等で啓発
チラシを配布する。（再掲）

（再掲）
・11月～12月にかけて、市立小
中学校の「えがお」の学習の中で
相談場所の周知を行った。
・各種相談先を掲載した、子ども
の権利啓発チラシを配布した。
・すこやかなくらし包括支援セン
ターにて配布する啓発チラシに、
児童虐待の通報先、相談先を掲
載した。
・要保護児童対策地域協議会
発行の「上越市子どもの虐待防
止ハンドブック」に子育て・虐待等
に関する相談先を掲載し、関係
機関に周知した。
・広報紙、ホームページ、FMーJ
で機会を捉え周知した。

○

（再掲）
・相談窓口を掲載し
た「えがお」の学習を
行い、相談場所の周
知を図ることができ
た。
・広報上越11月1日
号で、上越市子ども
の権利条例について
掲載し、子どもの権
利の周知を行った。
・引き続き、乳幼児
健診会場や、こども
センター等で啓発チ
ラシを配布する。

→

（再掲）
・市立小中学校の「えが
お」の学習を通じて、相
談場所の周知を行って
いく。
（再掲）
・乳幼児健診会場や、
こどもセンター等で啓発
チラシを配布する。

【各目標値】
・1-1-1及び1-1-6で
掲載

0
上越市子ど
も・子育て支
援事業計画

こども課

子どもの権利基本計画　- 11 -



1 

 

一体化・発展 反映 

 

 計画策定の背景と目的  

我が国において、少子化や核家族化の進展、地域のつながりの希薄化など子育て家庭を取り巻く環境の変

化に伴い、子育てへの不安や負担、孤立感を抱える保護者が増加傾向にあります。また、いじめや虐待など

子どもの人権と安全・安心を脅かす様々な事案が発生し、大きな社会問題となっています。 

このような中、子どもの安全・安心を守り、子どもが自分らしく成長していくためには、行政だけでなく､

子育て家庭、地域、学校、企業等がそれぞれの役割を果たし、相互に協力して取り組む必要があります。 

こうした状況を踏まえ、当市では、「上越市第6次総合計画」において、まちづくりの目標となる将来都市

像に「すこやかなまち～人と地域が輝く上越～」を掲げ、同計画の基本政策の1つとして「子どもが健やかに

育ち、安心して産み育てられる環境の充実」を位置付け、子ども・子育て支援法に基づき策定した「子ども 

・子育て支援事業計画」及び子どもの権利に関する条例に基づき策定した「子どもの権利基本計画」により

様々な施策を推進してきました。 

これまでの取組とその成果を基盤とし、子ども・子育てに関する取組をより一層推進するため、現行の

「子ども・子育て支援事業計画」と「子どもの権利基本計画」を一体化して、「子ども・子育て支援総合計

画（上越市版エンゼルプラン）」を策定し、関係施策を整理するとともに、市の子育て施策の更なる充実を

図るほか、子育て家庭、地域(町内会・学校等)、社会（企業等・行政）の役割を明確にし、市全体で子ども 

・子育て支援施策を推進していく上での総合的な指針となる計画とするものです。 

 

 計画における主体ごとの主な役割   

 将来を担う子どもたちには、自分や他人を大切に思う心を持ち、たくましく成長してほしいと考えます。そ

のためには、社会全体で子どもの権利を尊重し、保障するよう努めるとともに、それぞれの立場での役割を果

たし、相互に協力して、子どもを育んでいくことが重要です。 

本計画では 3つの主体とそれぞれの主な役割を定めます。 

主 体 主 な 役 割 

子育て家庭 

○ 保護者が子育てに喜びを感じ、愛情をもって、子どもと接すること。 

○ 家族で協力して、子育てに取り組むこと。 

○ 保護者同士や地域の人たちとつながりを持つこと。 

地域 

(町内会・学校等) 

○ 町内会、民生委員・児童委員、保育園、学校など、地域における様々な活動主

体が連携して、子どもの活動を支え、見守り、育むこと。 

○ 保育園、学校などは大切な子どもを預かり、必要な保育、教育を行うこと。 

○ 学校は子どもが相談しやすい環境を整えること。 

社会 

企業等 
○ 子育て中の労働者を雇用する事業主は、男女を問わず、仕事と子育てを両立し

やすい環境を整えること。 

行 政 

○ 子ども・子育て支援を総合的に実施し、地域の実情に応じた取り組みを関係機

関等と連携しながら実施すること。 

○ 関係機関等と連携し、子どもを虐待やいじめによる危険から守ること。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 基本理念の設定   

基本理念については、「上越市第 6次総合計画」や「上越市第 2次地域福祉計画」、各種関連計画との整合を

図るとともに、現行の「子ども・子育て支援事業計画」と「子どもの権利基本計画」の基本理念を更に発展さ

せ、また、「子どもの生活実態調査に関するアンケート調査」の結果も踏まえ、「みんなで育む子どもの笑顔・

輝く未来」としました。基本理念を実現することで、当市の進めている「上越市版地域包括ケアシステム」の

構築につなげていきます。 

 

【基本理念の考え方】 

基本理念 考え方 

みんなで育む 

子どもの安全・安心を守り、子どもが自分らしく成長していくためには、行政

だけでなく、子育て家庭や町内会、学校、企業等が各々の役割を果たすとともに、

相互に協力して、子どもを優しく見守り、社会全体で支える必要があることから

「みんなで育む」としました。 

子どもの笑顔・ 

輝く未来 

子どもが、明るくいきいきとした笑顔で、自分らしくすこやかに成長することは、

保護者だけでなく、上越市に暮らすみんなの願いです。 

未来を担う子どもたちが自分の可能性を信じ、たくましく成長していってほし

いという想いから、「子どもの笑顔・輝く未来」としました。 

 

【基本理念のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上越市子ども・子育て支援総合計画（上越市版エンゼルプラン） 骨子（案）

の考え方 

■子ども・子育て支援事業計画 

【基本理念】         （法定計画 H27～H31） 

次代を担う子どもが健やかに育ちみん

なの笑顔が輝くまち 

■子どもの権利基本計画（H27～H31） 

【基本理念】 

すべての子どもたちが自信を持って成

長できるまち 

■子どもの生活実態に関するアンケート 

調査の結果からみられる課題 

・家庭の経済状況により、子どもの経 

験の差がみられる。 

・家庭環境から学習や進学に対する意 

欲に差がみられる。 

・1割強の子どもにおいて、悩みや心 

配ごとを相談する相手がいない。 

行政（市）の視点 子ども・保護者の視点 

課題解決のための取組の方向性 

整合 

 
みんなで育む子どもの笑顔・輝く未来 

■子ども・子育て支援総合計画（上越市版エンゼルプラン）（令和 2年度～令和 6年度） 

 
【基本理念】 

 

現行計画 

■第６次総合計画、第２次地域福祉計画、各種関連計画 

 

子ども 

子育て家庭 

学 校  

町内会 

行 政 企業等 

 
子育て家庭、地域、社会がそれぞれの役割を果たす

とともに相互に協力して子どもを育む。 

イメージ図 

資料２ 
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基本理念 基本目標 

安心して子どもを産み、喜びと生きがいをもって子育てができる 

社会の構築

地域や学校等で子どもの成長を見守る体制の強化 

社会全体で子どもと子育て家庭を支える体制の強化 

 

少子化や核家族化の進展、地域のつながりの希薄化などにより、子育てへの

不安や負担、孤立感を抱える保護者が増加傾向にあることから、家庭・地域・

学校等が協力して子どもを育む体制を強化する必要があります。 

地域や学校等が協力して子どもの成長を見守り、子育て家庭を支えるととも

に、地域のなかで、子どもがのびのびと笑顔で過ごせる環境を整えます。 

保護者は、子育てを通して子どもの成長への喜びや生きがいを感じるととも

に、責任を認識し、役割を果たしながら、家族で協力して子どもを育てていく

ことが大切です。 

市は、子どもを安心して産み育てられるように、各種手当の支給や医療費の

助成など経済的負担の軽減を図るとともに、保育園等の子育て環境の充実と多

様な保育サービスを提供し、子育て家庭の育児と仕事の両立を支援します。 

また、母子保健事業、各種相談支援体制、奨学金制度等の経済的支援の充実

を図り、喜びと生きがいをもって子育てができる環境を整えます。 

子どもが自分らしく、すこやかに成長することができる環境の整備 

役割  

 

市の取組 

 

基 

本 

施 

策 

これまでの取組やアンケート調査から見えてきた主な課題 

① 子育ての負担や不安、孤立感を抱える保護者が増加している。 
② 学校だけでは解決が困難な問題が生じている。 

③ インターネット等で人権侵害などが顕在化している。 
④ 経済的な問題を始め、複合的な課題を抱える世帯が増加している。 
⑤ 虐待通報件数が増加している。 
⑥ ワーク・ライフ・バランスが実現できていない。 
⑦ 子どもの悩みや心配ごとについて、「学校や勉強のこと」、「将来のこと」、「友人関係」

が上位を占めている。相談相手は、「友だち」、「親」がそれぞれ高いが、「誰もいない」
と回答した人が 1割強となっている。 

⑧ 0・1歳児の入園希望の増加に伴う保育士の確保が容易ではない。 
⑨ 0・1歳児の途中入園が難しい。 
⑩ 児童数の減少の偏在化や施設の老朽化に伴う保育園の再編・改築が必要。 
⑪ 特別な配慮が必要な子どもが増加している。 
⑫ 日曜・祝日の小学生の預かりの場がない。 
⑬ 体調が悪いとき、急に子どもの世話を頼める人がいない。 
⑭ 少子化や核家族化の進展、地域のつながりが希薄化している。 
⑮ 子どものいる世帯の 1割強、ひとり親世帯の 5割強が、国が示す貧困線の基準(以下、

困窮世帯という。)を下回っている。 
⑯ 困窮世帯では、 
・ 約 2割の世帯で「食料が買えなかった」「光熱水費が未払いになった」ことがあり、

3割強の世帯で「塾や習い事に通わせる」ことができない。 
・ 子どもだけで食べる割合が、朝食で 3割弱、夕食で 1割強となっている。 
・ 地域での付き合いの程度が低い。 
・ 子どもの世話を頼める人がいない割合が高い一方、子育てに関する情報の入手が比

較的限られていたり、子育て支援の利用の割合が低い。 
・ 「専門学校」や「大学」への進学について、希望と現実が異なる状況が見られ、そ

の理由は、「自分の学力」、「経済的余裕のなさ」が上位にあがっている。 

いじめ認知件数や虐待通報件数が年々増加していることから、子どもの成長

過程や複合的な課題を抱える子育て家庭の状況に応じた相談支援体制の充実や

関係機関の連携により、いじめや虐待の未然防止に向けた取組を推進します。 

また、仕事と生活のバランスがとれた働き方や自ら望むライフスタイルを実

現することができる環境を整えます。 

 

現行計画の基本施策 

母子保健の充実 

子育てに対する経済的支援の充実 

多様な保育サービス等の提供 

子どもの育ち支援の充実 

子どもたちのためのよりよい環境づくり 

家庭と地域の子育て力の向上 

地域で子どもや家族を大切にする意識の醸成 

学校教育環境の充実 

【子ども・子育て支援事業計画】 

地域ぐるみの子どもの健全育成の推進 

男女共同参画、ワーク・ライフ・バランス

の推進 

子どもの権利の知識の普及と意識の啓発 

子どもの権利の教育と学習の推進 

 

誰もが等しく権利を享受するための支援 

虐待、いじめ、差別その他子どもの権利の

侵害からの早期救済に必要な措置 

【子どもの権利基本計画】 

相談体制の整備 

貧困がもたらす問題への対策 

子どもの居場所づくり 

 

子
育
て
家
庭
、
地
域
、
社
会
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
相
互
に
協
力
し
て
子
ど
も
を
育
む 

 

み
ん
な
で
育
む
子
ど
も
の
笑
顔
・輝
く
未
来 

 

子どもは、年齢に応じた社会性を身につけ、他者を思いやる心を持ち、自

信と希望をもって生活することが大切です。 

市は、子どもが自分らしく生きていくために、子どもの権利学習や普及・

啓発活動を推進します。また、乳幼児の発達、障害のある子どもへの支援及

び養育支援の充実を図ります。 

また、家庭環境を問わず、すべての子どもがのびのびと過ごせる居場所づ

くり、義務教育を終了した子どもへの自立支援を行います。 
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 子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、当市においては、

子どもの貧困は、単に家庭の経済的困窮のみを捉えるものではなく、家庭の課題や困り事の現れである

との認識の下で、生活保護世帯やひとり親世帯、生活困窮世帯などへの経済的支援はもとより、問題を抱

える子育て中の家庭に対する相談支援等、様々な施策を実施してきた。 

 

 現 状  

○子どもの貧困率の推移（全国）       

 全国では、 7人に 1人の子どもが貧困線の基準を下回っている。 

区 分 H15 H18 H21 H24 H27 

子どもの貧困率 ※1 13.7% 14.2% 15.7% 16.3% 13.9% 

貧困線 ※2 130万円 127万円 125万円 122万円 122万円 

※資料：厚生労働省 平成 28年国民生活基礎調査 

※1 子ども全体に占める貧困線に満たない子どもの割合 

※2 等価可処分所得（手取り収入）の中央値の半分の額 

 

上越市の状況(アンケート調査結果から) 

市内の子どものいる世帯の 11.9%が、国が示す貧困線の基準を下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○虐待通報件数の推移 

当市においては、虐待そのものの件数が増えたことに加え、児童虐待への社会的意識の高まりや相談支

援体制の強化もあり、これまで埋もれていた虐待が顕在化してきたほか、継続ケースの虐待要因で 5 割を

超えるネグレクト(養育放棄等)を主要因とするケースが長期化する傾向もあり、平成 29年度以降、増加傾

向にある。 

区 分 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

被虐待児数(人) 352 361 337 329 428 479 

虐待世帯数(世帯) 164 173 159 153 205 230 

 

○児童扶養手当受給者数の推移 

 市内の児童扶養手当受給者数は平成 26年度をピークに減少傾向にある。 

区 分 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

受給者数(人) 1,719 1,737 1,675 1,653 1,630 1,540 

給付額(千円) 637,751 632,371 627,876 628,168 630,892 618,049 

 

○ひとり親世帯の収入・就業状況 

 収入状況では 300万円未満の母子世帯は、全体の約 7割となっている。 

 就業状況では、母子世帯の半数以上が派遣・契約社員、パート・アルバイト等の非正規雇用となっている。 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

一般層 困窮層

主な質問 一般層 困窮層 

食料が買えなかった経験 

 「よくあった」「ときどき」「まれに」 
7.8% 24.7% 

衣類が買えなかった経験 
「よくあった」「ときどき」「まれに」 

12.5% 33.5% 

子どもだけの食事 
「よくある」「ときどき」 

朝食  21.7% 
夕食   5.6% 

朝食  25.8% 
夕食   8.4% 

学習塾に通わせたいが 

「経済的に無理」 
14.6% 36.6% 

大学以上の教育を 

「経済的に受けさせられない」 
24.2% 51.8% 

悩みや心配なことを 
「相談する相手がいない」 

➣小学 6年生・中学 2年生 
3.1% 4.7% 

悩みや心配なことを 
「相談する相手がいない」 

➣保護者 
1.7% 4.9% 

子どもの貧困対策について 

 

正社員

47.5%
非正規社員

52.5%

母子世帯の就業状況

正社員

90.6%

非正規社員

9.4%

父子世帯の就業状況

3.6%

1.8%

9.1%

9.1%

76.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

父子世帯の収入状況

100 万円 

未満 

100～200 

200～300 

300～400 

400 万円 

以上 

資料３ 

4,398 世帯 
（88.1％） 

592 世帯 
（11.9％） 

※「無回答」を除いた百分率を表示 

6.4%

28.7%

31.5%

11.7%

21.7%

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%

母子世帯の収入状況

※資料：子どもの生活実態に関するアンケート調査 
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  取組の方向性  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

課 題 

○経済的状況により、食料や衣類、光熱水費などの支払いができない家庭がある。 

○困窮世帯では、大学以上の教育を経済的に受けさせられないとする回答が約 5 

割を占めている。 

○母子世帯のうち、約 4割が養育費を受け取っていない。 

○悩みや心配なことがあっても、相談相手がいない保護者や子どもがいる。 

○家庭の経済的状況により、地域とのつながりや子育て支援の利用状況に差が

みられる。 

○児童虐待の通報件数が増加傾向となっている。 

○「家は心がほっとする場所か」の問いに対し、「思わない」とする子どもの回

答が全体の１割を占めている。 

○母子世帯の半数以上が派遣・契約社員、パート・アルバイト等の非正規雇用で

あり、収入においては 300万円未満が全体の約 7割となっている。 

○経済的状況により、3割強の世帯で「塾や習い事に通わせることができない」

ができない。 

○家庭の経済的状況が、子どもの経験や進学に対する意欲、希望のもち方に影

響している。 

○「専門学校」や「大学」への進学について、希望と現実が異なる状況が見ら

れ、その理由は、「自分の学力」、「経済的余裕のなさ」が上位にあがっている。 

○生活保護や各種手当支給、医療費・保育等にかかる費

用に対する助成や減免など、世帯の生活の基礎を下支

えする施策 

施策に求められる視点 

○ひとり親家庭等の保護者に対する職業訓練の実施及び

就職のあっせん、所得の増大その他の職業生活の安定と

向上に資するための就労の支援に関する施策 

○子ども及びその保護者に対する生活に関する相談、子ど

もに対する社会との交流の機会の提供、生活の安定に資

するための支援に関する施策 

○教育の機会均等が図られるよう、就学の援助、学資の援

助、学習の支援、子どもの教育に関する支援 

取組（案） 

相談支援体制の充実 

⇒ 子ども自身や保護者が気軽 

に相談しやすい体制の充実 

⇒ いじめや虐待など家庭にお 

ける深刻な課題の解決に向 

けた相談体制の強化 

地域と連携した子どもの 

居場所づくり 

 

⇒ 子どもたちが孤立するこ 

となく、地域での子ども 

の見守り体制と社会的体 

験や地域の人との交流の 

機会を充実 
 

 

経済的 

支援 

保護者に

対する 

就労支援 

生活の安

定に資す

るための

支援 

教育の 

支援 



高校生
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 ～18歳
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子どもの貧困対策に関わる主な施策等（令和元年度）

　
保
護
者
に
対
す
る

　
　
　
就
労
の
支
援

生
活
の
安
定
に
資
す
る
た
め
の
支
援

教
育
の
支
援

就学前 小学生 中学生

経
済
的
支
援

区分  妊娠前         出産

妊産婦新生児訪問
乳幼児健康診査

児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、在宅重度重複障害者介護見舞金、障害者在宅介護（介助）手当

子育てジョイカード

子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、未熟児養育医療給付事業、重度心身障害者医療費助成、自立支援（育成医療・精神通院）、精神障害者入院医療費助成

保育料の軽減

就学援助制度

妊産婦医療費助成

すくすく赤ちゃんセミナー

奨学金制度

母子・父子自立支援員による就労支援

相談支援体制

多様な保育サービス等

子どもの居場所

民間による無料学習塾(1か所)

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金

高等職業訓練促進給付金

自立支援教育訓練給付金

こどもセンター（2か所）、利用者支援事業

子育てひろば
(公立13か所、私立11か所、移動2か所)

教育センター相談窓口、子どもほっとライン、JAST（じょうえつあんしんサポートチーム） 若者ほっとライン

こども発達支援センター

すこやかなくらし包括支援センター(すこやかなくらし相談窓口)

保育園(41園)、一時預かり(保育園、オーレンプラザこどもセンター)

ファミリーサポートセンター（1か所）

ファミリーヘルプ保育園（1か所）

病児・病後児保育事業（病児保育室1か所、病後児保育室2か所）

放課後児童クラブ（51か所）

若竹寮、母子生活支援施設

こどもの家事業（35か所）

児童館（6か所）

南三世代交流プラザ（1か所）

謙信KIDSスクールプロジェクト、夏休み☆子どもつどいのひろば 若者の居場所(Fit)

放課後等デイサービス（11か所）、児童発達支援(3か所)

民間による子ども食堂（3か所）
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